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年月日 県 年月日 国

平成１５年
４．１

６．２１

６．２３

９．３

９．４

９．２６

１１．４

１２．８

平成１６年
１．２１

３．１９

３．２４
３．３１

「大分県エコエネルギー導入促進条
例」施行
「新衛生環境研究センター」が高江イ
ンテリジェントタウン内に開所

「２００３かおり風景フォーラムin別府」
開催（～２２日、大分県別府市）
「エコおおいた推進大会」開催

大分県地球温暖化防止活動推進センタ
ーにＮＰＯ法人「緑の工房ななぐら
す」を指定
「ごみゼロおおいた作戦実施本部」設
置
「第１回ごみゼロおおいた作戦県民会
議」開催（「県民会議」設置）

「第２回ごみゼロおおいた作戦県民会
議」開催

「旧軍毒ガス弾のフォローアップ調査
結果」公表

「第３回ごみゼロおおいた作戦県民会
議」開催
ＣＮＧ大気環境測定車「あおぞら号」
始動
「大分県生活排水処理施設構想」策定
「美しく快適な大分県づくり条例」公
布

平成１５年
４．１

４．１６

５．９

５．２８

６．１８

６．２０

６．２１

７．２５

１０．１

１２．１

１２．１６

「自然公園法の一部を改正する法律」
施行

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す
る法律」施行
「石油及びエネルギー需給構造高度化
対策特別会計法の一部を改正する法
律」公布
「化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律の一部を改正する法律」公
布
「特定産業廃棄物に起因する支障の除
去等に関する特別措置法」公布
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
の一部を改正する法律」公布
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制
による生物の多様性の確保に関する法
律」公布
「絶滅のおそれのある野生動植物の種
の保存に関する法律の一部を改正する
法律」公布
「２００３かおり風景フォーラムin別府」
開催（～２２日、大分県別府市）

「環境の保全のための意欲の増進及び
環境教育の推進に関する法律」公布

「環境の保全のための意欲の増進及び
環境教育の推進に関する法律」一部施
行
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行令の一部を改正する政令」公布

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
の一部を改正する法律」施行

「国内における毒ガス弾等に関する今
後の対応方針について」閣議決定

１ 環境行政年表

資料編

大分県環境白書 153



区 分 氏 名 役 職 名

学識経験者 安 部 志津子 大分県地域婦人団体連合会理事

学識経験者 市 瀬 孝 道 大分県立看護科学大学生体反応学教室教授

学識経験者 岩 尾 和 子 大分県商工会議所女性会連合会（大分商工会議所女性会理事）

学識経験者 内 田 健 弁護士

学識経験者 葛 西 満里子 大分県地球温暖化防止活動推進センターななぐらす理事長

学識経験者 川 野 田實夫 大分大学教育福祉科学部教授

学識経験者 川 原 大 （株）マリーン・パレス常務取締役館長

学識経験者 工 藤 隆 子 別府大学短期大学部教授

学識経験者 桜 井 キ ヨ 大分県食生活改善推進協議会副会長

学識経験者 生 野 智 城 獣医師

学識経験者 高 橋 逸 夫 大分県工業倶楽部会長

学識経験者 仲 上 健 一 立命館アジア太平洋大学副学長

学識経験者 中 村 健 次 大分地方気象台長

学識経験者 羽 野 忠 大分大学理事（社会連携担当）

学識経験者 藤 澤 敏 子 大分県生活改善連絡協議会副会長

学識経験者 藤 本 昭 夫 姫島村長

学識経験者 藤 本 保 大分県医師会常任理事

学識経験者 松 原 厚 世 日本労働組合総連合会大分県連合会副会長

学識経験者 三 角 順 一 大分大学医学部教授

学識経験者 渡 辺 格 雄 九重の自然を守る会理事長

県議会議員 大 友 一 夫 大分県議会福祉保健生活環境委員長

特 別 委 員 引 地 和 明 九州農政局生産経営流通部長

特 別 委 員 山 崎 毅 九州経済産業局資源エネルギー環境部長

特 別 委 員 須 田 健 治 九州鉱山保安監督部鉱務監督管理官

特 別 委 員 戸 田 和 彦 九州地方整備局港湾空港部長

特 別 委 員 川 � 正 彦 九州地方整備局河川部長

特 別 委 員 橋 本 章 大分海上保安部長

２ 各種審議会委員等名簿
� 大分県環境審議会委員

平成１６年１２月１日現在

（特別委員）

任期：平成１６年１２月１日～平成１８年１１月３０日
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分 野 氏 名 職 名 等

水 質 志 賀 史 光
大分大学名誉教授
大分県環境審議会委員
大分県自然環境学術調査会会長

植 物 荒 金 正 憲

別府大学短期大学部名誉教授
大分県環境審議会委員
大分県自然環境保全審議会委員
大分県自然環境学術調査会幹事長

植 物
景 観

生 野 喜和人
大分県環境教育アドバイザー
大分県文化財保護審議会委員

動 物
（鳥 類）

武 石 干 雄
大分県野鳥友の会会長
大分県自然環境保全審議会委員

〃
（両生・は虫類）

佐 藤 眞 一
大分生物談話会会長
大分県自然環境保全審議会委員
日本爬虫両棲類学会会員

〃
（昆 虫）

中 島 三 夫 大分昆虫同好会会長

地 形 ・ 地 質 千 田 昇 大分大学教育福祉科学部教授

景 観 原 千砂子
大分県沿道景観保全審議会委員
技術士（環境部門・建設部門）

廃 棄 物 生 野 智 城
元大分県生活環境部参事兼生活衛生課長
大分県環境審議会委員
大分県環境教育アドバイザー

文 化 財 金 田 信 子
国東町歴史体験学習館長
大分県沿道景観保全審議会委員

公 衆 衛 生 江 崎 一 子

別府大学食物栄養学部教授
大分県消費生活審議会専門委員
日本公衆衛生学会会員
大分県環境教育アドバイザー

交通工学・国土計画 李 燕
立命館アジア太平洋大学講師
日本都市計画学会会員
日本土木学会会員

� 大分県環境影響評価技術審査会委員
平成１６年７月８日現在

任期：平成１５年６月３日～平成１７年６月２日
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氏 名 現職、所属、専門分野等 自然
環境

自然
公園 温泉 鳥獣 環境

緑化
赤嶺 洋子 大分県立佐伯豊南高校教諭 自然環境教育 ○

芦刈 愛子 大分県たばこ耕作組合女性部長 農業団体代表 ○

岩田 典 大分県農村女性組織連絡協議会会長代理 農業団体代表 ○ ○

荒金 正憲 大分県文化財保護審議会委員 植物 ○ ○

上原 康子 大分県地域婦人団体連合会副会長 婦人団体代表 ○

大野 保治 前大分大学教授 法学 ○

小川 雅代 （有）竹の井ホテル代表取締役社長 商工団体代表 ○

葛西満里子 ＮＰＯ法人「緑の工房ななぐらす」理事長 自然環境教育 ○ ○

壁村 史郎 大分県森林審議会会長 林業者代表 ○ ○

吉瀬千佐子 大分県商工会女性部連合会会長 商工団体代表 ○

工藤 典詮 大分朝日放送（株）常務取締役 報道機関 ○

久保 五喜 大分県猟友会会長 動物 ○

桑野 和泉 （株）玉の湯専務取締役 観光業界代表 ○

後藤 宗俊 大分県文化財保護審議会会長 歴史・考古学 ○ ○

佐藤 真一 大分市文化財保護審議委員会委員長 動物 ○

首藤伊佐樹 （株）大分放送代表取締役専務 報道機関 ○

武石 干雄 大分県野鳥友の会会長 動物 ○

田辺 正勝 大分合同新聞取締役編集局長 報道機関 ○

千田 昇 大分大学教育福祉科学部教授 地質学 ○ ○

千野 博之 弁護士（河野 浩法律事務所） 法律 ○

鳥井裕美子 大分県文化財保護審議会委員 歴史・文化財 ○

橋爪 文子 長者原ビジターセンター館長 自然環境教育 ○

秦野タズ子 ガールスカウト日本連盟大分県支部長 自然環境教育 ○ ○

原 千砂子 建設コンサルタント会社勤務（技術士） 景観 ○

泥谷 藤美 大分県樹苗生産農業協同組合長 種苗生産団体代表 ○

開 静子 不動産鑑定士（長嶋不動産鑑定事務所） 不動産鑑定 ○ ○

松岡 義弘 （社）大分県緑化推進センター専務理事 緑化推進センター代表 ○

真鍋ハマ子 大分県漁協女性部部長 漁業団体代表 ○ ○

宮崎 和恵 おおいたインフォメーションハウス（株）常務取締役 市民運動 ○

矢永 尚士 九州大学名誉教授 医学 ○

結城 宣孝 （株）テレビ大分常務取締役 報道機関 ○

由佐 悠紀 京都大学教授 地球物理学 ○

阿部 順治 大分県議会農林水産委員長 県議会代表 ○

堤 俊之 大分県福祉保健生活環境委員長 県議会代表 ○ ○ ○

吉田 忠智 大分県議会商工労働観光企業委員長 県議会代表 ○

新井 正久 九州地区自然保護事務所長 関係行政団体 ○ ○

肥後 幸男 大分森林管理署長 関係行政団体 ○ ○ ○

浜田 博 別府市長 関係行政団体 ○ ○

吉村 格哉 湯布院町長 関係行政団体 ○

伊藤 隆弘 直入町長 関係行政団体 ○

坂本 和昭 九重町長 関係行政団体 ○

石川 哲 大分県警察本部生活安全部長 関係行政団体 ○

� 大分県自然環境保全審議会委員
平成１６年７月８日現在

任期：平成１５年８月１０日～平成１７年８月９日
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氏 名 役 職 名 専 門 分 野

岩 崎 哲 朗 弁護士

片 岡 正 喜 大分大学名誉教授 建設設計学

中 野 昭 大分工業高等専門学校名誉教授
土木工学
（水理学、河川工学）

小 田 毅 環境省環境カウンセラー 植物

原 千砂子 建設コンサルタント会社勤務

小 代 一 幸 大分県産業廃棄物処理業協会長

金 田 信 子
国東町教育委員会文化財課長兼国東町歴史
民俗資料館長

郷土史

宮 崎 和 恵
おおいたインフォメーションハウス株式会社常務
取締役

平 尾 胖
竹田市教育委員会文化財課長兼竹田市立歴史資料
館長

小 斎 かずよ 県都市計画審議会委員

専 門 分 野 氏 名 役 職 名 等

法 律

内 田 健 弁護士

古 庄 玄 知 弁護士

平 山 秀 生 弁護士

一 木 俊 廣 弁護士

公 衆 衛 生

三 角 順 一 大分大学医学部教授

向 井 貴美江 向井病院院長

赤 嶺 佳 子 大分県薬剤師会理事

産業技術・その他

川 野 田實夫 大分大学教育福祉科学部教授

瀧 田 祐 作 大分大学工学部教授

原 千砂子 技術士（環境部門・建設部門）

� 大分県沿道景観保全審議会委員
平成１６年４月１４日現在

� 大分県公害審査会委員
平成１６年３月現在

任期：平成１６年１月８日～平成１９年１月７日
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氏 名 職 名

首 藤 哲 也 大分市農政部長

藤 本 昭 夫 姫島村長

富 松 明 米水津村長

眞 鍋 ハマ子 大分県漁協女性部長

志 賀 史 光 大分大学名誉教授

江 崎 一 子 別府大学食物栄養学部教授

内 田 健 弁護士

福 島 市 子 佐伯市消費生活研究会（養殖場ウォッチャー）

近 藤 和 義 県議会農林水産委員長

大 塚 覚 県漁業管理課長

� 大分県漁業被害認定審査会委員

任期：平成１６年６月１１日～平成１８年６月１０日
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区 分 団 体 名 等 職 名 氏 名
学識経験者 大分大学（大分市） 理事（社会連携担当）副学長 羽 野 忠

大分大学工学部（大分市） 教授 滝 田 祐 作
大分大学工学部（大分市） 教授 大 鶴 徹
大分大学経済学部（大分市） 教授 深 道 春 男
大分大学医学部（大分市） 教授 三 角 順 一
日本文理大学工学部（大分市） 教授 松 尾 篤 二
日本文理大学工学部（大分市） 助教授 杉 浦 嘉 雄
別府大学短期大学部（別府市） 名誉教授 荒 金 正 憲
立命館アジア太平洋大学（別府市） 副学長 仲 上 健 一
立命館アジア太平洋大学（別府市） アジア太平洋学部教授 鈴 木 絲 子
弁護士（大分市） 千 野 博 之
弁護士（大分市） 立 花 旦 子

（１３） 一級建築士、不動産鑑定士（大分市） 開 静 子
環境関係企業 九州電力（株）大分支店営業部（大分市） エネルギー営業グループ長 三 原 道 生

（株）江藤製作所（大分市） 代表取締役社長 江 藤 伸 一
（株）マリーンパレス（大分市） 常務取締役館長 川 原 大
日本フィルム（株）（大分市） 取締役社長 田 北 一 彦
大分ガス（株）（大分市） 取締役開発部長 上 田 耕 作
大分銀行（大分市） 社会貢献室参与 内 藤 三枝子
（株）トキハ（大分市） 秘書課ゼネラルスタッフ 美 馬 廉

（８） 西日本冷凍空調工業会九州支部（大分市） 専務理事 麻 生 庸 夫
流通業界団体 大分県自動車販売店協会（大分市） 専務理事 佐 藤 明

大分県石油商業組合（大分市） 理事長 西 謙 二
大分県木材協同組合連合会（大分市） 事務局次長 山 本 知 義
イオン三光（株）（大分県担当） 社会貢献課長 中 嶋 重 人
大分県家電流通協議会（大分市） 事務長 石 丸 功
大分県商工会議所（大分市） 女性会連合会長 今 川 敦 子

（７） 大分県商工会（大分市） 女性部連合会長 吉 瀬 千佐子
生産関係業界 （社）大分県自動車整備振興会（大分市） 専務理事 牧 征 生
団 体 ＪＡ大分県女性組織協議会（大分市） 会長 五 嶋 昭 子

大分県農業法人協会 会長 二 宮 伊 作
大分県畜産協会（大分市） 管理部長 斉 藤 耕 一
大分県森林組合連合会（大分市） 参事 高 倉 善 次
大分県漁業協同組合（大分市） 女性部長 真 鍋 ハマ子
大分県中小企業団体中央会（大分市） 専門指導員 宮 崎 イク子
大分県建設業協会（大分市） 副会長 桝 孝 三
大分県食品衛生協会（中津市） 指導員 岡 田 恵 子

（１０）（社）大分県産業廃棄物処理業協会（大分市） 会長 小 代 一 幸
ＩＳＯ取得 三和酒類（株）（宇佐市） 代表取締役専務 和 田 久 継
企 業 （株）石井工作研究所（大分市） 新規技術部部長代行 中 野 雅 一

大分エコセンター（株）（大分市） 社長 大 山 直 美
新日本製鐵（株）大分製鐵所（大分市） 総務部長 丸 川 裕 之
サッポロビール（株）新九州工場（日田市） エンジニアリング部長 河 守 正 司
太平洋セメント（株）津久見工場（津久見市） 製造部長 村 上 弘
九州石油（株）大分製油所（大分市） 保安環境部長 二 宮 敏 夫
三井造船（株）大分事業所（大分市） 鉄鋼運搬機工場長 荒 木 映 世

（９） 住友化学（株）大分工場（大分市） 副工場長 末 松 秀 樹
ＮＰＯ法人 技術サポートネットワーク大分（大分市） 理事長 田 中 満洲光

緑の工房ななぐらす（大分市） 理事長 葛 西 満里子
さなぼりの会（中津江村） 代表 大 澤 幸 生
アシスト・パル・オオイタ（大分市） 理事長 松 田 順 子

（５） 森と海の共生ネットワーク（日田市） 理事長 平 川 潔

区 分 団 体 名 等 職 名 氏 名
自然保護関係 日本野鳥の会大分県支部（大分市） 女性役員 島 岡 恵 子
（ボランティア） 大分県山岳連盟（大分市） 会長 首 藤 宏 史

森と遊ぶ会（大分市） 会長 桾 本 里 香
九重の自然を守る会（九重町） 理事長 渡 辺 格 雄
臼杵デザイン会議（臼杵市） 会長 大 戸 真 一

（６） 蒲江の海を考える会（蒲江町） 副会長 武 生 眞 紀
観 光 関 係 （社）別府市観光協会（別府市） 会員 吉 武 淑 子

大分県旅館ホテル生活衛生同業組合（別府市） 理事長 西 田 友 行
（株）西日本後楽園 監査役 阿 部 正 隆
九州アフリカ・ライオン・サファリ（株）（別府市） 施設管理部長 阿 南 次 郎
（有）九州湯布院民芸村（湯布院町） 村長 中 門 良 一
住吉浜開発（株）（杵築市） 財務部次長 佐 藤 利 江
（株）ハーモニーランド（日出町） 取締役営業統括部長 大 石 健太郎

（８）（株）ジェイティービー大分支店（大分市） 支店長 小 俣 郁 雄
運 輸 業 界 ＪＲ九州（株）大分支社（大分市） 支社長 藤 内 哲 夫

（社）大分県タクシー協会（大分市） 会長 漢 二 美
大分バス（株）（（社）大分県バス協会）（大分市） 社長 佐 藤 光一郎
大分交通（株）（（社）大分県バス協会）（大分市） 会長 幸 重 綱 二
関西汽船（株）別府支社（別府市） 支社長 宮 本 正 城
ＫＡＬ大分支店（大分市） 支店長 貞 島 弘

（７） 日本航空（株）大分支店（大分市） 支店長 今 井 國 雄
消費者代表 生活協同組合コープおおいた（大分市） 理事長 瓜生田 はるみ

大分県生活学校連絡協議会（大分市） 会長 小 野 ひさえ
大分県食生活改善推進協議会（大分市） 会長 黒 田 待 江

（４） 大分県地域婦人団体連合会（大分市） 副会長 矢野目 真 弓
地域活動団体 大分県自治委員会連合会（中津市） 会長 福 田 雅 文

大分県公民館連合会（野津原町） 副会長 秋 吉 和 行
大分県こども会育成会連絡協議会（大分市） 会長 平 松 徹 夫
大分県青少年団体連絡協議会（大分市） 会長 安 東 敏 眞
大分県老人クラブ連合会（大分市） 会長 椎 野 幸 雄

（６） 大分県母親クラブ連絡協議会（大分市） 会長 高 木 美恵子
地域づくりー ゆふいんファミリー（湯布院町） 代表 桑 野 和 泉
リーダ （２） 日田市嶋屋（日田市） 代表 石 丸 邦 夫
教 育 関 係 大分県ＰＴＡ連合会（大分市） 母親代議員 西 良 子

大分県高等学校長協会（大分市） 浜小路 悦 生
大分県中学校長会（臼杵市） 垂 井 美千代
大分県小学校長会（佐賀関町） 越 美智子
大分県高等学校ＰＴＡ連合会（大分市） 安 部 秀 美

（６）（財）大分県私学協会（大分市） 理事長 津 村 哲 也
報 道 関 係 大分合同新聞社（大分市） 常務取締役 田 辺 正 勝

（２） ＮＨＫ大分放送局（大分市） 放送部長 岩 下 宏 之
行政機関等 大分県市長会（大分市） 事務局長 大 戸 慎一郎

大分県町村会（大分市） 事務局長 河 野 浩
国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所 所長 長 太 茂 樹
米水津村福祉保健課（米水津村） 課長 山 田 わか子
日田市環境課（日田市） 課長 千 原 香代子
大分県産業科学技術センター（大分市） センター長 古 室 昌 徳

（７） 大分県衛生環境研究センター（大分市） 所長 吉 武 史 朗
合計１００名
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会 長 大分大学理事（社会連携担当）副学長 羽野 忠
副会長 各部会長 荒金 正憲（自然保護）、西田 友行（観光）、深道 春男（ゴミ減量・リサイクル）、三角 順一（大気・水環境）、

立花 旦子（環境教育）、滝田 祐作（地球環境）、仲上 健一（エネルギー）、和田 久継（環境技術）
顧 問 大分県知事 広瀬 勝貞 平成１６年１０月１日現在
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氏 名 主な活動地域 備 考国立・国定公園 県立自然公園
青 山 良 安 瀬戸内海 国東半島 夷耶馬保存会
秋 吉 文 隆 瀬戸内海 国東半島
秋 吉 雄 二 瀬戸内海 国東半島
稲 留 和 彦 耶馬日田英彦山
岩 尾 征 治 瀬戸内海 国東半島 鋸山の自然を守る会、大分県山岳連盟
岩 下 資 耶馬日田英彦山
上 野 昭 二 祖母傾 祖母傾県立
江 藤 明 彦 阿蘇くじゅう
江 藤 寿 彦 阿蘇くじゅう 神角寺芹川 黒岳の自然を守る会
衛 藤 博 己 耶馬日田英彦山
大 塚 和 文 瀬戸内海 国東半島 大田山楽会
大 向 弘 阿蘇くじゅう 神角寺芹川 黒岳の自然を守る会
甲 斐 弘 美 祖母傾 祖母傾
柿 迫 正 命 神角寺芹川
金 色 征 一 耶馬日田英彦山
鹿 野 喜久雄 瀬戸内海 国東半島
上 山 和 豊 津江山系
河 野 光 治 瀬戸内海
木 岐 清 光 瀬戸内海 日豊海岸
木 許 康 弘 日豊海岸 豊後水道
清 原 和 俊 国東半島
熊 谷 功 日豊海岸 豊後水道 ふるさと花の会会長、蒲江町ハマユウ観察指導員
栗 本 清 弘 瀬戸内海 国東半島 町体育協会山岳部
健 木 良太郎 耶馬日田英彦山
後 藤 聡 阿蘇くじゅう 祖母傾
後 藤 逸 人 神角寺芹川
斉 賀 昭 阿蘇くじゅう 神角寺芹川 庄内町観光協会男池清掃事務所
佐 藤 慎 一 祖母傾 祖母傾県立
佐 藤 英 雄 祖母傾 祖母傾県立
塩 月 寛 日豊海岸 豊後水道
瀬 口 信 行
� 橋 春 夫 祖母傾 祖母傾県立 白山川を守る会理事、白山扇子踊り保存会会長
田 中 義 則 日豊海岸 豊後水道 環境保全ボランティア子ねずみ
丹 波 哲 也 日豊海岸 豊後水道
津 田 真由美
土 谷 通 村おこし協議会「こっとん村」
恒 松 勲 瀬戸内海 日豊海岸 大分県山岳連盟
時 松 和 弘 阿蘇くじゅう 九重の自然を守る会、山岳遭難救助隊、高山植物保護員（営林署）
時 松 博 範 阿蘇くじゅう 九重の自然を守る会、山岳遭難救助隊玖珠分隊
虎 熊 祐 瀬戸内海 国東半島
長 船 文 哉 日豊海岸 豊後水道
新 田 耕 三 耶馬日田英彦山
長 谷 俊 介 津江山系
波多野 道 義 阿蘇くじゅう 自然観察指導員
日 隈 巖 耶馬日田英彦山
平 野 耕 吉 阿蘇くじゅう
福 泉 慶一郎
藤 城 浩 平 瀬戸内海 国東半島
藤 田 義 弘 耶馬日田英彦山
古 荘 房 登 阿蘇くじゅう 神角寺芹川
向 野 茂 耶馬日田英彦山 宇佐郡山岳部顧問
柳 井 忠 臣 日豊海岸 日豊愛山会
山 口 文 吉 瀬戸内海 国東半島
山 月 孝 阿蘇くじゅう 自然観察指導員
吉 田 稔 日豊海岸 豊後水道
渡 辺 正

� 自然公園指導員（大分県委嘱）

任期：平成１５年７月１日～平成１７年６月３０日
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氏 名 主な活動地域 備 考国立・国定公園 県立自然公園
朝 山 迪 彦 阿蘇くじゅう 日本山岳協会・大分県山岳連盟・大分ナーゲル山岳会
足 利 由紀子 耶馬日田英彦山 自然観察指導員
足 立 高 行 阿蘇くじゅう 自然観察指導員・環境カウンセラー
荒 金 泰 子 阿蘇くじゅう 自然観察指導員・グリーンインストラクター（大分県）
宇 田 義 治 阿蘇くじゅう
梅 木 秀 徳 阿蘇くじゅう 日本山岳会東九州支部・大分県山岳連盟
浦 松 辰 信 阿蘇くじゅう 九重の自然を守る会・自然観察指導員・日本レクリエーション協会
衛 藤 敬 蔵 祖母傾 緒方山岳会
大 塚 政 雄 耶馬日田英彦山 自然観察指導員・環境カウンセラー
奥 村 伸 幸 阿蘇くじゅう
小 田 毅 阿蘇くじゅう 自然観察指導員
甲 斐 貞 治 阿蘇くじゅう
甲 斐 広 見 阿蘇くじゅう 大分県山岳連盟
甲 斐 良 治 阿蘇くじゅう 日本山岳会
葛 西 満里子 阿蘇くじゅう ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらす
神 田 豊 徳 祖母傾 大分県山岳連盟
久 保 憲 英 阿蘇くじゅう 黒岳の自然を守る会
倉 品 治 男 阿蘇くじゅう
小 坂 隆 子 阿蘇くじゅう
後 藤 勝 彦 阿蘇くじゅう 自然観察指導員
後 藤 利 雄 阿蘇くじゅう 大分県山岳連盟
小 山 正 記 阿蘇くじゅう
齋 藤 行 雄 日豊海岸
佐 藤 光 祖母傾 竹田健康山登りの会
佐 藤 吉 克 阿蘇くじゅう
志 水 輝 昭 阿蘇くじゅう
首 藤 宏 史 阿蘇くじゅう 大分県山岳連盟
首 藤 順 子 阿蘇くじゅう ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらす
杉 野 良 雄 日豊海岸 佐伯山の会
園 田 肇 瀬戸内海
高 橋 裕二郎 阿蘇くじゅう 九重の自然を守る会
堤 賢 三 阿蘇くじゅう 自然観察指導員・森と遊ぶ会
寺 田 豪 明 瀬戸内海
西 山 祐 一 瀬戸内海 日本蘚苔類学会・大分生物談話会
野 田 美智子 阿蘇くじゅう 自然観察指導員
橋 爪 文 子 阿蘇くじゅう 九重の自然を守る会理事、くじゅうパークボランテイアの会
� 崎 正 敏 日豊海岸
林 謙 治 耶馬日田英彦山 日本野鳥の会・日本自然保護協会
姫 野 澄 男 阿蘇くじゅう 自然観察指導員
平 野 憲 司 日豊海岸 自然観察指導員
弘 蔵 岳 久 阿蘇くじゅう 九重の自然を守る会
藤 原 秀 夫 阿蘇くじゅう
堀 恵 至 瀬戸内海
堀 田 実 阿蘇くじゅう とんぼと自然を考える会・日本蜻蛉学会
南 次 郎 阿蘇くじゅう 自然観察指導員・日本野鳥の会大分県支部
宮 崎 博 文 阿蘇くじゅう 自然観察指導員
宮 野 敬 樹 耶馬日田英彦山 自然観察指導員・ネイチャーゲーム指導員
宮 本 寛 阿蘇くじゅう
矢 野 紘 二 日豊海岸 大分県山岳連盟
山 本 修 祖母傾 大分県高校登山研究会
山 本 信 治 日豊海岸 佐伯山の会
吉 田 捷 三 阿蘇くじゅう 日本野鳥の会・日本鳥類保護連盟
吉 武 秀 樹 阿蘇くじゅう 九重の自然を守る会
吉 成 彰 夫 阿蘇くじゅう
吉 野 順 誠 阿蘇くじゅう
渡 辺 格 雄 阿蘇くじゅう 自然観察指導員・九重の自然を守る会
渡 部 � 善 阿蘇くじゅう 高等学校登山研究会・大分岳童会
渡 辺 政 治 阿蘇くじゅう 自然観察指導員
渡 辺 浩 江 阿蘇くじゅう

� 自然公園指導員（環境省委嘱）

任期：平成１６年４月１日～平成１８年３月３１日
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№ 氏 名 住所地 専 門 分 野 等 経 歴 ・ 職 業 等

１ 村 谷 俊 雄 大 分 市

化石燃料エネルギー
有価資源リサイクル技術
ダイオキシン対策
酸性雨
バイオマス

環境カウンセラー
大分県産業廃棄物審査会委員
元日本文理大学工学部教授兼環境科学研究所長
前大分大学工学部客員教授
村谷環境カウンセラー事務所

２ 山 岸 治 男 大 分 市 環境教育
環境問題と地域づくり

大分市南郡公民館河川浄化会議理事
大分大学教育福祉科学部教授

３ 久 野 操 大 分 市

水の中の生き物
河川・海岸環境
海岸動物・藻類
魚類・浮遊生物

元大分県内水面漁業試験場長
自然観察指導員
河川水辺の国勢調査委員
社団法人大分野生生物研究センター主任研究員
日本水産増殖学会会員
大分生物談話会会員

４ 滝 田 祐 作 大 分 市 オゾン層破壊問題
地球温暖化問題

窒素酸化物の分解触媒の開発
メタンのクリーン燃焼媒体の開発
大分県公害審査会委員
大分大学工学部教授

５ 生 野 喜和人 大 分 郡 自然観察
自然体験活動

自然観察指導員
大分県文化財保護審議会委員
別府大学非常勤講師

６ 船 田 工 大 分 市 スターウォッチング
天体観測

スターウォッチング指導
大分天文協会名誉会長

７ 川 西 博 大 分 市 地域の気象と水循環
地球温暖化問題

大分県内の地域気象調査・研究
大分県内の名水の湧出特性調査・研究
大分県産業廃棄物審査会委員
大分大学名誉教授・理学博士

８ 江 崎 一 子 大 分 市
ごみとリサイクル
環境汚染と健康
ごみと環境問題

日本公衆衛生学会会員、日本薬学会会員
衛生検査技師、薬剤師、医学博士
大分県産業廃棄物審査会委員
大分県環境影響評価技術審査会委員
別府市環境保全審議会委員
別府大学教授

９ 川 野 田實夫 大 分 市
大分と世界の水事情
地球の中の水のはたらき
森と水の作用

大分県環境審議会委員
大分市環境審議会会長
佐伯市環境審議会委員
大分県森林づくり県民会議会長
大分大学教育福祉科学部教授

１０ 川 原 大 別 府 市

動物生態学
環境問題の枠組み（全体像）
環境と経済
カブトガニ

杵築のカブトガニ調査研究
大分県環境審議会委員
大分マリーンパレス水族館「うみたまご」勤務

１１ 三 角 順 一 大 分 市

公衆衛生
環境と健康
環境医学
生活と健康
産業医学
化学物質と健康

大分県環境審議会委員
大分大学医学部教授（医学博士）

� 大分県環境教育アドバイザー
平成１６年６月現在
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№ 氏 名 住所地 専 門 分 野 等 経 歴 ・ 職 業 等

１２ 生 野 智 城 挾 間 町

環境衛生全般
水生生物調査
自然保護
自然観察
廃棄物処理

自然観察指導員
大分県環境審議会委員
大分県環境影響評価技術審査会委員
獣医師

１３
お お い た
イ ン タ ー
プ リ タ ー ズ

大 分 市
環境教育
自然観察
ネイチャーゲーム

エコロジーキャンプ等自然体験型環境教育の指
導等
会員数３０名

１４ 大 塚 政 雄 宇 佐 市

環境教育
自然観察
森林保護
市民活動
町づくり
地球環境問題

環境カウンセラー
自然公園指導員
日本自然保護協会自然観察指導員
希少野生動植物種保存推進員
宇佐自然と親しむ会会長

１５ 植 木 和 宏 大 分 市

環境アセスメント
環境測定（大気、水質、土壌、
地下水、騒音、振動、悪臭）
水質その他（温泉水、飲料水
等）

環境カウンセラー
九州環境・リサイクル交流プラザ専門技術員
九州環境カウンセラー協会会員
公害防止管理者
環境計量士
（株）エスビーシーテクノ九州勤務

１６ 吉 田 稔 大 分 市

植物生態
環境教育
自然観察
地球温暖化問題

環境カウンセラー
大分生物談話会事務局長

１７ 足 立 高 行 大 分 市

自然環境保全
自然観察会
環境工学
動物生態学

環境カウンセラー
大分県自然観察連絡協議会代表
大分川ダム環境保全委員
技術士（環境部門）
（財）日本自然保護協会参与・講習会講師
（社）大分野生生物研究センター勤務

１８ 藤 澤 信 一 清 川 村

河川・干潟の動物調査
河川の生物学的水質検査
祖母・傾・くじゅう山系の自
然調査
森林のつくりとはたらき
里山の自然観察

環境カウンセラー
大分生物談話会会員
大分地質学会会員
清川村文化財調査員
三重町自然保護団体「むかご会」会員

１９ 福 山 隆 大 分 市

エネルギーと環境
省エネルギー
地球温暖化問題
ごみとリサイクル
水
環境制御技術

環境カウンセラー
元新日鐵大分製鐵所の環境技術課長及び環境管
理室長
ＩＳＯ１４００１コンサルタント
審査員公害防止管理者

２０ 河 野 忠 大 分 市

水環境保全
名水
酸性雨
水資源
水と健康
土木遺産

環境カウンセラー
大分市清掃事業審議会委員
日本文理大学環境科学研究所研究員
日本文理大学教授

２１ 古 庄 義 彦 中 津 市

ＩＳＯ１４００１内部監査
地球環境保全全般教育
新環境活動評価プログラム
作成・教育・指導
環境保全と労働衛生の関係
化学物質の対応について
（いずれも主として企業対象）

環境カウンセラー
公害防止管理者
衛生管理者
労働衛生コンサルタント
第一種作業環境測定士
大分産業保健推進センター相談員

２２ 須 股 博 信 大 分 市

森林の保全と再生
環境教育
自然保護
植物生態学
自然観察

環境カウンセラー
大分市環境審議会委員
大分市緑の政策審議会委員
大野川流域における魚にやさしい川づくり懇談
会委員
大野川流域懇談会下流部会会長

２３ 松 田 正 則 大 分 市

廃棄物処理
公害防止
化学物質
リサイクル
ダイオキシン類対策
環境行動、有害物質対応

環境カウンセラー
大分市産業廃棄物審査会委員
大分県産業廃棄物処理業協会副会長
化学物質管理者
公害防止管理者
ダイオキシン類特別技術管理士
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№ 氏 名 住所地 専 門 分 野 等 経 歴 ・ 職 業 等

２４ 三 浦 智 治 大 分 市

地球環境問題
化学物質
環境教育
ごみとリサイクル
自然観察
環境アセスメント

環境カウンセラー
大分市「生涯学習指導者」自然科学に登録
地球温暖化防止活動推進員

２５ 簾 浩 介 宇 佐 市

環境教育
ごみとリサイクル
環境マネジメントシステム
公共用水域の保全活動
省エネ・省資源
用排水処理施設の利用と管理

環境カウンセラー
環境ＩＳＯ等のコンサルタント業務
公害防止管理者
特別管理産業廃棄物管理責任者
環境ＩＳＯ審査員補

２６ 藤 田 玉 三 大 分 市
くらしの中の環境化学
エネルギー
廃棄物

環境カウンセラー
建築物環境衛生管理技術者
衛生管理者
特定化学物質等作業主任者

２７ 幡 東 孝 則 大 分 市
公園緑地計画
緑の役割
緑のデザイン

環境カウンセラー
大分高専非常勤講師
（株）環ヴィトーム勤務

２８ 城 井 堅 大 分 市

大気
水質
廃棄物
土壌・地下水
化学物質
地球環境

環境カウンセラー
大分県自然環境学術調査会調査員
別府市環境保全審議会委員
大分大学非常勤講師
（社）大分県食品衛生協会勤務

２９ 小 田 毅 別 府 市
自然保護
環境教育
植物観察

環境カウンセラー
自然観察指導員
自然公園指導員
大分県沿道景観保全審議委員
別府市自然環境保全審議会専門調査員
別府市中央公民館勤務

３０ 川 窪 一 郎 大 分 市

環境調査
水質保全技術
環境マネジメント
環境保全計画

環境カウンセラー
技術士（環境部門）
公害防止管理者
環境マネジメントシステム審査員補西日本コン
サルタント（株）技術部環境課勤務

３１ 堀 江 道 廣 大 分 市 水の中の生き物
両生類

環境カウンセラー
自然観察指導員
大分市「身近な自然観察教室」「親と子の水辺教室」講師
大分市大分南部公民館「ふるさとの河川に親しむ会」講師
院内町オオサンショウウオ保護管理委員会委員
大分県教育センター 勤務

３２ 綿 末 しのぶ 杵 築 市

ごみとリサイクル
川の環境学習
海の環境学習
廃油石鹸づくり
再生紙づくり

環境カウンセラー
日本カブトガニを守る会大分支部理事

３３ 齋 藤 行 雄 臼 杵 市

水生動植物
自然観察
まちづくり・市民運動
歴史的環境保全
エコ・ミュージアム、ビオト
ープ

環境カウンセラー
自然観察指導員
自然公園指導員
臼杵市歴史環境保全審議会委員
ＮＰＯ法人全国町並み保存連盟常任理事

３４ 羽 生 正 宗 別 府 市

環境教育
環境計画
環境リサイクル
環境マネジメント
地球温暖化問題
キッズＩＳＯ１４０００

環境カウンセラー
ＩＳＯ環境マネジメントシステム審査員
環境リサイクル管理士
環境プランナー

３５ 杉 浦 嘉 雄 大 分 市
自然体験活動
野鳥保護教育
持続的な地域づくり

環境カウンセラー
（財）日本鳥類保護連盟理事
（社）日本環境教育フォーラム理事
九州環境教育ミーティング実行委員会代表
全国愛鳥教育研究会代表
日本文理大学助教授
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№ 氏 名 住所地 専 門 分 野 等 経 歴 ・ 職 業 等

３６ 葛 西 満里子 大 分 市 自然体験活動
地球温暖化問題

ネイチャーゲーム初級指導員
自然観察指導員、自然公園指導員
自然体験活動トレーナー
大分県地球温暖化防止活動推進センター理事長
ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらす理事長

３７ 小 坂 正 則 大 分 市 エネルギー問題全般

自然エネルギーの研究及び実践活動（風力発電
の設置や太陽光発電の設置）
電力自由化問題の研究
ＮＰＯ法人九州・自然エネルギー推進ネットワ
ーク理事長

３８ 山 本 眞壽美 佐 伯 市 ごみとリサイクル
地球温暖化問題

地域美化活動や自然観察会を実施
ＮＰＯ法人さわやか佐伯所属

３９ 木 下 和 子 大 分 市
人材育成
心と体の健康
エコクッキング

環境教育一般指導員
栄養士
大分県産業創造機構人材育成センター講師
食品衛生管理委員
ＮＰＯ法人総合学習研究所所属

４０ 松 尾 紀 子 大 分 市 体験型環境学習
ネイチャーゲーム初級指導員
プロジェクト・ワイルドファシリテーター
ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらす所属

４１ 幾 田 孝 津久見市
産業廃棄物リサイクル関係
環境保全に対する監視活動
自然環境の保護活動

廃プラスチックのリサイクル活動
植林活動
ごみ回収、清掃
不法投棄監視
ＮＰＯ法人えん所属

４２ 中 村 智 彦 大 分 市 ごみとリサイクル ＮＰＯ法人おおいた有機農業研究会所属

４３ 相 良 恭 子 大 分 市
環境学習
リサイクルによる造花
心と身体の健康教室

キャリアコミュニケーター
環境教育一般指導者
健康管理士一般指導員
ＮＰＯ法人総合学習研究所所属

４４ 大 川 博 文 大 分 市

サーチライトとＣＯ２関係
地球温暖化問題
水の中の生き物
河川の流量調査

川の生き物調査
河川の流量調査
光害調査活動
ＮＰＯ法人大分宇宙科学協議会所属

４５ 原 口 サトミ 中 津 市

自然観察
自然体験活動
リサイクル
家庭でできる環境対策

ネイチャーゲーム初級指導員
自然観察指導員
県グリーンインストラクター
ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらす所属

４６ 清 田 恭 子 大 分 市
有機農業による自然環境保
全
エコクッキング

有機農業研究会事務局長
こころ広場勤務
ＮＰＯ法人おおいた有機農業研究会所属
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区
分 二酸化硫黄 一酸化炭素 浮遊粒子

状 物 質
二酸化
窒 素

光化学
オキシダント ベンゼン

トリクロロ
エチレン

テトラクロロ
エチレン

ジクロロ
メタン

環

境

基

準

１時間値の
１日平均値
が０．０４ppm
以下であり、
かつ１時間
値が０．１ppm
以下である
こと。

１時間値の
１日平均値
が１０ppm
以下であり、
かつ１時間
値の８時間
平均値が２０
ppm以下で
あること。

１時間値の
１日平均値
が０．１０� /
�以下であ
り、かつ１
時 間 値 が
０．２０� /�
以下である
こと。

１時間値の
１日平均値
が０．０４～
０．０６ppmの
ゾーン内、
又はそれ以
下であるこ
と。

１時間値
が０．０６ppm
以下であ
ること。

１年間平
均値が
０．００３�/�
以下であ
ること。

１年間平
均値が
０．２mg/�
以下であ
ること。

１年間平
均値が
０．２mg/�
以下であ
ること。

１年間平
均値が
０．１５mg/�
以下であ
ること。

長

期

的

評

価

１日平均値
の２％除外
値が０．０４ppm
以下

１日平均値
の２％除外
値が１０ppm
以下

１日平均値
の２％除外
値が０．１０mg/�
以下

１日平均値
の９８％値が
０．０４～０．０６
ppmのゾー
ン内又はそ
れ以下

－ － － － －
年間における１日平均値のうち高い方
から２％の範囲内にあるものを除外し
たもの（１日平均値の２％除外値）に
ついて行う。ただし、１日平均値につ
き環境基準を超える日が２日以上連続
した場合は環境基準に適合しないこと
とする。

年間におけ
る１日平均
値のうち低
い 方 か ら
９８％に相当
するもの（１
日平均値の
９８％値）に
ついて行う。

短

期

的

評

価

１時間値の
１日平均値
が０．０４ppm
以下であり、
かつ１時間
値が０．１ppm
以下である
こと。

１時間値の
１日平均値
が１０ppm
以下であり、
かつ１時間
値の８時間
平均値が２０
ppm以下で
あること。

１時間値の
１日平均値
が０．１０� /
�以下であ
り、かつ１
時 間 値 が
０．２０� /�
以下である
こと。

－

１時間値
が０．０６ppm
以下であ
ること。

－ － － －

３ 大気関係資料
表 大気１ 環境基準及びその評価方法

（備考）長期的評価については、年間測定時間が６，０００時間未満の場合は評価対象としないこととなって
いる。
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市町村
設置
主体

№ 測 定 局
二酸化
硫黄

二酸化
窒素

浮遊粒子
状物質

光化学
オキシダント

一酸化
炭 素

一般環境大気測定局

大 分 市 市 １ 王子中学校 ○ ○ ○ ×

〃 ２ 南大分小学校 ○ ○ ○ ×

〃 ３ 西部清掃事務所 ○ ○ ○ ×

〃 ４ 東大分小学校 ○ ○ ○ ×

〃 ５ 三佐小学校 ○ ○ ○ × ○

〃 ６ 大東中学校 ○ ○ ○ ×

〃 ７ 敷戸小学校 ○ ○ ○ ×

〃 ８ 大在小学校 ○ ○ ○ ×

〃 ９ 坂ノ市中学校 ○ ○ ○ ×

〃 １０ 丹生小学校 ○ ○ ○ ×

〃 １１ 戸次中学校 ○ ○ ○ ×

別 府 市 県 １２ 青山中学校 ○ ○ ○ ×

中 津 市 県 １３ 中津下毛地方振興局 ○ ○ ○ ×

日 田 市 県 １４ 日田地方振興局 ○ ○ ○ ×

佐 伯 市 県 １５ 佐伯南郡地方振興局 ○ ○ ○ ×

市 １６ 石間 ○

〃 １７ 八幡小学校 ○ ○ ○

臼 杵 市 県 １８ 臼杵市役所 ○ ○ ○ ×

津 久 見 市 県 １９ 津久見市役所 ○ ○ ○ ×

市 ２０ 青江小学校 ○ ○ ○

〃 ２１ 徳浦 ○ ○ ○

豊後高田市 市 ２２ 豊後高田市役所 ○ ○

日 出 町 県 ２３ 日出町鷹匠 ○ ○ ○ ×

佐 賀 関 町 県 ２４ 佐賀関役場 ○ ○ ○ ×

町 ２５ 旧佐賀関高校 ○ ○

〃 ２６ 早吸日女神社 ○ ○

〃 ２７ 大志生木 ○ ○

自動車排ガス測定局

大 分 市 市 ２８ 大分中央測定局 ○ ○ ○

〃 ２９ 宮崎測定局 ○ ○ ○

有害大気汚染物質
大分市以外の測定局 大分市の測定局

測定局 達成局 測定局 達成局

ベンゼン ４ ４ ５ ３

トリクロロエチレン ４ ４ １ １

テトラクロロエチレン ４ ４ ３ ３

ジクロロメタン ４ ４ ３ ３

表 大気２ 各測定局における環境基準等達成状況（平成１５年度）

表 大気３ 有害大気汚染物質の環境基準の達成状況（平成１５年度）

資料編

大分県環境白書 167



調

査

市

町

村

測

定

局

用

途

地

域

一酸化窒素（ＮＯ） 窒素酸化物（ＮＯｘ）（ＮＯ２＋ＮＯ）

有
効
測
定
日
数

測

定

時

間

年

平

均

値

１
時
間
値
の
最
高
値

日平均値
の 年 間
９８％値

有
効
測
定
日
数

測

定

時

間

年

平

均

値

１
時
間
値
の
最
高
値

日平均値
の 年 間
９８％値

年平均値
（ＮＯ２
＋ＮＯ）

（日） （時間）（ppm）（ppm）（ppm） （日） （時間）（ppm）（ppm）（ppm） （％）

大分市 中央 商 ３６４ ８７５０ ０．０７１ ０．２９８ ０．１２０ ３６３ ８７２６ ０．１１０ ０．３７４ ０．１７２ ３４．６

大分市 宮崎 商 ３６６ ８７３６ ０．０５４ ０．３０５ ０．０９８ ３６６ ８７３３ ０．０８９ ０．３６７ ０．１４１ ３９．０

調

査

市

町

村

測

定

局

用

途

地

域

二酸化窒素（ＮＯ２）

有
効
測
定
日
数

測

定

時

間

年

平

均

値

１
時
間
値
の
最
高
値

１時 間 値 が
０．２ppmを 超
えた時間数と
その割合

１時 間 値 が
０．１ppm以 上
０．２ppm以 下
の時間数とそ
の割合

日平均値が
０．０６ppm を
超えた日数と
その割合

日平均値が
０．０４ppm 以
上０．０６ppm
以下の日数と
割合

日平均
値の年
間９８％
値

９８％値
評価に
よる日
平均値
が０．０６
ppm
を超え
た日数

（日）（時間）（ppm）（ppm）（時間）（％）（時間）（％）（日）（％）（日）（％）（ppm）（日）

大分市 中央 商 ３６３ ８７２６ ０．０３８０．１０２ ０ ０．０ １ ０．０ ０ ０．０ １５７ ４３．３ ０．０５３ ０

大分市 宮崎 商 ３６６ ８７３６ ０．０３５０．１０８ ０ ０．０ ３ ０．０ １ ０．３ １１９ ３２．５ ０．０５１ ０

調

査

市

町

村

測

定

局

用

途

地

域

有
効
測
定
日
数

測

定

時

間

年

平

均

値

８時間値が
２０ppm を
超えた回数
とその割合

日平均値が
１０ppm を
超えた日数
とその割合

１時間値が
３０ppm 以
上となった
ことがある
日数とその
割合

１時間
値の最
高値

日平均
の２％
除外値

日平均値
が１０ppm
を超えた
日が２日
以上連続
したこと
の有無

環境基準
の長期的
評価によ
る日平均
値が１０ppm
を超えた
日数

（日）（時間）（ppm）（時間）（％）（時間）（％） （日） （％）（ppm）（ppm）有×・無○ （日）

大分市 中央 商 ３６０ ８６０１ １．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ４．５ １．５ ○ ０

大分市 宮崎 商 ３６６ ８７７５ ０．９ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ３．８ １．４ ○ ０

調

査

市

町

村

測

定

局

用

途

地

域

有
効
測
定
日
数

測

定

時

間

年

平

均

値

１時間値が０．２０
�/�を超えた
時間数とその割
合

日平均値が０．１０
�/�を超えた
日数とその割合

１時間
値の最
高値

日平均
の２％
除外値

日平均値
が０．１０�
/�を超え
た日が２
日以上連
続したこ
との有無

環境基準
の長期的
評価によ
る日平均
値が０．１０
� /�を
超えた日
数

（日） （時間）（�/�）（時間） （％） （時間） （％） （�/�）（�/�）有×・無○ （日）

大分市 中央 商 ３６３ ８７１４ ０．０３６ ０ ０．０ ０ ０．０ ０．１５９ ０．０７８ ○ ０

大分市 宮崎 商 ３６６ ８７６８ ０．０３３ ０ ０．０ ０ ０．０ ０．１４９ ０．０７４ ○ ０

表 大気４ 自動車排ガス中の窒素酸化物濃度年間値（平成１５年度）

表 大気５ 自動車排ガス中の一酸化炭素濃度年間値（平成１５年度）

表 大気６ 自動車排ガス中の浮遊粒子状物質濃度年間値（平成１５年度）
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調

査

市

町

村

測

定

局

用

途

地

域

測

定

時

間

年

平

均

値

６～９時
における
年平均値

６～９時
の測定日
数

６～９時の
３時間平均値

６～９時の３時間
平均値が０．２０ppmC
を超えた日数とそ
の割合

６～９時の３時間
平均値が０．３１ppmC
を超えた日数とそ
の割合

最高値 最低値

（時間）（ppmC）（ppmC） （日） （ppmC）（ppmC） （日） （％） （日） （％）

大分市 中央 商 ８５７０ ０．３２ ０．２７ ３６５ ０．６０ ０．０７ ２５８ ７０．７ １１３ ３１．０

大分市 宮崎 商 ８４７４ ０．２９ ０．３２ ３５２ １．３１ ０．０８ ２７８ ７９．０ １４４ ４０．９

調査年月日
気象概況
最多風向

（出現頻度％）

一酸化炭素（ppm） 窒素酸化物（ppm）
浮遊粒子
状 物 質
（�／�）

１日平均値
の平均

８時間平均
値の平均

ＮＯ２
１日平均値
の平均

ＮＯ
１日平均値
の平均

１日平均値
の平均

別 府 市 永石通交差点 ６／２９～７／４ ＳＳＥ（２７） １．０１ １．００ ０．０３５ ０．０４７ ０．０４４

中 津 市 豊陽交差点 １０／２２～１０／３０ 欠 ０．４８ ０．４７ ０．０１７ ０．０２３ ０．０２８

日 田 市 玉川交差点 １０／９～１０／１７ ＥＳＥ（２４） ０．４８ ０．４７ ０．０１７ ０．０２３ ０．０２８

臼 杵 市 土橋交差点 ５／１９～５／２７ Ｅ（２４） ０．４５ ０．４６ ０．０１６ ０．００７ ０．０４１

佐 伯 市 大手前交差点 ５／２８～６／５ Ｗ（１９） ０．５４ ０．５４ ０．０１３ ０．０１９ ０．０３１

日 出 町 堀 交 差 点 １１／５～１１／１３ Ｅ（１３） 欠測 欠測 ０．０３２ ０．０５８ ０．０３５

期別

区分
４４．８～ ４５．２．１～ ４６．６．２４～ ４７．１．５～ ４９．４．１～ ５０．４．１５～ ５１．９．２８～

大分・佐
賀関地域

特別排出基準 － － － － ２．３４
（０．００４）

２．３４
（０．００４）

２．３４
（０．００４）

一般排出基準 ２６．３
（０．０４５）

１４．０
（０．０２４）

１４．０
（０．０２４）

９．３４
（０．０１６）

６．４２
（０．０１１）

４．６７
（０．００８）

３．５
（０．００５）

その他県下地域 － － ２６．３
（０．０４５）

２２．２
（０．０３８）

１７．５
（０．０３０）

１７．５
（０．０３０）

１７．５
（０．０３０）

表 大気７ 自動車排ガス中の非メタン炭化水素濃度年間値（平成１５年度）

表 大気８ 主要交差点における測定結果（平成１５年度）

表 大気９ 硫黄酸化物に係る排出基準（Ｋ値）の推移

備考１ （ ）内数値は、最大着地濃度（ppm）である。
２ 特別排出基準は新設施設に、一般排出基準は既設施設に適用する。
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項目企業名 締結年月
硫黄酸化物
排出量

（Ｎ�／Ｈ）

窒 素 酸 化 物 ば い じ ん

排出量
（Ｎ�／Ｈ）

排出濃度
（ｐｐｍ）

排出量
（�／Ｈ）

排出濃度
（�／Ｎ�）

新日本製鐵（株）
大分製鐵所

昭４８．１０ ９５７．０ －
共火ボイラー １８０
工場ボイラー １３０

２４７．６ 焼結炉 ５０

昭和電工（株）
及びそのグループ各
社

平元．３ ２１０．０ ２０３．０
２号ボイラー １６０
３号ボイラー ７５
ガスタービン ７０

４９．０
２号ボイラー ７０
３号ボイラー ３５
共同焼却炉 １００

新日鐵化学（株）
大分製造所

平元．３ １３．３ １９．２ 第２スチレン加熱炉８０ ６．８ 第２スチレン加熱炉４６

九州石油（株）
大分製油所

平４．３ ２００．０ １２２．８
ボイラー １６０
重油専焼加熱炉 １７０

６２．８
ボイラー １３０
重油専焼加熱炉 １００

住友化学工業（株）
大分工場

昭５１．２ ７０．０ ４９．２
２号ボイラー １８０
ＳＴ－１焼却炉 ５００

１３．４
２号ボイラー ３０
ＳＴ－１焼却炉 １５０

王子板紙（株）
大分工場

平１４．１１ ７８．１ ８３．９
１号焼却炉 １５０
ＲＰＦボイラー １６５

１９．５
１号焼却炉 ３０
ＲＰＦボイラー ３０

九州電力（株）
新大分発電所

昭５８．９ － ３００．０ １、２号系列 １２．５ － －

日鉱金属（株）
佐賀関精錬所

平８．６ ５７７．４ １３７．３
銅溶鉱炉 ７０
銅乾燥炉 １６０
ディーゼル機関 ９５０

９３．７
銅溶鉱炉 ８０
銅乾燥炉 １７０

太平洋セメント（株）
津久見工場

昭４７．６
既設工場８５
増設工場

１２５
－ － － －

表 大気１０ 大気関係公害防止協定値

備考 １ 協定値は、年次区分等によって段階的に厳しく定められていることから、最終的な数値を掲げている。
２ 窒素酸化物及びばいじんの排出濃度は、主な施設について掲げている。
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区 分 調 査 地 点 調査結果 環境基準

一般環境

大 分 市 西部清掃事業所測定局 ０．０３２

０．６以下

大 分 市 大在小学校測定局 ０．０３５
別 府 市 中央保健所 ０．０１９
佐 伯 市 佐伯市役所第二庁舎 ０．０１８
竹 田 市 竹田保健所 ０．０１３
日 田 市 日田玖珠保健所 ０．０２８
中 津 市 中津総合庁舎 ０．０１９

発 生 源
周辺環境

大 分 市 三佐小学校測定局 ０．１６
大 分 市 東大分小学校測定局 ０．０３７
別 府 市 シーサイドタウン関の江公園 ０．０４１
挾 間 町 山田地区旧公民館 ０．０２
蒲 江 町 高山集会所 ０．００８４
耶馬渓町 大字大野 ０．０３８

区 分 調 査 地 点 調査結果 環境基準

一般環境

国 東 町 大字鶴川 ０．０９５

１以下

挾 間 町 大字向之原 ０．０３８
佐賀関町 大字関 ０．０３８
佐 伯 市 大字上岡 ０．０３８
鶴 見 町 大字吹浦 ０．０８８
三 重 町 大字市場 ０．０３８
朝 地 町 大字板井迫 ０．０３９
玖 珠 町 大字帆足 ０．０４
日 田 市 吹上町 ０．０３８
豊後高田市 大字玉津 ０．０３８

発 生 源
周辺環境

別 府 市 大字内竈 ０．０４２
挾 間 町 大字山田 ０．０４１
蒲 江 町 大字蒲江浦 ０．０３８
耶馬渓町 大字栃木 ０．０３８

区 分 調 査 地 点 調査結果 環境基準

一般環境

大分市 住吉川（新川橋） １．２

１５０以下

大 分 市 祓川（御幸橋） ０．３５
大 分 市 大分川下流（滝尾橋） ０．１８
大 分 市 大分川上流（天神橋） ０．３２
大 分 市 大野川下流（川添橋） ０．１６
大 分 市 原川（日岡橋） ５
大 分 市 乙津川（別保橋） ０．９２
大 分 市 大分川中流（賀来橋） ０．４２
大 分 市 大分川中流（胡麻鶴橋） ０．２８
大 分 市 瓜生川（王ノ瀬橋） ０．３１
佐 伯 市 中江川（中島橋） ６．１
緒 方 町 緒方川（共栄橋） ０．３３
竹 田 市 稲葉川（萬里橋） ０．２
日 田 市 大肥川（茶屋ノ瀬橋） ０．４５
耶馬渓町 津民川（津民小橋） ０．３１
直 入 町 芹川ダム本川－９ ６．３
豊前地先 ＳｕＳｔ－６ ７．１
国東半島地先 ＫＳｔ－３ ０．６８
別 府 湾 ＢＳｔ－１２ ６．９
臼 杵 湾 ＵＳｔ－２ ２．１
津久見湾 ＴＳｔ－１ ３
佐 伯 湾 ＳＳｔ－９ １．６

区 分 調 査 地 点 調査結果 環境基準

一般環境

大 分 市 大字鶴崎 ０．２

１以下

大 分 市 大字屋山 ０．０１９
大 分 市 大字横塚 ０．０１８
大 分 市 大字花津留 ０．０１９
大 分 市 大字畑中 ０．０２２
大 分 市 大字家島 ０．０１９
大 分 市 顕徳町 ０．０３９
大 分 市 千代町 ０．０３２
大 分 市 大字丸亀 ０．０３２
大 分 市 高城西町 ０．０３１
大 分 市 大字田尻 ０．０３１
大 分 市 大字田原 ０．０３３
大 分 市 南春日町 ０．０１９
大 分 市 大字横尾 ０．０２１
大 分 市 森町 ０．０３１

区 分 調 査 地 点 調査結果 環境基準

一般環境

国 東 町 大字安国寺 ３．２

１，０００以下

杵 築 市 天満区 ０．６６
臼 杵 市 大字末広 ０．０１３
佐 伯 市 長島町 ０．０００２１
三 重 町 小坂 ０．６２
竹 田 市 大字竹田 ０．１７
日 田 市 日ノ隈町 ０．０１６
玖 珠 町 大字帆足 ０．０４１
耶馬渓町 大字柿坂 ０．０３７
豊後高田市 大字御玉 ０．０４２

発 生 源
周辺環境

別 府 市 関の江新町 ３．４
日 出 町 大字山口 ０．６１
挾 間 町 大字山田 ２
野津原町 大字小屋鶴 ０．０５８
蒲 江 町 大字蒲江浦 ０．５７
蒲 江 町 大字蒲江浦 ４．１
耶馬渓町 大字大野 ３．５
耶馬渓町 大字栃木 ０．３８

区 分 調 査 地 点 調査結果 環境基準

一般環境

大 分 市 住吉川（新川橋） ０．０５２

１以下

大 分 市 祓川（御幸橋） ０．０５３
大 分 市 大分川下流（滝尾橋） ０．０５４
大 分 市 大分川上流（天神橋） ０．０７３
大 分 市 大野川下流（川添橋） ０．０４５
大 分 市 原川（日岡橋） ０．２３
大 分 市 乙津川（別保橋） ０．２
大 分 市 大分川中流（賀来橋） ０．０６４
大 分 市 大分川中流（胡麻鶴橋） ０．０４３
大 分 市 瓜生川（王ノ瀬橋） ０．０４７
佐 伯 市 中江川（中島橋） ０．１５
緒 方 町 緒方川（共栄橋） ０．０５９
竹 田 市 稲葉川（萬里橋） ０．０４８
日 田 市 大肥川（茶屋ノ瀬橋） ０．０８３
耶馬渓町 津民川（津民小橋） ０．０１
直 入 町 芹川ダム本川－９ ０．０６７ １以下
豊前地先 ＳｕＳｔ－６ ０．０５

１以下

国東半島地先 ＫＳｔ－３ ０．１
別 府 湾 ＢＳｔ－１２ ０．０７１
臼 杵 湾 ＵＳｔ－２ ０．１１
津久見湾 ＴＳｔ－１ ０．３１
佐 伯 湾 ＳＳｔ－９ ０．０４６

発 生 源
周辺環境

日 出 町 江上川（新規農道脇） ０．７８
１以下挾 間 町 山王川（白岳橋） ０．０７３

耶馬渓町 小河内川（小河内橋上流） ０．２５

表 大気１１ ダイオキシン関係（大気、水質、底質、土壌）

� 大気 ア （単位ｐｇ－ＴＥＱ／Ｎ�） ② 地下水 （単位ｐｇ－ＴＥＱ／�）

※４回／年の平均値� 水質 イ
① 公共用水域（河川、湖沼、海域）

（単位ｐｇ－ＴＥＱ／�）
� 底質（河川・湖沼・海域） ウ

（単位ｐｇ－ＴＥＱ／ｇ）

② 地下水 （単位ｐｇ－ＴＥＱ／�） � 土壌 エ （単位ｐｇ－ＴＥＱ／ｇ）
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水 域 地点名 項目 総検
体数

基準値
超 過
検体数

最大値
（㎎／�）

平均値
（㎎／�）

基準値
（㎎／�）

朝見川下流 藤 助 橋

砒素

６ ３ ０．０２３ ０．０１３

０．０１
町 田 川 潜 石 橋 ６ ３ ０．０２５ ０．０１６

八 坂 川
永世橋下 ４ １ ０．０１８ ０．０１１

大左右橋 ６ ３ ０．０２２ ０．０１４

区分
水域名

達 成 未 達 成

河 川

山国川（２） 山国川（１） 津民川 跡田川 寄藻川

犬丸川 駅館川 桂川 八坂川 中川

朝見川下流 朝見川上流 祓川 住吉川

大分川下流 大分川中流 大分川上流 大野川下流

大野川上流 乙津川 原川 丹生川下流

丹生川下流 臼杵川 番匠川下流 番匠川上流

堅田川下流 堅田川上流 中江川 木立川

筑後川（２） 玖珠川 町田川 庄手川

花月川 大肥川

海 域

守江港 別府港 豊前地先

大分港 住吉泊地 響灘及び周防灘

乙津泊地 鶴崎泊地 国東半島地先

大野川東部 別府湾東部 別府湾中央

佐賀関港 北海部郡東部地先 臼杵湾

佐伯湾（甲） 佐伯湾（乙） 津久見湾

佐伯湾（丙） 佐伯湾（丁）

南海部郡地先

湖 沼 － －

４ 水質関係資料
表 水質１ 健康項目（砒素）調査結果

表 水質２ 公共用水域の生活環境項目（BOD、COD）の環境基準達成状況
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水 域 類型 測定地点
６年度 ７年度 ８年度 ９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度
７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定

山
国
川

山国川（２） Ａ 下 唐 原 １．１○ １．２○ １．０○ ０．８○ １．２○ ０．９○ ０．８○ ０．９○ ０．８○ １．１○
山国川（１） ＡＡ 剱ノ木橋 ０．５○ ０．６○ ０．６○ ０．６○ ０．６○〈０．５○ ０．７○ ０．６○ ０．５○ １．０○
跡 田 川 Ａ 耶 馬 橋 ２．３× １．１○ １．３○ １．０○ １．３○ ０．９○ １．４○ １．２○ １．５○ １．０○
津 民 川 ＡＡ 津民小橋 ０．９○ ０．７○ １．２× ０．７○ ０．８○ ０．６○ １．０○ ０．８○ ０．７○ ０．８○

犬 丸 川 Ａ 今津大橋 １．５○ ２．０○ １．８○ １．４○ １．４○ １．６○ １．１○ １．９○ １．６○ １．１○

駅 館 川 Ａ
小 松 橋 １．２○ １．３○ １．０○ ０．９○ １．１○ １．１○ ２．５× １．３○ １．１○ ０．９○
白 岩 橋 ０．９○ １．３○ １．０○ １．１○ １．２○ １．１○ ０．９○ １．３○ １．４○ １．５○

寄 藻 川 Ａ 浮 殿 橋 ２．８× １．２○ １．７○ １．３○ ２．０○ １．７○ １．８○ １．６○ １．８○ ２．４×
桂 川 Ａ えびす橋 １．３○ １．２○ １．３○ １．１○ １．４○ １．４○ １．４○ １．６○ １．４○ １．３○

八 坂 川 Ａ
錦 江 橋 １．４○ １．１○ １．３○ ２．１× １．６○ １．３○ １．５○ １．７○ １．７○ １．３○
大左右橋 １．４○ １．２○ １．４○ １．１○ ０．９○ １．０○ １．１○ １．３○ １．３○ １．１○

朝
見
川

朝見川下流 Ｃ 藤 助 橋 ３．０○ ３．５○ ２．４○ １．８○ １．８○ １．７○ １．９○ １．２○ １．８○ １．５○
朝見川上流 Ａ 南田位橋〈０．５○〈０．５○ ０．６○ ０．６○ ０．５○ ０．６○ ０．７○ ０．７○〈０．５○ ０．７○

祓 川 Ｂ 御 幸 橋 ４．１－ ５．６－ ４．６－ ３．３－ ２．９－ ３．３× ３．９× ２．９○ ３．３× ２．８○
住 吉 川 Ｅ 新 川 橋 １７× １５× １１× ６．５○ ８．５○ ９．０○ ５．９○ ５．２○ ５．３○ ３．４○

大
分
川

大分川下流 Ｂ
弁天大橋 １．４○ １．９○ １．３○ ０．８○ １．０○ １．１○ １．０○ １．０○ ０．７○ ０．８○
広 瀬 橋 ２．３○ １．９○ １．９○ ０．３○ １．２○ １．８○ １．８○ １．５○ １．３○ １．３○

大分川中流 Ａ 府内大橋 １．３○ １．７○ １．７○ １．０○ １．２○ １．５○ １．３○ １．２○ １．０○ ０．９○
大分川上流 Ａ 天 神 橋 ２．３× １．５○ １．３○ １．４○ １．５○ １．３○ １．３○ １．２○ １．１○ １．３○

大
野
川

大野川下流 Ａ
鶴崎大橋 １．０○ ０．９○ ０．７○ ０．６○〈０．５○ ０．５○ ０．５○ ０．５○〈０．５○〈０．５○
白 滝 橋 １．１○ １．２○ １．２○ ０．７○ ０．６○ ０．７○ ０．６○ ０．７○ ０．５○ ０．６○

大野川上流 Ａ 犬飼大橋 ０．９○ １．１○ ０．９○ ０．８○ ０．６○ ０．７○ ０．６○ ０．７○ ０．５○ ０．５○
乙 津 川 Ａ 海 原 橋 １．２○ １．２○ １．３○ １．６○ ２．２× ２．０○ １．１○ １．２○ １．０○ １．０○
原 川 Ｃ 日 岡 橋 ４．１－ ５．７－ ４．５○ ４．８○ ３．１○ ２．８○ ４．０○ ２．４○ ３．０○ ２．３○
丹 生 川 下 流 Ｂ 王ノ瀬橋 ２．４－ ２．５－ ２．２－ ３．３－ ２．６－ ２．７○ ２．１○ ２．５○ ２．１○ ２．３○
丹 生 川 上 流 Ａ 丹 生 橋 ２．６－ １．２－ １．０－ １．８－ １．２－ １．４○ １．５○ １．４○ １．０○ １．０○

臼 杵 川 Ａ
臼杵川河口 １．５○ １．８○ １．３○ １．８○ １．３○ １．１○ １．３○ １．７○ １．０○ １．２○
馬 代 橋 ２．１× １．５○ １．７○ ０．９○ ０．８○ １．２○ １．６○ １．４○ １．０○ １．４○

番

匠

川

番匠川下流 Ｂ 番匠川河口 １．２○ １．１○ １．０○ １．８○ １．１○ ０．７○ ０．７○ １．２○ １．０○ ０．８○
番匠川上流 Ａ 番匠大橋 ０．５○ ０．８○ ０．６○ ０．８○ ０．６○ ０．５○〈０．５○〈０．５○〈０．５○ ０．６○
木 立 川 Ｂ 木立潮止堰 ０．７○ ０．９○ ０．９○ ０．７○ ０．８○ ０．７○ ０．８○ ０．６○ ０．８○ ０．７○
堅田川下流 Ｂ 茶屋ヶ鼻橋 １．２○ １．３○ １．２○ １．５○ １．１○ ０．７○ ０．８○ ０．６○ ０．８○ １．２○
堅田川上流 Ａ 柏 江 橋 ０．７○ ０．７○ ０．６○ ０．８○ ０．７○ ０．５○〈０．５○〈０．５○ ０．６○ ０．８○
中 川 Ｂ 新常盤橋 ３．５○ ２．３○ ３．０○ ２．９○ ２．１○ ４．２× ２．８○ ２．２○ １．９○ ３．１×
中 江 川 Ｂ 長 島 橋 １．０○ １．９○ １．７○ １．７○ １．３○ １．７○ １．７○ １．４○ １．３○ １．２○

筑

後

川

筑後川（２） Ａ 三隈大橋 １．４○ １．０○ １．２○ ０．８○ １．０○ １．１○ １．２○ １．１○ ０．８○ ０．７○
大 肥 川 Ａ 茶屋ノ瀬橋 １．２○ １．１○ ０．９○ ０．９○ １．０○ ０．８○ １．１○ ０．９○ １．５○ １．０○
花 月 川 Ａ 三郎丸橋 ２．１× ２．１× １．９○ １．１○ ２．１× １．７○ １．８○ １．８○ １．７○ １．７○
庄 手 川 Ａ 庄手川流末 １．４○ １．５○ １．４○ １．０○ １．２○ １．１○ １．３○ １．６○ １．３○ １．２○
玖 珠 川 Ａ 市の村橋 １．０○ ０．９○ １．２○ ０．８○ １．０○ １．０○ １．１○ ０．７○ １．１○ ０．７○
町 田 川 ＡＡ 潜 石 橋 ０．６○ ０．７○ ０．７○ ０．５○ ０．６○ ０．６○ １．０○ ０．６○ ０．７○ ０．６○

表 水質３ 生活環境項目の環境基準達成状況の推移

� 河 川（BOD）
（単位：�／�）

備考 １ 測定地点は、各水域の環境基準点である。
２ 判定欄の〇は環境基準を達成、×は未達成であることを示す。
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水 域 類型 測定地点 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度
７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定７５％値 判定

周
防
灘

豊 前 地 先 Ａ

Sust‐４ ２．７× ２．５× ２．８× ２．４× ２．９× ２．６× ３．２× ２．６× ２．４× ２．７×
Sust‐６ ２．４× ２．１× ２．４× ２．６× ２．７× ２．６× ２．５× ３．１× ２．４× ２．８×
Sust‐８ ２．５× ２．５× ２．９× ２．４× ２．９× ３．４× ２．９× ３．４× ２．６× ２．９×
Sust‐１２ － － － － － － ２．４× ２．２× ２．４× ３．７× ３．２× １．９○ ２．３×

響灘及び周防灘 Ａ Sust‐１１ ２．２× ２．１× ２．１× ２．３× ２．４× ２．４× ２．２× ２．６× ２．０○ ２．１×

国東半島地先 Ａ
Kst‐１ ２．０○ １．７○ ２．０○ １．９○ ２．１× ２．４× ２．３× ２．６× １．９○ ２．２×
Kst‐３ ２．１× １．９○ １．９○ １．８○ ２．２× ２．３× ２．５× ２．１× １．９○ ２．１×
Kst‐５ １．９○ ２．３× １．８○ １．９○ ２．０× ２．２× １．９× ２．０○ １．７○ ２．０○

別

府

湾

住 吉 泊 地 Ｃ Bst‐１ ２．９○ ２．７○ ３．０○ ３．５○ ２．８○ ２．８○ ２．９○ ３．０○ ３．９○ ２．２○
乙 津 泊 地 Ｃ Bst‐２ ２．８○ ２．７○ ２．８○ ２．７○ ２．７○ ２．９○ ２．３○ ２．６○ ４．０○ ２．４○
鶴 崎 泊 地 Ｃ Bst‐３ ２．８○ ２．８○ ２．２○ ２．４○ ２．６○ ２．６○ ２．３○ ２．７○ ３．７○ ２．４○

大 分 港 Ｂ

Bst‐４ ２．６○ ２．６○ ２．３○ ２．３○ ２．９○ ２．２○ ２．２○ １．９○ ２．９○ ２．８○
Bst‐２２ ２．５○ ２．６○ ２．２○ ２．１○ ２．６○ ２．２○ ２．０○ ２．２○ ２．７○ ２．４○
Bst‐５ ２．０○ ２．７○ ２．３○ ２．２○ ２．５○ ２．２○ ２．０○ ２．６○ ３．１× ２．６○
Bst‐２１ ２．５○ ３．５× ２．７○ ２．６○ ２．８○ ２．５○ ２．７○ ２．７○ ３．１× ２．４○

別 府 港 Ｂ Bst‐８ ２．４○ ２．３○ ２．４○ ２．６○ ３．５× ２．４○ ２．４○ ２．４○ ２．２○ ２．７○
Bst‐９ ２．１○ ２．１○ １．９○ ２．３○ ２．９○ ２．３○ ２．６○ ２．２○ ２．６○ ２．６○

守 江 港 Ｂ Bst‐１０ １．８○ ２．０○ ２．０○ ２．０○ ２．１○ ２．３○ ２．２○ ２．３○ ２．５○ ２．０○

別府湾中央 Ａ

Bst‐１１ ２．０○ ２．３× ２．０○ ２．２× ２．９× ２．３× ２．３× １．８○ １．９○ ２．４×
Bst‐１５ ２．０○ ２．３× ２．２× ２．１× ２．４× ２．０○ ２．５× １．９○ ２．５× ２．５×
Bst‐１６ ２．０○ ２．２× ２．０○ ２．０○ ２．４× ２．０○ ２．２× ２．０○ ２．５× ２．３×
Bst‐１２ ２．０○ ２．３× １．９○ ２．０○ ２．５× １．９○ ２．０○ ２．０○ ２．３× ２．２×

大野川東部 Ｂ Bst‐６ ２．１－ ２．４－ ２．２－ ２．３－ ２．３－ ２．２○ ２．１○ ２．３○ ３．０○ ２．６○
Bst‐７ ２．１－ ２．４－ ２．１－ ２．２－ ２．３－ ２．２○ １．９○ ２．０○ ２．６○ ２．５○

別府湾東部 Ａ

Bst‐１７ １．８－ ２．０－ １．８－ １．８－ ２．３－ ２．０○ １．８○ ２．１× ２．１× １．９○
Bst‐１９ １．９－ ２．０－ １．８－ １．９－ ２．１－ １．８○ １．８○ ２．１× ２．１× １．９○
Bst‐１８ １．６－ １．７－ １．８－ １．９－ ２．０－ １．８○ １．８○ ２．０○ ２．０○ １．８○
Bst‐２０ ２．０－ ２．２－ １．８－ １．９－ ２．１－ ２．０○ ２．０○ ２．０○ ２．０○ ２．０○

佐 賀 関 港 Ｂ SGst‐３ １．８－ ２．５－ １．９－ １．９－ ２．３－ ２．４○ １．９○ ２．４○ ２．０○ ２．４○

北 海 部 郡
東 部 地 先

Ａ
Fst‐１ １．３－ １．４－ １．４－〈０．５－ １．８○ １．７○ １．５○ １．６○ １．５○ １．７○
Fst‐３ １．４－ １．４－ １．５－ １．６－ １．５○ １．６○ １．６○ ２．０○ １．６○ １．８○
Fst‐４ １．４－ １．５－ １．７－ １．８－ １．９○ １．９○ １．９○ １．７○ １．６○ ２．０○

臼 杵 湾 Ａ
Ust‐２ ２．１× ２．３× １．７○ ２．２× ２．４× １．９○ １．９○ １．９○ ２．２× ２．８×
Ust‐４ １．８○ ２．２× １．８○ ２．０○ １．９○ １．９○ １．９○ １．８○ １．９○ ２．２×
Ust‐５ １．９○ ２．１× ２．０○ １．８○ ２．０○ １．８○ １．９○ ２．４× ２．１× ２．４×

津 久 見 湾 Ａ

Tst‐１ ２．１× ２．０○ ２．１× １．９○ ２．０○ ２．１× ２．３× １．９○ ２．２× ２．４×
Tst‐２ １．８○ ２．０○ １．７○ １．８○ ２．１× １．８○ ２．１× １．７○ ２．０○ ２．１×
Tst‐３ １．６○ ２．０○ １．８○ １．８○ ２．０○ １．８○ ２．０○ １．９○ １．９○ ２．０○
Tst‐４ １．８○ ２．１× ２．０○ ２．５× ２．２× １．８○ ２．１× ２．２× １．９○ ２．０○

佐

伯

湾

甲 水 域 Ｃ
Sst‐１ ２．３○ ２．３○ ２．６○ ２．６○ ２．３○ ２．２○ ２．３○ ２．０○ ２．２○ ２．４○
Sst‐２ ２．４○ ２．６○ ２．８○ ２．７○ ２．３○ ２．２○ ２．３○ ２．１○ ２．３○ ２．５○
Sst‐３ ２．９○ ２．７○ ２．４○ ２．７○ ２．２○ ２．１○ ２．１○ １．９○ ２．０○ ２．３○

乙 水 域 Ｂ
Sst‐４ １．８○ ２．０○ ２．１○ ２．３○ ２．０○ １．９○ ２．１○ １．９○ ２．０○ ２．０○
Sst‐５ １．８○ １．９○ １．７○ １．９○ １．８○ １．６○ １．９○ １．９○ １．９○ １．８○
Sst‐６ １．８○ １．７○ １．９○ １．８○ １．７○ １．４○ １．８○ １．８○ １．８○ １．８○

丙 水 域 Ｂ Sst‐７ ２．４○ ２．３○ ２．１○ ２．２○ ２．２○ １．６○ ２．１○ ２．０○ ２．４○ ２．２○
Sst‐８ ２．１○ ２．４○ １．９○ ２．２○ １．８○ ２．０○ ２．０○ ２．１○ ２．２○ ２．２○

丁 水 域 Ａ
Sst‐９ １．７○ １．７○ １．６○ ２．０○ １．８○ １．６○ ２．０○ １．７○ １．７○ １．８○
Sst‐１０ １．９○ ２．０○ ２．１× １．６○ １．９○ １．８○ ２．２× ２．１× ２．１× ２．０○
Sst‐１１ １．７○ １．８○ １．８○ １．７○ １．８○ １．６○ ２．１× ２．２× １．９○ １．７○

南海部郡地先 Ａ
Nst‐１２※ １．６○ ２．２× １．５○ １．７○ １．５○ １．６○ １．２○ １．５○ １．９○ １．９○
Nst‐４ １．６○ １．８○ １．４○ １．８○ １．９○ １．８○ １．６○ ２．１× １．５○ １．７○
Nst‐５ １．６○ １．７○ １．３○ １．７○ １．６○ １．５○ １．７○ １．５○ １．７○ １．３○

� 海 域（COD）
（単位：�／�）

備考 １ 測定地点は、各水域の環境基準点である。
２ 判定欄の〇は環境基準を達成、×は未達成であることを示す。
３ ※は、平成９年度までNst‐３で採水
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水 域 類 型
基準値（�／�）

１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度
全窒素 全 燐

海 域

Ⅰ ０．２ ０．０２ － － － － －

Ⅱ ０．３ ０．０３ ８／８ ８／８ ８／８ ８／８ ８／８

Ⅲ ０．６ ０．０５ － － － － －

Ⅳ １ ０．０９ － － － － －

合 計 － ８／８ ８／８ ８／８ ８／８ ８／８

達成率 － １００ １００ １００ １００ １００

（％） － （７２．６） （７１．８） （８２．１） （８０．３） （８４．２）

表 水質４ 生活環境項目（全窒素、全燐）の環境基準達成率の推移

備考 １ 分母は環境基準類型指定水域数、分子は環境基準達成水域数を示す。
２ 達成率は、環境基準達成水域数÷環境基準類型指定水域数×１００（％）
３ 達成率の（ ）内は、全国の公共用水域集計結果（環境省調べ）による。
４ 環境基準の評価は、当該水域内のすべての環境基準点おける表層の年間平均値を当該水域内のすべての基準点
について平均したその値が、全窒素及び全燐ともに環境基準値以下の場合に「達成」とした。
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水系等の区分 水 域 名 範 囲 水域
類型

達成
期間

指 定 年 月 日
告 示 等

山国川水系

山国川（１） 新谷橋より上流 ＡＡ イ 昭和４８年３月３１日
環境庁告示第２１号山国川（２） 新谷橋より下流 Ａ イ

津民川 全域 ＡＡ イ 昭和６２年５月１５日
県告示第６９８号跡田川 全域 Ａ イ

県 北 河 川

犬丸川 全域 Ａ ロ
昭和４９年４月１日
県告示第４７７号

駅館川 全域（津房川を含む） Ａ イ
寄藻川 全域 Ａ イ
桂川 全域 Ａ イ

別杵速見河川
八坂川 全域 Ａ イ

昭和４９年４月１日
県告示第４７７号朝見川上流 観海寺橋より上流 Ａ イ

朝見川下流 観海寺橋より下流 Ｃ ロ

大分市内河川

住吉川 全域（流入する支川を含む） Ｅ ハ 昭和４７年４月１日
県告示第２２７号

祓川 全域 Ｂ ハ
平成１１年３月３１日
県告示第２８９号丹生川上流 松本橋より上流（支川を除く） Ａ イ

丹生川下流 松本橋より下流（支川を除く） Ｂ ロ

大分川水系
大分川上流 小野鶴橋より上流（流入する支川を含む） Ａ イ

昭和４７年４月１日
県告示第２２７号大分川中流 小野鶴橋から府内大橋まで（流入する支川を含む） Ａ ロ

大分川下流 府内大橋より下流（流入する支川を含む） Ｂ ハ

大野川水系

大野川上流 筒井大橋より上流（流入する支川を含む） Ａ イ 昭和４７年４月１日
県告示第２２７号大野川下流 筒井大橋より下流（流入する支川を含む） Ａ ロ

乙津川 原川を除く全域 Ａ イ 平成７年６月２日
県告示第５９２号原川 全域 Ｃ ロ

臼杵市内河川
臼杵川 全域 Ａ イ 昭和４９年４月１日

県告示第４７７号

末広川 全域 Ａ イ 平成１６年３月３１日
県告示第４００号

番匠川水系

番匠川上流 潮止堰より上流 Ａ イ
昭和４６年５月２５日
閣 議 決 定番匠川下流 潮止堰より下流 Ｂ ロ

堅田川上流 柏江橋より上流 Ａ イ
堅田川下流 柏江橋より下流 Ａ イ 平成１６年３月３１日

県告示第４００号木立川 全域 Ａ イ
中川 全域 Ｂ イ 平成７年６月２日

県告示第５９２号中江川 全域 Ｂ イ

筑後川水系

筑後川（１） 松原ダムより上流 ＡＡ イ 昭和４８年３月３１日
環境庁告示第２１号筑後川（２） 松原ダムから豆津橋まで Ａ イ

大肥川 全域 Ａ イ

昭和６２年５月１５日
県告示第６９８号

花月川 全域 Ａ イ
庄手川 全域 Ａ イ
玖珠川 全域 Ａ イ
町田川 全域 ＡＡ イ

水 域 名 範 囲 水域
類型

達成
期間

指 定 年 月 日
告 示 等

松原ダム貯水池（梅林湖） 全域 Ａ イ 平成１５年３月２７日
環境省告示第３６号

表 水質５ 環境基準類型指定状況（平成１６年３月３１日現在）

� 河 川

� 湖 沼

備考 １ 達成期間の欄中の記号は、次の期間を示す。
「イ」はただちに達成
「ロ」は５年以内可及的速やかに達成
「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成
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水系等の区分 水 域 名 範 囲 水域
類型

達成
期間

指 定 年 月 日
告 示 等

周 防 灘
豊前地先海域 別記１参照 Ａ ハ 昭和４９年５月１３日

環境庁告示第３９号響灘及び周防灘 別記２参照 Ａ イ

国東半島地先水域 別記３参照 Ａ イ 昭和５０年４月１日
県告示第３７０号

別 府 湾

住吉泊地水域 別記４参照 Ｃ イ

昭和４９年７月１日
県告示第７９６号

乙津泊地水域 別記５参照 Ｃ イ
鶴崎泊地水域 別記６参照 Ｃ イ
大分港水域 別記７参照 Ｂ イ
別府港水域 別記８参照 Ｂ イ
守江港 別記９参照 Ｂ イ
別府湾中央水域 別記１０参照 Ａ ３年以内
別府湾東部水域 別記１１参照 Ａ イ

平成１１年３月３１日
県告示第２８９号大野川東部水域 別記１２参照 Ｂ イ

佐賀関港 別記１３参照 Ｂ イ

北海部郡東部地先 別記１４参照 Ａ イ 平成１０年３月３１日
県告示第３００号

臼 杵 湾 別記１５参照 Ａ イ 昭和４９年４月１日
県告示第４７７号

津 久 見 湾 別記１６参照 Ａ イ 昭和４９年４月１日
県告示第４７７号

佐 伯 湾

甲水域 別記１７参照 Ｃ ロ
昭和４６年５月２５日
閣 議 決 定

乙水域 別記１８参照 Ｂ ロ
丙水域 別記１９参照 Ｂ ロ
丁水域 別記２０参照 Ａ イ

南海部郡地先水域 別記２１参照 Ａ イ 昭和５３年４月１日
県告示第３３６号

水系等の区分 水 域 名 範 囲 水域
類型

達成
期間

指 定 年 月 日
告 示 等

松原ダム貯水池（梅林湖） 全域 湖沼
Ⅲ ニ 平成１５年３月２７日

環境省告示第３６号

周 防 灘 響灘及び周防灘
（ニ） 別記２２参照 海域

Ⅱ イ 平成１５年３月２７日
環境省告示第３５号

国東半島地先 別記２３参照 Ⅱ イ

平成１０年３月３１日
県告示第３０１号

別 府 湾
別府湾（イ） 別記２４参照 Ⅱ イ
別府湾（ロ） 別記２５参照 Ⅱ イ

北海部郡東部地先 別記１４参照 Ⅱ イ
臼 杵 湾 別記１５参照 Ⅱ イ
津 久 見 湾 別記１６参照 Ⅱ イ
佐 伯 湾 別記２５参照 Ⅱ イ

� 海 域
ア 海 域

イ 全窒素・全燐に係る環境基準

備考 １ 達成期間の欄中の記号は、次の期間を示す。
「イ」はただちに達成
「ロ」は５年以内可及的速やかに達成
「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成
「ニ」は段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める
＊松原ダム貯水池の全窒素０．４６�／�（暫定目標平成２０年度）
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No 水 域 名 水 域 の 範 囲
１ 豊前地先海域 大分県西国東郡香々地町長崎鼻と北九州市門司区網ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により

囲まれた海域
２ 響灘及び周防灘 宇部市黒埼と大分県西国東郡香々地町長崎鼻を結ぶ線、下関市網代埼と北九州市

八幡埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって豊前地先海域並びに昭和４６
年５月２５日閣議決定の宇部東港、宇部本港、工業運河、栄川入江、小野田港、宇
部・小野田地先海域（甲）、宇部・小野田地先海域（乙）、奥洞海、製鉄戸畑泊地、
堺川泊地、洞海湾湾口部及び響灘に係る部分を除いたもの

３ 国東半島地先水域 香々地町長崎鼻から杵築市臼石鼻に至る陸岸の地先海域
４ 住吉泊地水域 大分港住吉東防波堤燈台から大分港住吉西防波堤燈台を結ぶ線及び陸岸により囲

まれた海域
５ 乙津泊地水域 大分港乙津東防波堤燈台から大分港乙津西防波堤燈台を結ぶ線及び陸岸により囲

まれた海域
６ 鶴崎泊地水域 大分港鶴崎東防波堤燈台から大分港鶴崎西防波堤燈台を結ぶ線及び陸岸により囲

まれた海域
７ 大分港水域 大分市白木三角点、同三角点より２４度２０分２，１００�の地点、大分市千歳三角点よ

り２４度４０分６，１００�の地点、同地点から１３６度の線と大分市大在大野川右岸北端と
杵築市臼石鼻とを結ぶ線の交点、大分市大在大野川右岸北端の各点を順次結んだ
線及び陸岸で囲まれた海域

８ 別府港水域 両郡橋（別府市と大分市との境界地点）から島山山頂まで引いた線、別府市と日
出町との境界陸岸地点から大崎鼻まで引いた線及び別府市と日出町との境界陸岸
地点から両郡橋に至る陸岸により囲まれた海域

９ 守江港水域 杵築市権現鼻と同市住吉浜燈台とを結んだ線及び陸岸で囲まれた海域
１０ 別府湾中央水域 大分市大在大野川右岸北端と杵築市臼石鼻とを結んだ線及び陸岸で囲まれた区域

から守江港水域、別府港水域、大分港水域、鶴崎泊地水域、乙津泊地水域及び住
吉泊地水域を除く海域

１１ 別府湾東部水域 杵築市臼石鼻と大分市大在大野川右岸北端を結ぶ線及び大分市大在大野川右岸北
端から佐賀関町関崎に至る海岸に囲まれた海域で、大野川東部水域及び佐賀関港
の水域を除く水域

１２ 大野川東部水域 次の各点を順次結んだ線及び陸岸で囲まれた水域
� 大分市大在大野川右岸北端
� 大分市大在大野川右岸北端と杵築市臼石鼻とを結ぶ線と大分臨海工業地帯１
号地北東端から１０度１，８００�の点と大分市大字竹下と大字里との境界と海岸と
の交点から３５８度２２分３，０００�の点とを結ぶ線の交点

� 大分市大在竹下と大字里との境界と海岸との交点から３５８度２２分３，０００�の点
� 大分市と北海部郡佐賀関町との境界と海岸との交点から１０１度５２分５１４�の地
点から３５８度２２分４，０８０�の点

� 大分市と北海部郡佐賀関町との境界と海岸との交点から１０１度５２分５１４�の点
１３ 佐賀関港 北海部郡佐賀関町踊鼻と同町若獅子鼻を結ぶ線及び陸岸で囲まれた水域
１４ 北海部郡東部地先 北海部郡佐賀関町関崎と愛媛県佐田岬を結ぶ線から臼杵市下ノ江港灯台に至る陸

岸の地先海域
１５ 臼杵湾 臼杵市下ノ江港灯台から津久見市楠屋鼻に至る陸岸の地先海域
１６ 津久見湾 津久見市楠屋鼻から南海部郡上浦町蒲戸崎に至る陸岸の地先海域
１７ 佐伯湾（甲） 番匠川河口左岸と大入島トードー鼻を結ぶ線、大入島守後鼻と下り松鼻を結ぶ線

及び陸岸により囲まれた海域
１８ 佐伯湾（乙） 野崎鼻と片白島南端を結ぶ線、同島、同島北端と元ヶ鼻を結ぶ線、大入島、同島

トードー鼻と番匠川河口左岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域
１９ 佐伯湾（丙） 大入島大字高松浦上浦９３６番地と佐伯市大字二栄漁港防波堤先端を結ぶ線、大入

島、同島守後鼻と下り松鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域
２０ 佐伯湾（丁） 南海部郡上浦町蒲戸崎から鶴御崎に至る陸岸の地先海域であって、佐伯湾（甲）、

佐伯湾（乙）及び佐伯湾（丙）に係る部分を除いたもの
２１ 南海部郡地先水域 鶴御崎（鶴見町と米水津村との境界陸岸地点）から大分県と宮崎県の境界陸岸地

点に至る陸岸の地先海域
２２ 響灘及び周防灘（ニ） 北九州市網ノ鼻とＢ点（網ノ鼻から南東方２２，１００�の地点（北緯３３度４８分７秒、

東経１３１度１１分５４秒））を結ぶ線、同地点とＣ点（Ｂ地点から東方２０，６００�の地点
（北緯３３度４８分７秒、東経１３１度２５分７秒））を結ぶ線、同地点と大分県西国東郡
香々地町長崎鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域

２３ 国東半島地先 西国東郡香々地町長崎鼻から杵築市臼石鼻に至る陸岸の地先海域
２４ 別府湾（イ） 大分市大在大野川右岸北端と杵築市臼石鼻を結ぶ線及び陸岸で囲まれた海域であ

って、鶴崎泊地、乙津泊地、住吉泊地を除いたもの
２５ 別府湾（ロ） 大分市大在大野川右岸北端と杵築市臼石鼻を結ぶ線、杵築市臼石鼻と北海部郡佐

賀関町関崎を結ぶ線及び陸岸で囲まれた海域
２６ 佐伯湾 南海部郡上浦町蒲戸崎から鶴御崎に至る陸岸の地先海域

別記
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市町名 海水浴場名

ふん便性
大腸菌群数
（個／１００�）

ＣＯＤ
（�／�）

透 明 度
（�） 油膜の有無 判 定

遊泳前 遊泳中 遊泳前 遊泳中 遊泳前 遊泳中 遊泳前 遊泳中 遊泳前 遊泳中

大 分 市 田ノ浦ビーチ 〈２ 〈２ ２．５ ２．１ 〉１ １ 無 無 Ｂ Ｂ

香 々 地 町 長崎鼻 ２ 〈２ ２．５ ２．３ ０．８ 〉１ 無 無 Ｂ Ｂ

杵 築 市
奈多・狩宿 ５ 〈２ １．８ ２．４ 〉１ 〉１ 無 無 Ａ Ｂ

住吉浜リゾートパーク １３ 〈２ ２．０ ２．３ 〉１ 〉１ 無 無 Ａ Ｂ

日 出 町 糸ヶ浜 ６２ 〈２ ２．６ ２．３ 〉１ 〉１ 無 無 Ｂ Ｂ

佐 賀 関 町

神崎 １２ 〈２ ２．０ ２．５ 〉１ 〉１ 無 無 Ａ Ｂ

大志生木 ７ 〈２ ２．０ ２．２ 〉１ 〉１ 無 無 Ａ Ｂ

白木 ３ 〈２ １．２ １．９ 〉１ 〉１ 無 無 Ａ ＡＡ

臼 杵 市 黒島 〈２ ３６ １．５ １．７ 〉１ 〉１ 無 無 ＡＡ Ａ

上 浦 町 瀬会 〈２ 〈２ １．４ １．９ 〉１ 〉１ 無 無 ＡＡ ＡＡ

蒲 江 町
元猿・高山 〈２ 〈２ １．３ １．８ 〉１ 〉１ 無 無 ＡＡ ＡＡ

波当津 ７ 〈２ １．６ １．９ 〉１ 〉１ 無 無 Ａ ＡＡ

区 分 ふん便性大腸菌群数 ＣＯＤ 油膜の有無 透 明 度

適
水質ＡＡ 不検出（検出限界２個／１００�） ２�／�以下 油膜が認められない 全透（１�以上）

水質Ａ １００個／１００�以下 ２�／�以下 油膜が認められない 全透（１�以上）

可
水質Ｂ ４００個／１００�以下 ５�／�以下 常時は油膜が認められない １�未満～５０�以上

水質Ｃ １，０００個／１００�以下 ８�／�以下 常時は油膜が認められない １�未満～５０�以上

不 適 １，０００個／１００�を超えるもの ８�／�超 常時油膜が認められる ５０�未満

表 水質６ 海水浴場調査結果（平成１６年度）

国が定めた海水浴場の判定基準
判定は、下表に基づいて以下のとおりとする。
� ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを「不
適」な水浴場とする。

� 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ及び透明度によって、「水
質ＡＡ」、「水質Ａ」、「水質Ｂ」及び「水質Ｃ」を判定する。

� 「水質ＡＡ」及び「水質Ａ」であるものを「適」、「水質Ｂ」及び「水質Ｃ」であるものを「可」と
する。
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一般飲用井戸 生活用水井戸 工業用水井戸 その他の井戸 合 計

調査 検出 超過 調査 検出 超過 調査 検出 超過 調査 検出 超過 調査 検出 超過

井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数

健

康

項

目

カドミウム ０ ０ ０ １４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４ ０ ０

全シアン ０ ０ ０ １４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４ ０ ０

鉛 ０ ０ ０ １４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４ ０ ０

六価クロム ０ ０ ０ １４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４ ０ ０

砒素 ０ ０ ０ １６ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １６ ２ ０

総水銀 ０ ０ ０ １４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４ ０ ０

ジクロロメタン ２７ １ ０ ３３ ０ ０ ２ ０ ０ ７ ０ ０ ６９ １ ０

四塩化炭素 ２７ ０ ０ ３３ ０ ０ ２ ０ ０ ７ ０ ０ ６９ ０ ０

１，２－ジクロロエタン ２７ ０ ０ ３３ ０ ０ ２ ０ ０ ７ ０ ０ ６９ ０ ０

１，１－ジクロロエチレン ２７ ０ ０ ３３ ０ ０ ２ ０ ０ ７ ０ ０ ６９ ０ ０

シス－１，２－ジクロロエチレン ２７ １ ０ ３３ １ ０ ２ ０ ０ ７ ０ ０ ６９ ２ ０

１，１，１－トリクロロエタン ２７ ０ ０ ３３ ０ ０ ２ ０ ０ ７ ０ ０ ６９ ０ ０

１，１，２－トリクロロエタン ２７ ０ ０ ３３ １ ０ ２ ０ ０ ７ ０ ０ ６９ １ ０

トリクロロエチレン ２７ １ ０ ３３ １ ０ ２ ０ ０ ７ ０ ０ ６９ ２ ０

テトラクロロエチレン ２７ ６ ０ ３３ ８ ０ ２ １ ０ ７ ０ １ ６９ １５ １

１，３－ジクロロプロペン ２７ ０ ０ ３３ ０ ０ ２ １ ８ ０ ０ ７０ １ ０

チウラム ０ ０ ０ １４ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ０ １８ ０ ０

シマジン ０ ０ ０ １４ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ０ １８ ０ ０

チオベンカルブ ０ ０ ０ １４ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ０ １８ ０ ０

ベンゼン ２７ ０ ０ ３３ １ ０ ２ ０ ０ ７ ０ ０ ６９ １ ０

セレン ０ ０ ０ １４ １ ０ ０ ０ ０ ３ ０ ０ １７ １ ０

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素 ５５ ５５ ３ ３８ ３８ ２ ２ ２ ０ ５ ５ ０ １００ １００ ５

ふっ素 ０ ０ ０ １４ １２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４ １２ ０

ほう素 １４ １１ ０ ２４ ２１ １ １ １ ０ ２ １ ０ ４１ ３４ １

表 水質７ 地下水概況調査結果

�ア 環境基準項目
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一般飲用井戸 生活用水井戸 工業用水井戸 その他の井戸 合 計

調査 検出 超過 調査 検出 超過 調査 検出 超過 調査 検出 超過 調査 検出 超過

井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数

クロロホルム ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ２ ０ ０

トランス－１，２－ジクロロエチレン ２７ ０ ０ １９ ０ ０ ２ ０ ０ ４ ０ ０ ５２ ０ ０

１，２－ジクロロプロパン ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ｐ－ジクロロベンゼン ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

イソキサチオン ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ダイアジノン ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

フェニトロチオン（ＭＥＰ） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

イソプロチオラン ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

オキシン銅（有機銅） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

クロロタロニル（ＴＰＮ） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ピロピザミド ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ＥＰＮ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ジクロルボス（ＤＤＶＰ） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

イプロベンホス（ＩＢＰ） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

クロルニトルフェン（ＣＮＰ） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

トルエン ２７ １ ０ １９ ０ ０ ２ ０ ０ ４ ０ ０ ５２ １ ０

キシレン ２７ ０ ０ １９ ０ ０ ２ ０ ０ ４ ０ ０ ５２ ０ ０

フタル酸ジエチルヘキシル ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ニッケル ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

モリブデン ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

アンチモン ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ダイオキシン類 ４ ４ ０ ７ ７ ０ １ １ ０ ２ ２ ０ １４ １４ ０

�イ 要監視項目、ダイオキシン類 （単位：本）
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項 目 基 準 値

カドミウム ０．０１

全シアン 検出されないこと

鉛 ０．０１

６価クロム ０．０５

砒素 ０．０１

総水銀 ０．０００５

アルキル水銀 検出されないこと

ＰＣＢ 検出されないこと

ジクロロメタン ０．０２

四塩化炭素 ０．００２

１，２－ジクロロエタン ０．００４

１，１－ジクロロエチレン ０．０２

シス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４

１，１，１－トリクロロエタン １

１，１，２－トリクロロエタン ０．００６

トリクロロエチレン ０．０３

テトラクロロエチレン ０．０１

１，３－ジクロロプロペン ０．００２

チウラム ０．００６

シマジン ０．００３

チオベンカルブ ０．０２

ベンゼン ０．０１

セレン ０．０１

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０

ふっ素 ０．８

ほう素 １

項 目 基 準 値

クロロホルム ０．０６

トランス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４

１，２－ジクロロプロパン ０．０６

ｐ－ジクロロベンゼン ０．３

イソキサチオン ０．００８

ダイアジノン ０．００５

フェニトロチオン（ＭＥＰ） ０．００３

イソプロチオラン ０．０４

オキシン銅（有機銅） ０．０４

クロロタロニル（ＴＰＮ） ０．０５

プロピザミド ０．００８

ＥＰＮ ０．００６

ジクロルボス（ＤＤＶＰ） ０．００８

フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） ０．０３

イプロベンホス（ＩＢＰ） ０．００８

クロルニトロフェン（ＣＮＰ） －

トルエン ０．６

キシレン ０．４

フタル酸ジエチルヘキシル ０．０６

ニッケル －

モリブデン ０．０７

アンチモン －

表 水質８ 水質環境基準等

１ 人の健康の保護に関する環境基準
（単位：�／�）

２ 要監視項目及び指針値
（単位：�／�）

備考 １ 基準値は年間平均値。ただし、全シアンに係る
基準値については最高値である。

２ ＮＤは「検出されないこと」で、測定方法の欄
に掲げる方法により測定した場合において、そ
の結果が当該方法の定量限界を下回ることをい
う。
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項
目

類
型

利用目的の
適 応 性

基 準 値
該当水域水素イオン

濃度（ｐＨ）
生物化学的酸素
要求量（ＢＯＤ）

浮遊物質量
（ＳＳ）

溶存酸素量
（ＤＯ）

大腸菌群数

ＡＡ

水 道 １ 級
自然環境保全及
びＡ以下の欄に
掲 げ る も の

６．５以上８．５以下 １�／�以下 ２５�／�以下 ７．５�／�以上 ５０ＭＰＮ
／１００�以下

第１の２
の�によ
り水域類
型ごとに
指定する
水域

Ａ

水 道 ２ 級
水 産 １ 級
水浴及びＢ以下
の欄に掲げるもの

６．５以上８．５以下 ２�／�以下 ２５�／�以下 ７．５�／�以上 １，０００ＭＰＮ
／１００�以下

Ｂ

水 道 ３ 級
水 産 ２ 級
及びＣ以下の欄
に掲げるもの

６．５以上８．５以下 ３�／�以下 ２５�／�以下 ５�／�以上 ５，０００ＭＰＮ
／１００�以下

Ｃ

水 産 ３ 級
工業用水１級及
びＤ以下の欄に
掲 げ る も の

６．５以上８．５以下 ５�／�以下 ５０�／�以下 ５�／�以上 －

Ｄ
工業用水２級
農業用水及びＥ
の欄に掲げるもの

６．０以上８．５以下 ８�／�以下 １００�／�以下 ２�／�以上 －

Ｅ
工業用水３級
環 境 保 全

６．０以上８．５以下 １０�／�以下
ごみ等の浮遊が
みとめられない
こと。

２�／�以上 －

測 定 方 法

規格１２．１に定め
る方法又はガラ
ス電極を用いる
水質自動監視測
定装置によりこ
れと同程度の計
測結果の得られ
る方法

規格２１に定める
方法

付表８に掲げる
方法

規格３２に定める
方法又は隔膜電
極を用いる水質
自動監視測定装
置によりこれと
同程度の計測結
果の得られる方
法

最確数による定
量法

備 考
１ 基準値は、日間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。）
２ 農業用利水点については、水素イオン濃度６．０以上７．５以下、溶存酸素量５�／�以上とする。（湖沼もこれに準
ずる。）
３ 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的
に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう。（湖沼、海域もこれに準ず
る。）
４ 最確数による定量法とは、次のものをいう。（湖沼、海域もこれに準ずる。）試料１０�、１�、０．１�、０．０１�…
…のように連続した４段階（試料量が０．１�以下の場合は１�に希釈して用いる。）を５本ずつＢＧＬＢ醗酵管に移
殖し、３５～３７℃、４８±３時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数
を求め、これから１００�中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移殖したものの全
部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性とな
るように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験す
る。

３ 生活環境の保全に関する環境基準
� 河川（湖沼を除く。）
ア

（注） １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃 ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３ 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
〃 ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
〃 ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃 ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃 ３級：特殊の浄水操作を行うもの

５ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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項目

類型
水生生物の生息状況の適応性

基 準 値
該当水域

全 亜 鉛

生 物 Ａ
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む
水生生物及びこれらの餌生物が生息する
水域

０．０３�／�以下

第１の２の�
により水域類
型ごとに指定
する水域

生物特Ａ
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げ
る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚
仔の生育場として特に保全が必要な水域

０．０３�／�以下

生 物 Ｂ コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生
物及びこれらの餌生物が生息する水域 ０．０３�／�以下

生物特Ｂ
生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げ
る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚
仔の生育場として特に保全が必要な水域

０．０３�／�以下

測 定 方 法

規格５３に定める方法（準備操作は規格５３
に定める方法によるほか、付表９に掲げ
る方法によることができる。又、規格５３
で使用する水については付表９の１�に
よる。）

備 考
１ 基準値は年間平均値とする。

イ
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項
目

類
型

利用目的の
適 応 性

基 準 値
該当水域水素イオン

濃度（ｐＨ）
化学的酸素
要求量（ＢＯＤ）

浮遊物質量
（ＳＳ）

溶存酸素量
（ＤＯ）

大腸菌群数

ＡＡ

水 道 １ 級
水 産 １ 級
自然環境保全及
びＡ以下の欄に
掲 げ る も の

６．５以上８．５以下 １�／�以下 １�／�以下 ７．５�／�以上 ５０ＭＰＮ
／１００�以下

第１の２
の�によ
り水域類
型ごとに
指定する
水域

Ａ

水道２、３級
水 産 ２ 級
水浴及びＢ以下
の欄に掲げるもの

６．５以上８．５以下 ３�／�以下 ５�／�以下 ７．５�／�以上 １，０００ＭＰＮ
／１００�以下

Ｂ

水 産 ３ 級
工業用水１級
農業用水及びＣ
の欄に掲げるもの

６．５以上８．５以下 ５�／�以下 １５�／�以下 ５�／�以上 －

Ｃ
工業用水２級
環 境 保 全

６．０以上８．５以下 ８�／�以下
ごみ等の浮遊が
認められないこ
と。

２�／�以上 －

測 定 方 法

規格１２．１に定め
る方法又はガラ
ス電極を用いる
水質自動監視測
定装置によりこ
れと同程度の計
測結果の得られ
る方法

規格１７に定める
方法

付表８に掲げる
方法

規格３２に定める
方法又は隔膜電
極を用いる水質
自動監視測定装
置によりこれと
同程度の計測結
果の得られる方
法

最確数による定
量法

備 考
水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

� 湖沼（天然湖沼及び貯水量が１，０００万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上
である人工湖）
ア

（注） １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 ２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
３ 水産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

〃 ２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用
〃 ３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃 ２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの

５ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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項目

類型
利用目的の適応性

基 準 値
該当水域

全 窒 素 全 燐

Ⅰ 自 然 環 境 保 全 及 び Ⅱ 以 下
の 欄 に 掲 げ る も の ０．１�／�以下 ０．００５�／�以下

第１の２の�
により水域類
型ごとに指定
する水域

Ⅱ
水道１、２、３級（特殊なものを除く。）
水 産 １ 種
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの

０．２�／�以下 ０．０１�／�以下

Ⅲ 水道３級（特殊なもの）及びⅣ以下
の 欄 に 掲 げ る も の ０．４�／�以下 ０．０３�／�以下

Ⅳ 水産２種及びⅤの欄に掲げるもの ０．６�／�以下 ０．０５�／�以下

Ⅴ

水 産 ３ 種
工 業 用 水
農 業 用 水
環 境 保 全

１�／�以下 ０．１�／�以下

測 定 方 法
規格４５．２、４５．３又
は４５．４に定める方
法

規格４６．３に定める
方法

備 考
１ 基準値は、年間平均値とする。
２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものと
し、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。

３ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。

イ

（注） １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃 ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄

水操作を行うものをいう。）
３ 水産１種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用

〃 ２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用
〃 ３種：コイ、フナ等の水産生物用

４ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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項目

類型
水生生物の生息状況の適応性

基 準 値
該当水域

全 亜 鉛

生 物 Ａ
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む
水生生物及びこれらの餌生物が生息する
水域

０．０３�／�以下

第１の２の�
により水域類
型ごとに指定
する水域

生物特Ａ
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げ
る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚
仔の生育場として特に保全が必要な水域

０．０３�／�以下

生 物 Ｂ コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生
物及びこれらの餌生物が生息する水域 ０．０３�／�以下

生物特Ｂ
生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げ
る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚
仔の生育場として特に保全が必要な水域

０．０３�／�以下

測 定 方 法

規格５３に定める方法（準備操作は規格５３
に定める方法によるほか、付表９に掲げ
る方法によることができる。又、規格５３
で使用する水については付表９の１�に
よる。）

備 考
１ 基準値は年間平均値とする。

ウ
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項
目

類
型

利用目的の
適 応 性

基 準 値
該当水域水素イオン

濃度（ｐＨ）
化学的酸素
要求量（ＢＯＤ）

浮遊物質量
（ＳＳ）

溶存酸素量
（ＤＯ）

大腸菌群数

Ａ

水 産 １ 級
水 浴
自然環境保全及
びＢ以下の欄に
掲 げ る も の

７．８以上８．３以下 ２�／�以下 ７．５�／�以上 １，０００ＭＰＮ
／１００�以下

検出されないこ
と

第１の２
の�によ
り水域類
型ごとに
指定する
水域

Ｂ

水 産 ２ 級
工 業 用 水
及びＣの欄に掲
げ る も の

７．８以上８．３以下 ３�／�以下 ５�／�以上 －
検出されないこ
と

Ｃ 環 境 保 全 ７．０以上８．３以下 ８�／�以下 ２�／�以上 － －

測 定 方 法

規格１２．１に定め
る方法又はガラ
ス電極を用いる
水質自動監視測
定装置によりこ
れと同程度の計
測結果の得られ
る方法

規格１７に定める
方法（ただし、
Ｂ類型の工業用
水及び水産２級
のうちノリ養殖
の利水点におけ
る測定方法はア
ルカリ性法）

規格３２に定める
方法又は隔膜電
極を用いる水質
自動監視測定装
置によりこれと
同程度の計測結
果の得られる方
法

最確数による定
量法

付表９に掲げる
方法

備 考
１ 水産１級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数７０ＭＰＮ／１００�以下とする。
２ アルカリ性法とは、次のものをいう。
試料５０�を正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液（１０ｗ／ｖ％）１�を加え、次に過マンガン酸カ
リウム溶液（２mmol／�）１０�を正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に２０分放置する。その後、よう化カ
リウム溶液（１０ｗ／ｖ％）１�とアジ化ナトリウム溶液（４ｗ／ｖ％）１滴を加え、冷却後、硫酸（２＋１）０．５�
を加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液（１０mmol／�）ででんぷん溶
液を指示薬として滴定する。
同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりＣＯＤ値を計算する。
ＣＯＤ（Ｏ２�／�）＝０．０８×〔（ｂ）－（ａ）〕×ｆＮａ２Ｓ２Ｏ３×１０００／５０
（ａ）：チオ硫酸ナトリウム溶液（１０mmol／�）の滴定値（�）
（ｂ）：蒸留水について行った空試験値（�）
ｆＮａ２Ｓ２Ｏ３：チオ硫酸ナトリウム溶液（１０mmol／�）の力価

� 海 域
ア

（注） １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用

〃 ２級：ボラ、ノリ等の水産生物用
３ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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項目

類型
利用目的の適応性

基 準 値
該当水域

全 窒 素 全 燐

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの
（ 水 産 ２ 種 及 び ３ 種 を 除 く 。） ０．２�／�以下 ０．０２�／�以下

第１の２の�
により水域類
型ごとに指定
する水域

Ⅱ
水 産 １ 種
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの
（ 水 産 ２ 種 及 び ３ 種 を 除 く 。）

０．３�／�以下 ０．０３�／�以下

Ⅲ 水産２種及びⅣの欄に掲げるもの
（ 水 産 ３ 種 を 除 く 。 ） ０．６�／�以下 ０．０５�／�以下

Ⅳ 水 産 ３ 種 、 工 業 用 水
生 物 生 息 環 境 保 全 １�／�以下 ０．０９�／�以下

測 定 方 法 規格４５．４に定める
方法

規格４６．３に定める
方法

備 考
１ 基準値は、年間平均値とする。
２ 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものと
する。

項目

類型
水生生物の生息状況の適応性

基 準 値
該当水域

全 亜 鉛

生 物 Ａ 水生生物の生息する水域 ０．０２�／�以下 第１の２の�
により水域類
型ごとに指定
する水域生物特Ａ

生物Ａの水域のうち、水生生物の生息す
る産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場
として特に保全が必要な水域

０．０１�／�以下

測 定 方 法

規格５３に定める方法（準備操作は規格５３
に定める方法によるほか、付表９に掲げ
る方法によることができる。又、規格５３
で使用する水については付表９の１�に
よる。）

備 考
１ 基準値は年間平均値とする。

イ

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水産１種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃 ２種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
〃 ３種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

３ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

ウ
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表
第
１
の
号
番
号

水
濁
法
施
行
令
別

業 種 名

日平均排水量５０�以上
の特定事業場

日平均排水量５０�未満
の特定事業場

計

指定地域
内事業場

瀬戸内
法適用
区域外
の地域

小計

指定地域
内事業場

瀬戸内
法適用
区域外
の地域

小計
特定事
業場数

瀬戸内
法許可
対象事
業場数

大分
市内

その他
の地域

大分
市内

その他
の地域

１の２ 畜産農業又はサービス業 １ １ ２１ ３１９ ７８ ４１８ ４１９ １
２ 畜産食料品製造業 ４ ４ ４ ２８ ８ ４０ ４４ ４
３ 水産食料品製造業 ６ １ ７ １３ ９７ ３１ １４１ １４８ ６
４ 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業 ４ ５ ９ １６ １３１ ９３ ２４０ ２４９ ４
５ みそ、しょう油等製造業 ４ ４ ３ ６８ １８ ８９ ９３ ４
８ パン・菓子の製造業又は製あん業 ２ ２ ３ １２ ３ １８ ２０ ２
１０ 飲料製造業 １ ８ ４ １３ ５ ６５ ９ ７９ ９２ ９
１１ 動物系飼料又は有機質肥料の製造業 ５ ７ １２ １２
１２ 動植物油脂製造業 ２ ２ ２
１６ めん類製造業 １ １ １１ ２５ ６ ４２ ４３ １
１７ 豆腐又は煮豆の製造業 １ １ ４１ ２０８ ４７ ２９６ ２９７ １

１８の２ 冷凍調理食品製造業 ９ ９ ９
１８の３ たばこ製造業 １ １ １ １
１９ 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業 １ １ ２ ４ １ ７ ８
２１ 化学繊維製造業 １ １ １ １

２１の２ 一般製材業又は木材チップ製造業 ４ ４ ５ １２ １７ ２１
２１の３ 合板製造業 １ １ １
２２ 木材薬品処理業 ４ １ ５ ５
２３ パルプ・紙又は紙加工品の製造業 ３ １ ４ ２ ２ ６ ４

２３の２ 新聞業・出版業・印刷業又は製版業 １３ １ １４ １４
２４ 化学肥料製造業 １ ２ ３ ３
２７ ２５号及び２６号の事業以外の無機化学工業製品製造業 ３ ３ １ １ ４ ３
２８ カーバイド法アセチレン誘導品製造業 ２ ２ ２
３３ 合成樹脂製造業 １ １ ３ １ ４ ５ １
３４ 合成ゴム製造業 １ １ １
３７ ３１号から３６号までの事業以外の石油化学工業 ３ ３ １ １ ４ ３
４６ ２８号から４５号までの事業以外の有機化学工業製品製造業 １ １ ２ ２ ３ １
４７ 医薬品製造業 １ １ １ １ ２ １
４９ 農薬製造業 １ １ １ １ ２ １
５１ 石油精製業 １ １ １ １

５１の２ 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業等 １ １ １ １
５２ 皮革製造業 １ １ １
５３ ガラス又はガラス製品の製造業 １ １ １
５４ セメント製品製造業 ２６ ５０ ７ ８３ ８３
５５ 生コンクリート製造業 ３ ３ ２０ １１０ ３６ １６６ １６９ ３
５８ 窯業原料の精製業 ２ ２ ２ ２
５９ 砕石業 １ １ ２ ５ ８ ８ ２１ ２３ １
６０ 砂利採取業 １２ ６ ２ ２０ ２０
６１ 鉄鋼業 ３ ３ １ １ ４ ３
６２ 非鉄金属製造業 １ １ １ １ ２ １
６３ 金属製品製造業又は機械器具製造業 ２ ２ １ ８ ９ １１ ２

表 水質９ 水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定事業
場数（平成１６年３月３１日現在）
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表
第
１
の
号
番
号

水
濁
法
施
行
令
別

業 種 名

日平均排水量５０�以上
の特定事業場

日平均排水量５０�未満
の特定事業場

計

指定地域
内事業場

瀬戸内
法適用
区域外
の地域

小計

指定地域
内事業場

瀬戸内
法適用
区域外
の地域

小計
特定事
業場数

瀬戸内
法許可
対象事
業場数

大分
市内

その他
の地域

大分
市内

その他
の地域

６３の２ 空きびん卸売業 １ １ ２ ２
６４ ガス供給業又はコークス製造業 １ １ ２ ２ ３ １

６４の２ 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道 ６ ３ ９ ９
６５ 酸又はアルカリによる表面処理施設 ２ ３ ５ １１ １３ １ ２５ ３０ ５
６６ 電気めつき施設 １ １ ２ ６ ３６ ４２ ４４ １

６６の２ 旅館業 ３ ６７ ３６ １０６ １９４１，０６８ ２６６１，５２８１，６３４ ７０
６６の３ 共同調理場 ２ ２ ３ ８ ３ １４ １６ ２
６６の４ 弁当仕出し屋又は弁当製造業 ８ ２ １０ １０
６６の５ 飲食店 ４ ５ ７ １６ １４ ７ ７ ２８ ４４ ９
６７ 洗たく業 ２ ３ ５ ９３ １９４ ３４ ３２１ ３２６ ５
６８ 写真現像業 ２８ ６０ １０ ９８ ９８

６８の２ 病院 ２ １ ３ ５ １ ６ ９ ３
６９ と畜業又はへい獣取扱業 １ １ ２ １ １ ３ １

７０の２ 自動車分解整備事業 １１ １ １２ １２
７１ 自動式車両洗浄施設 １ １ ２５１ ３１２ ６５ ６２８ ６２９ １

７１の２ 試験研究機関 ５ １ ６ ２４ ３４ ３ ６１ ６７ ５
７１の３ 一般廃棄物処理施設 ２ ２０ ４ ２６ ２６
７１の４ 産業廃棄物処理施設 １ １ ２ ２ ４ ５ １
７１の５ トリクロロエチレン等による洗浄施設 １ １ ８ ４ １ １３ １４ １
７２ し尿処理施設 ３９ ９３ １６ １４８ ６ １９ １ ２６ １７４ １３２
７３ 下水道終末処理施設 ５ ２１ ２ ２８ ５ ５ ３３ ２６
７４ 特定事業場から排出される水の処理施設 １ １ ２ ４ ３ １ ８ １０ ２

指定地域特定施設 ５１ ５９ １１０ １７６ １３７ ３１３ ４２３ １１０
計 １２７ ３１０ ８０ ５１７１，０６３３，１０５ ７６５４，９３３５，４５０ ４３７
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区 分 １３年度 １４年度 １５年度

違反項目

有害物質 １ ０ ０

ｐＨ ９ ２ ２

ＢＯＤ ０ １ １

ＣＯＤ ４ ２ ３

ＳＳ ３ ２ ０

その他の項目 １ １ １

措置状況

一時停止命令 ０ ０ ０

改善命令 ０ ０ ０

文書指導 １６ ８ ６

対策状況

排水処理施設の新・増設 ０ ０ ０

排水処理施設の改善 ０ １ １

排水処理施設の管理強化 １５ ６ ５

下水道への接続 ０ ０ ０

特定施設等の改善 １ ０ ０

特定施設等の管理強化 ０ ０ ０

表 水質１０ 排水基準違反に対する措置状況等（大分県実施分）

（１件は原因不明）
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有 害 物 質 の 種 類
地下水の環境基準

地下浸透の防止に係る基準
（平成９年環境庁告示第１４号）

カドミウム及びその化合物 ０．０１ 検出されないこと （０．００１）

シアン化合物 検出されないこと 〃 （０．１）

鉛及びその化合物 ０．０１ 〃 （０．００５）

六価クロム化合物 ０．０５ 〃 （０．０４）

砒素及びその化合物 ０．０１ 〃 （０．００５）

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ０．０００５ 〃 （０．０００５）

アルキル水銀化合物 検出されないこと 〃 （０．０００５）

ＰＣＢ 検出されないこと 〃 （０．０００５）

ジクロロメタン ０．０２ 〃 （０．００２）

四塩化炭素 ０．００２ 〃 （０．０００２）

１，２－ジクロロエチレン ０．００４ 〃 （０．０００４）

１，１－ジクロロエチレン ０．０２ 〃 （０．００２）

シス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４ 〃 （０．００４）

１，１，１－トリクロロエタン １ 〃 （０．０００５）

１，１，２－トリクロロエタン ０．００６ 〃 （０．０００６）

トリクロロエチレン ０．０３ 〃 （０．００２）

テトラクロロエチレン ０．０１ 〃 （０．０００５）

１，３－ジクロロプロペン ０．００２ 〃 （０．０００２）

チウラム ０．００６ 〃 （０．０００６）

シマジン ０．００３ 〃 （０．０００３）

チオベンカルプ ０．０２ 〃 （０．００２）

ベンゼン ０．０１ 〃 （０．００１）

セレン ０．０１ 〃 （０．００２）

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０ －

ふっ素 ０．８ －

ほう素 １ －

表 水質１１ 地下水の環境基準と地下浸透の防止に係る基準

（単位：�／�）

備考：地下浸透の防止に係る基準の欄の（ ）内の数値は、検出されるとする濃度である。
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企 業 名
締結

（改正）
年月

排水基準値（ｐＨを除き�／�） 負荷量基準値（�／日） 備 考

水
素
イ
オ
ン
濃
度

酸
素
要
求
量

化

学

的

浮
遊
物
質
量

物
質
含
有
量

キ
サ
ン
抽
出

ノ
ル
マ
ル
ヘ

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

含

有

量

フ
ェ
ノ
ー
ル
類

シ

ア

ン

残

留

塩

素

酸
素
要
求
量

化

学

的

浮
遊
物
質
量

物
質
含
有
量

キ
サ
ン
抽
出

ノ
ル
マ
ル
ヘ

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

含

有

量

フ
ェ
ノ
ー
ル
類

シ

ア

ン

排水基準値
（ダイオキシン類：

ｐｇ－ＴＥＱ／�
その他の項目：

㎎／�）

負荷量基準値
（㎏／日）

新 日 本 製 鐵 ㈱
大 分 製 鐵 所 平１６．３

６号
７．５～８．６

４・５・９号
７．０～８．６

４・９号
１０

５・６号
５

４・９号
２０

５号８
６号５

１

４号
１２

５・６・９号
８

４・９号
０．８

５・６号
０．５

０．０５ ０．０５ ＮＤ２，３００７，１８０ ４００７，８００ ６７０ ２５ ３０

溶解性鉄 １
４号ふっ素 ４
５・６・９号ふっ素 １．５
取・排水温度差７℃以下

溶解性鉄 １，３００
ふっ素 １，０００

住 友 化 学 工 業
㈱ 大 分 工 場 平１３．１２ ５．８～８．６ ４５

（４０）
２５
（２０） ０．５ １０

（８）
５
（３） ０．２ － －３，４００１，７００ － ６８０ ２５５ － －

ＢＯＤ ２０（１５）
ふっ素 ７（６）
ジクロロメタン ０．０４
ほう素 ３
ダイオキシン類 ２
トルエン １．２
フェニトロチオン ０．００６
銅含有量 １
テトラクロロエチレン０．０２
１，２－ジクロロエタン０．０１２

ＢＯＤ １，２７５
ふっ素 ５１０

王 子 板 紙 ㈱
大 分 工 場 平１４．１１ ５．８～８．６ ７５ ３５ １ ７ ０．５ ０．４ － －３，４００１，５４０ ４５ ３００ １８ １５ － ＢＯＤ ７０

ダイオキシン類 １
ＢＯＤ ３，０５０

昭和電工㈱及び
そのグループ各社 平１５．８ １０号排水口

６．０～８．６
６
（３）

３号８
その他８
（４） ０．５

３号２
その他２
（１）

０．４
（０．２）０．０３ ＮＤ －３，０４０３，５９１ １６８１，２９０ １３８ － －

ジクロロメタン ０．０２
ダイオキシン類 １
取・排水温度差７℃以下

新 日 鐵 化 学 ㈱
大 分 製 造 所 平元．３ ６．０～８．６ １５

（１０）
１５
（１１） １ ２０

（１２）
３
（２）

０．５
（０．２） － － ４３．２ ４７．５ ４．３ ５１．８ ８．６ ０．９ －

九 州 石 油 ㈱
大 分 製 油 所 平１５．３ ６．０～８．６ １５

（１０）
１５
（１０） １ １２

（１０）
２
（１） ０．１ ＮＤ ＮＤ １５６ １５６ １５．６ １５６ １５．６ １．６ － 取・排水温度差７℃以下

九 州 電 力 ㈱
新 大 分 火 力
発 電 所

平７．７

１・２号系列
５．８～８．６

３号系列
５．８～８．６

１０
（７）
１０
（６）

１０
（７） １ ３０

（２０）
３
（２） － － ＮＤ

１・２号系列
１１．２
３号系列
１０．８

１１．２

１２．６

１．６

１．８

３２

３６

３．２

３．６

－ － 取・排水温度差７℃以下

日 鉱 金 属 ㈱
佐 賀 関 精 錬 所 平８．６ ５．８～８．６ １５

（６）
３０
（１０） １ ３

（１．５）
０．６
（０．３） － － －１，５２０２，５３３ １２６ ３８０ ７６ － －

銅 １（０．６）
亜鉛 ５（３）
カドミウム ０．０１
砒素 ０．１
鉛 ０．１
セレン ０．１

太平洋セメント㈱
津 久 見 工 場 昭４７．６ ６．０～９．０ － ５０ ５ － － － － － － － － － － － －

表
水
質
１２

水
質
関
係
公
害
防
止
協
定
値

備考 １ （ ）内は、日間平均値である。
２ 窒素含有量、りん含有量のうち＊印のついているものは、それぞれアンモニア態窒素、リン酸態リンである。
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施 策 内 容

水

質

汚

濁

の

防

止

１ 水質総量規制制度等の
実施

� 「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画」の積極的実施
� 上記施策の進捗状況及び流入負荷量の実態の把握
� 「大分県全県域汚水適正処理構想」に基づく下水道等生活排水処理施設の効果的、
計画的な整備
� 養殖漁場における投餌量等の適正化、化学肥料の使用の低減、家畜排せつ物の適正
処理等による富栄養化の防止
� 赤潮情報伝達事業による監視通報体制の強化
� 赤潮調査事業等による赤潮対策の調査研究

２ 有害化学物質等の規制
及び把握等

� 健康項目に係る水質環境基準の達成の維持
� ダイオキシン類対策特別措置法に基づく発生源の監視指導、環境基準の達成状況等
汚染実態の把握
� ＰＲＴＲ法等に基づく化学物質の排出量等の把握、管理の促進

３ 油等の汚染の防止

� 船舶及び陸上からの油等の排出防止のための関係法令等による規制の徹底と監視取
締り強化及び大分港の廃油処理施設の高度活用
� 事故による海洋汚染の未然防止のための関係法令等による規制の徹底と監視指導の
強化及び防災活動等の適切な運営
� 排出油の流出拡大を防ぐための関係法令等による規制指導、海上災害防止センター
の活用等の実施

自

然

景

観

の

保

全

１ 自然公園等の保全
� 関係法令等による規制の徹底と監視指導の強化及び公園事業、保全事業の積極的推
進
� 国立公園、国定公園、県立自然公園区域の見直し及び自然環境保全地域等の見直し

２ 緑地等の保全

� 良好な自然景観を有する沿岸地域及び島しょにおける林地の確保のための関係法令
等の規制の適正な運用
� 沿岸都市地域における緑地の確保のための都市公園設備事業、港湾環境設備事業の
積極的促進、風致地区、緑地保全地区の指定及び緑のマスタープランの策定
� 健全な森林の保護育成のための保安林整備管理事業、森林保全管理事業、緑化推進
事業の積極的推進、松くい虫防除対策、治山事業の推進
� 緑化修景のための緑化基準に即した公園緑地等の確保、緑化協定の締結等の指導

３ 史跡、名勝、天然記念
物等の保全

関係法令により文化財保存の規制の徹底及び防災施設の設置、保存修理、環境整備等の
積極的促進

４ 散乱ごみ、油等の除去
清掃船の積極的活用、海洋性廃棄物処理施設整備、沿岸漁業保全事業の推進及び関係法
令による規制の徹底と監視取締りの強化

浅
海
域
の
保
全
等

１ 藻場及び干潟の保全等
関係法令による藻場、干潟の保全のための規制措置の適切な運用、沿岸漁場整備開発事
業による人工藻場造成

２ 自然海浜の保全等
� 関係法令による自然海浜保全のための適切な運用
� 海岸環境整備事業（養浜等）による養浜事業の積極的推進

海砂利採取に当たっての環境保
全に対する配慮

海砂利の資源量、採取による環境影響等の調査の実施、海砂利に代わる骨材等の研究及
び活用

埋立に当たっての環境保全に対
する配慮

埋立の免許承認に当たっての瀬戸内海環境保全特別措置法の運用に関する基本方針の配
慮

廃棄物処理施設の整備及び処分
地の確保

廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の推進、ごみ処理施設等の計画的な整備、事業者
等に対する監視指導の強化、廃棄物の減量化、適正処理の推進

健全な水循環機能の維持・回復 流域を単位とした漁業者、林業者等関係者間の連携強化、浅海域の保全の推進

失われた良好な環境の回復 消失した自然海浜等の良好な環境を回復させる施策等の検討

下水道等の整備の促進
公共下水道事業の促進、廃棄物処理施設整備事業（し尿処理施設）の推進及び高度処理
施設の積極的導入、浄化槽の設置及び維持管理の適正化の徹底、合併処理浄化槽の普及
促進、農業・漁業集落排水処理施設の整備促進

海底及び河床の汚泥の除去等 除去基準を上回る底質の除去等の促進、底質浄化事業に関する調査等の推進

水質等の監視測定
公共用水域の常時監視の拡充強化、発生源に対する水質自動測定器の整備の促進、測定
体制の充実

環境保全に関する調査研究及び
技術の開発等

富栄養化の防止に資するための技術開発試験、赤潮発生時の海洋構造解明のための赤潮
調査事業の推進、水質測定器及び測定技術の研究

環境保全思想の普及及び住民参
加の推進

瀬戸内海の保全についての正しい認識を高めるための広報活動の実施、ごみの不法投棄
防止、浄化槽の維持管理適正化などの実践活動の普及、住民意見の反映方策の検討

表 水質１３ 瀬戸内海の環境保全に関する大分県計画の施策
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地 域 の 類 型
基 準 値

昼 間 夜 間
ＡＡ ５０以下 ４０以下

Ａ及びＢ ５５以下 ４５以下
Ｃ ６０以下 ５０以下

地 域 の 区 分
時間の区分

昼 間 夜 間
Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 ６０以下 ５５以下
Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及びＣ地域のう
ち車線を有する道路に面する地域

６５以下 ６０以下

地域の類型 基準値（単位ＷＥＣＰＮＬ）
Ⅰ ７０以下
Ⅱ ７５以下

基 準 値
昼 間 夜 間
７０以下 ６５以下

５ 騒音・振動・悪臭・交通公害関係資料
表 騒音１ 騒音に係る環境基準

� 道路に面する地域以外の地域 （単位：デシベル）

備考 １ 時間の区分は、昼間を午前６時から午後１０時までの間とし、夜間を午後１０時から翌日の午前６
時までの間とする。

２ ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏
を要する地域とする。

３ Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
４ Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
５ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

� 道路に面する地域 （単位：デシベル）

備考 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道
部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例とし
て次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

（単位：デシベル）

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め
られるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては４５デシベル以下、夜間にあっては
４０デシベル以下）によることができる。

（注） 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりそ
の範囲を特定するものとする。
� ２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 １５メートル
� ２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 ２０メートル

表 騒音２ 航空機騒音に係る環境基準

備考 １ Ⅰを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
２ Ⅱを当てはめる地域は、Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。
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時間の区分
区 域 の 区 分

時 間 の 区 分
第１種区域 第２種区域 第３種区域 第４種区域

昼間 ５０ ６０ ６５ ７０ 午前８時～午後７時
（津久見市は午前７時～午後７時）

朝・夕 ４５ ５０ ６０ ６５
午前６時～午前８時
（津久見市は午前６時～午前７時）
午後７時～午後１０時

夜 間 ４０ ４５
日田市は４０

５０
津久見市は５５

６０
大分市は５５
臼杵市は５５

午後１０時～
翌日の午前６時

規 制 項 目
区 域 の 区 分

１ 号 区 域 ２ 号 区 域

基 準 値 ８５デシベル

作 業 禁 止 時 間 午後７時～午前７時 午後１０時～午前６時

最 大 作 業 時 間 １０時間／日 １４時間／日

最 大 作 業 日 数 連続６日

作 業 禁 止 日 日曜日及び休日

表 騒音３ 特定工場等に関する騒音の規制基準
（単位：デシベル）

備考 １ 第１種区域とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域をいう。
２ 第２種区域とは、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域をいう。
３ 第３種区域とは、住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区
域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域をいう。

４ 第４種区域とは、主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活
環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域をいう。

表 騒音４ 特定建設作業に関する騒音の規制基準
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市町村名

騒 音 規 制 法 振 動 規 制 法

特定工場等に係
る区域の区分

特定建設
作業に係
る区域の
区分

告 示
年月日

施 行
年月日

特定工場
等に係る
区域の区
分

特定建設
作業に係
る区域の
区分

告 示
年月日

施 行
年月日

１種２種３種４種１号２号 １種２種１号２号
大 分 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１ ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
別 府 市 ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
中 津 市 ○ ○ ○ ○ ○ Ｈ１１．３．３１ Ｈ１１．４．１ ○ ○ ○ ○ Ｈ１１．３．３１ Ｈ１１．４．１
日 田 市 ○ ○ ○ Ｈ１０．３．２７ Ｈ１０．５．１ ○ ○ ○ Ｈ１０．３．２７ Ｈ１０．５．１
佐 伯 市 ○ ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１ ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
臼 杵 市 ○ ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１ ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
津 久 見 市 ○ ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１ ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
竹 田 市 ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
豊後高田市 ○ ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
杵 築 市 ○ ○ ○ ○ ○ Ｈ１１．３．３１ Ｈ１１．４．１ ○ ○ ○ ○ Ｈ１１．３．３１ Ｈ１１．４．１
宇 佐 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｈ１０．３．２７ Ｈ１０．５．１ ○ ○ ○ ○ Ｈ１０．３．２７ Ｈ１０．５．１
香 々 地 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
国 見 町 ○ ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
国 東 町 ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
武 蔵 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１ ○ ○ Ｈ９．３．３ Ｈ９．３．２０
安 岐 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１ ○ ○ Ｈ９．３．３ Ｈ９．３．２０
日 出 町 ○ ○ ○ ○ Ｈ９．３．３ Ｈ９．３．２０ ○ ○ ○ Ｈ９．３．３ Ｈ９．３．２０
山 香 町 ○ ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
野 津 原 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
挾 間 町 ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
庄 内 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１ ○ ○ Ｈ９．３．３ Ｈ９．３．２０
湯 布 院 町 ○ ○ ○ ○ Ｈ９．３．３ Ｈ９．３．２０ ○ ○ ○ Ｈ９．３．３ Ｈ９．３．２０
佐 賀 関 町 ○ ○ ○ ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１ ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
弥 生 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
鶴 見 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
蒲 江 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
三 重 町 ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
緒 方 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
大 野 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１ ○ ○ Ｈ９．３．３ Ｈ９．３．２０
犬 飼 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１ ○ ○ Ｈ９．３．３ Ｈ９．３．２０
久 住 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
九 重 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
玖 珠 町 ○ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１ ○ ○ ○ Ｈ９．２．１４ Ｈ９．３．１
三 光 村 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
本耶馬渓町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
耶 馬 渓 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
山 国 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１ ○ ○ Ｓ６１．３．１５ Ｓ６１．４．１
院 内 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１
安 心 院 町 ○ ○ Ｈ６．１．２１ Ｈ６．１．２１

表 騒音５ 騒音規制法及び振動規制法に基づく地域指定等市町村一覧
（平成１６年３月３１日現在）

＊ 網がけの市町は、騒音に係る環境基準の類型当てはめ地域のある１８市町
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特定施設

市町村

機

械

金
属
加
工

圧
縮
機
等

空

気

破
砕
機
等

土

石

用

織

機

製
造
機
械

建
設
用
資
材

製

粉

機

穀

物

用

機

械

木
材
加
工

抄

紙

機

印
刷
機
械

射
出
成
形
機

合
成
樹
脂
用

鋳
型
造
型
機

総

数

特
定
施
設

総

数

特
定
工
場
等

大 分 市 ６２２ ４，２１３ ３１８ ８３４ ６１ ３３３ １１ ２７６ １４ ４３ ６，７２５ ７６３
別 府 市 １７ ４５２ ２ ２ ４９ １２１ ２ ６４５ １８０
中 津 市 １７６ ５６１ １９ １１ １ ７９ ３７ ９４ １５ ９９３ １１２
日 田 市 ３７ ２４１ ４ ２ ２９３ ３３ ２４ ６３４ １３１
佐 伯 市 ９８ ４３１ ４５ ６ ９７ ５７ １ ７３５ ８６
臼 杵 市 ８ ２２０ １ ６ １２ １５ １ ２６３ ４２
津 久 見 市 ３７ ５１１ １７４ ２ ３ １ ７２８ ２５
竹 田 市 ２３ ２３ ４
豊後高田市 ３ ５１ １ ２ ４ ６１ １４
杵 築 市 ７ １１ ３８ ５６ ４
宇 佐 市 ５４ ３３ ５ ３ ８ ３ ２７ １３３ ２０
国 東 町 １ ２ ３ ２
武 蔵 町 ７ １１ ３８ ５６ ４
安 岐 町 ７ １ ２ ３１ ４１ ４
日 出 町 １３ ７１ ４ ８８ ４
佐 賀 関 町 １５ ７ ２２ ７
三 重 町 １ １ １
玖 珠 町 ２ ２ ２
合 計 １，０８１ ６，７７５ ５８２ ９０５ ９５ １ ８８０ １１ ５５１ ２６８ ６０１１，２０９ １，４０５

特定
建設作業

市町村

使
用
す
る
作
業

く
い
打
機
等
を

使
用
す
る
作
業

び
ょ
う
打
機
を

使
用
す
る
作
業

さ
く
岩
機
を

使
用
す
る
作
業

空
気
圧
縮
機
を

設
け
て
行
う
作
業

プ
ラ
ン
ト
等
を

コ
ン
ク
リ
ー
ト

使
用
す
る
作
業

バ
ッ
ク
ホ
ウ
を

使
用
す
る
作
業

シ
ョ
ベ
ル
を

ト
ラ
ク
タ
ー

使
用
す
る
作
業

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
を

合

計

大 分 市 ３５ ３７６ ４ ４１５
別 府 市 ４９ １ ３ ５３
中 津 市 １ ７ ４ １ １３
日 田 市 １ ２ １ ４
佐 伯 市 ３ ４０ １ ３５ ７９
臼 杵 市 １ １ ４ ６
津 久 見 市 ３ １７ １ １ ３ ２５
竹 田 市 ６ ６
豊後高田市 １ １
杵 築 市 １ １ ２ ４
宇 佐 市 ２ ２
湯 布 院 町 ２ １ ３
弥 生 町 １ １ ２
三 重 町 １ １ ２
合 計 ４５ ０ ４９４ １２ １ ６０ ３ ０ ６１５

表 騒音６ 騒音に係る特定施設別届出数
（平成１６年３月３１日現在）

表 騒音７ 騒音に係る特定建設作業別届出数
（平成１５年度）
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区域の区分
時間の区分

第１種区域 第２種区域 時 間 の 区 分

昼 間 ６０ ６５
午前８時～午後７時
（ただし、津久見市は午前７時～午後７時）

夜 間 ５５ ６０
午後７時～翌日の午前８時
（ただし、津久見市は午後７時～翌日の午前７時）

規制項目
区 域 の 区 分

１ 号 区 域 ２ 号 区 域

基 準 値 ７５デシベル

作業禁止時間 午後７時～翌日の午前７時 午後１０時～翌日の午前６時

最大作業時間 １０時間／日 １４時間／日

最大作業日数 連 続 ６ 日

作 業 禁 止 日 日 曜 日 及 び 休 日

表 騒音８ 振動規制基準

� 特定工場等 （単位：デシベル）

備考 「第１種区域」とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住
居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域をいう。
「第２種区域」とは、住居の用に併せて、商業、工業等の用に供されている区域であって、その区
域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等
の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動
の発生を防止する必要がある区域をいう。

� 特定建設作業

備考 大分市を除く。
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特定施設

市町村
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縮
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等
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特
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設
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特
定
工
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総
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大 分 市 ５１６ ５２５ ２０３ ７１６ ２９ ２７ １１７ ２４ ３８ ２，１９５ ３４４
別 府 市 ４９ １７ ２ ３８ ２ １０８ ５２
中 津 市 １８６ １８４ １３ ３ ４ １４ ６ １０２ ４ ５１６ ６４
日 田 市 ４ ９８ １ ２４ １２７ １０
佐 伯 市 ８１ ６４ ４６ ２０ １３ １ ２２５ ４８
臼 杵 市 １０ ９９ １ １ １ ５ １ １１８ ３５
津 久 見 市 ３５ １０６ １７４ ３１５ ２０
竹 田 市 ５８ ５８ １
豊後高田市 ３ ５１ １ ２ ４ ６１ １４
杵 築 市 ９ ２ １１ １
宇 佐 市 １７５ ３５ ２０ ２３０ ７
武 蔵 町 ７ ３８ ４５ ３
安 岐 町 １ ３１ ３２ １
佐 賀 関 町 １０ ３ １３ ７
三 重 町 １ １ １
合 計 １，０７６ １，２５１ ４４０ ７１６ ３３ ５５ １９３ ６ ２４１ ４４ ４，０５５ ６０８

特定
建設作業

市町村

くい打機等を
使用する作業

鋼球を使用して
破壊する作業

舗装版破砕機を
使用する作業

ブ レ ー カ を
使用する作業 合 計

大 分 市 ３５ ２ ２７０ ３０７
別 府 市 １ ４２ ４３
中 津 市 １ ７ ８
日 田 市 １ ３ ４
佐 伯 市 ３ ４０ ４３
臼 杵 市 ３ ３
津 久 見 市 ５ １６ ２１
杵 築 市 ３ ３
宇 佐 市 １ １
湯 布 院 町 ３ ３
合 計 ５１ ０ ３ ３８２ ４３６

表 騒音９ 振動に係る特定施設届出数
（平成１６年３月３１日現在）

表 騒音１０ 振動に係る特定建設作業届出数
（平成１５年度）
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騒音の種類

市町村

工場・事業場 建設作業 自

動

車

航

空

機

鉄

道

営

業

拡

声

機

家

庭

生

活

空

ぶ

か

し

そ

の

他

合

計

特
定
工
場
等

そ

の

他

計

作

業

特
定
建
設

そ

の

他

計

大 分 市 ３ ４８ ５１ ６ ９ １５ ４ １ １ １ ２ ５ ８０
別 府 市 ４ ４ １ ３ ４ １ ２ １ １２
中 津 市 １ １ １ ２ ３ １ ５
日 田 市 ２ １ ３ １ １ １ ２ ７ １ １５
佐 伯 市 １ ５ ６ １ １ ２ １ １ １０
臼 杵 市 ０ １ １ １
津 久 見 市 １ １ １ １ ２
宇 佐 市 ２ ２ ０ ２
安 岐 町 ０ ０ １ １
庄 内 町 １ １
合 計 ６ ６２ ６８ １０ １７ ２７ ７ １ ０ ３ １ １２ ３ ７ １２９

振動の種類

市町村
工場事業場 建設作業 道路交通 鉄 道 そ の 他 合 計

大 分 市 ３ ２ ５
別 府 市 １ １ ２
中 津 市 １ １
佐 伯 市 １ １
津 久 見 市 １ １ ２
合 計 ３ ５ ３ ０ ０ １１

表 騒音１１ 騒音種類別苦情件数
（平成１５年度）

表 振動１２ 振動に係る苦情件数
（平成１５年度）
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市町村名
地域の
類 型

測 定
地点数

環境基準適合地点 時間区分毎の環境基準適合状況
昼 間 夜 間

地点数 適合率（％） 地点数 適合率（％） 地点数 適合率（％）

大 分 市

Ａ ３３ ３１ ９４ ３２ ９７ ３２ ９７
Ｂ １７ １６ ９４ １７ １００ １６ ９４
Ｃ ２ ２ １００ ２ １００ ２ １００
計 ５２ ４９ ９４ ５１ ９８ ５０ ９６

別 府 市

Ａ ５ ５ １００ ５ １００ ５ １００
Ｂ ９ ９ １００ ９ １００ ９ １００
Ｃ ７ ６ ８６ ７ １００ ６ ８６
計 ２１ ２０ ９５ ２１ １００ ２０ ９５

中 津 市

Ａ ２ ２ １００ ２ １００ ２ １００
Ｂ ５ ５ １００ ５ １００ ５ １００
Ｃ ３ ３ １００ ３ １００ ３ １００
計 １０ １０ １００ １０ １００ １０ １００

日 田 市

Ａ １ １ １００ １ １００ １ １００
Ｂ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
Ｃ １ １ １００ １ １００ １ １００
計 ３ ２ ６７ ２ ６７ ２ ６７

佐 伯 市

Ａ １ １ １００ １ １００ １ １００
Ｂ ２ ２ １００ ２ １００ ２ １００
Ｃ － － － － － － －
計 ３ ３ １００ ３ １００ ３ １００

津 久 見 市

Ａ － － － － － － －
Ｂ ６ ３ ５０ ６ １００ ３ ５０
Ｃ ７ ６ ８６ ６ ８６ ６ ８６
計 １３ ９ ６９ １２ ９２ ９ ６９

豊後高田市

Ａ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０
Ｂ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
Ｃ － － － － － － －
計 ８ ０ ０ ０ ０ ０ ０

杵 築 市

Ａ ４ ４ １００ ４ １００ ４ １００
Ｂ ２ ２ １００ ２ １００ ２ １００
Ｃ ４ ４ １００ ４ １００ ４ １００
計 １０ １０ １００ １０ １００ １０ １００

宇 佐 市

Ａ １ １ １００ １ １００ １ １００
Ｂ ３ ３ １００ ３ １００ ３ １００
Ｃ １ １ １００ １ １００ １ １００
計 ５ ５ １００ ５ １００ ５ １００

国 東 町

Ａ ２ ２ １００ ２ １００ ２ １００
Ｂ － － － － － － －
Ｃ ２ ２ １００ ２ １００ ２ １００
計 ４ ４ １００ ４ １００ ４ １００

日 出 町

Ａ ３ ３ １００ ３ １００ ３ １００
Ｂ １ １ １００ １ １００ １ １００
Ｃ － － － － － － －
計 ４ ４ １００ ４ １００ ４ １００

佐 賀 関 町

Ａ ２ ２ １００ ２ １００ ２ １００
Ｂ ３ １ ３３ １ ３３ ０ ０
Ｃ ２ １ ５０ １ ５０ ０ ０
計 ７ ４ ５７ ４ ５７ ２ ２９

合 計

Ａ ６１ ５２ ８５ ５３ ８７ ５３ ８７
Ｂ ５０ ４２ ８４ ４６ ９２ ４１ ８２
Ｃ ２９ ２６ ９０ ２７ ９３ ２５ ８６
計 １４０ １２０ ８６ １２６ ９０ １１９ ８５

表 騒音１３ 一般環境騒音調査結果
（平成１５年度）

備考 調査は下記の機関による。
大分市環境対策課、別府市環境安全課、中津市生活環境課、日田市環境課、佐伯市生活環境課、津
久見市環境保全課、豊後高田市保健衛生課、杵築市保険衛生課、宇佐市環境対策課、国東町保健環
境課、日出町生活環境課、佐賀関町環境保全課
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道 路 名 測 定 地 点 測定開始
年 月 日

測定終了
年 月 日

環
境
基
準
類
型

騒
音
規
制
区
分

車

線

数

環 境 基 準 要請限度

測定結果
（等価騒音レベル・dB）

環境基準値
（dB）

等価騒音レベル
（dB）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

大分自動車道

大分市大石町５丁目３
－１Ａ ２００４／２／２５ ２００４／２／２６ Ｂ ２ ４ ５３ ４６ ７０ ６５ ７５ ７０

大分市大字荏隈１－３ ２００４／２／２５ ２００４／２／２６ Ｂ ２ ４ ５６ ５１ ７０ ６５ ７５ ７０

大分市大字金谷迫
７３６－１ ２００４／２／２６ ２００４／２／２７ Ｂ ２ ４ ５９ ４８ ７０ ６５ ７５ ７０

大分市大字金谷迫
７７５－２ ２００４／２／２６ ２００４／２／２７ Ｂ ２ ４ ５８ ５０ ７０ ６５ ７５ ７０

国道１０号線

大分市生石４丁目３－
４ ２００３／１０／７ ２００３／１０／１０ Ｃ ３ ６

７５ ▲７２ － － ７５ ７０

△７６ △７２ ７０ ６５ － －

大分市大字古国府
５１７－１ ２００３／１０／１６ ２００３／１０／１７ Ｃ ３ ２ ６６ ６２ ７０ ６５ ７５ ７０

大分市大字宮崎９１６
－１ ２００３／１２／９ ２００３／１２／１２ Ｃ ３ ４

７１ ６９ － － ７５ ７０

７０ △６９ ７０ ６５ － －

大分市大字中判田
１５２０－１ ２００３／１０／２３ ２００３／１０／２４ Ｂ ２ ２ △７４ ＊▲７２ ７０ ６５ ７５ ７０

大分市中戸次５８８２－
１０ ２００３／１０／２３ ２００３／１０／２４ Ｃ ３ ４ ６８ ６４ ７０ ６５ ７５ ７０

別府市北的ヶ浜町 ２００３／１０／１６ ２００３／１０／１７ Ｃ ３ ６ ６８ ６５ ７０ ６５ ７５ ７０

別府市京町１１－１ ２００３／１１／１７ ２００３／１１／１８ Ｃ ３ ７ ６９ △６６ ７０ ６５ ７５ ７０

別府市浜町１０ ２００３／１１／１７ ２００３／１１／１８ Ｃ ３ ６ ７０ △６６ ７０ ６５ ７５ ７０

中津市下池永４３６ ２００３／１１／１２ ２００３／１１／１３ Ｃ ３ ２ △７１ △６８ ７０ ６５ ７５ ７０

中津市中央町１－２－
１０ ２００３／１１／１０ ２００３／１１／１１ Ｃ ３ ４ △７１ △６７ ７０ ６５ ７５ ７０

中津市大字一ツ松
２２３ ２００３／１２／１ ２００３／１２／２ Ｃ ３ ２ △７２ △６８ ７０ ６５ ７５ ７０

中津市中央町１丁目２
－５ ２００３／１２／１ ２００３／１２／２ Ｃ ３ ４ ６９ ６５ ７０ ６５ ７５ ７０

宇佐市大字岩崎１１７７
－１ ２００４／２／４ ２００４／２／５ Ｂ ２ ２ △７５ ＊▲７３ ７０ ６５ ７５ ７０

宇佐市大字南宇佐
２１２４－５ ２００４／３／６ ２００４／３／７ Ｃ ２ ２ ６８ △６ ７０ ６５ ７５ ７０

宇佐市大字四日市
９００－４ ２００４／２／１７ ２００４／２／１８ Ｂ ２ ２ ６８ △６６ ７０ ６５ ７５ ７０

日出町１８５５番地 ２００４／３／１２ ２００４／３／１９ Ｃ ２ ４ ＊▲７６ ＊▲７１ ７０ ６５ ７５ ７０

日出町大字豊岡３０８
番地 ２００４／３／１２ ２００４／３／１９ Ｃ ２ ４ △７３ ６５ ７０ ６５ ７５ ７０

日出町大字日出１７９６ ２００３／１１／１３ ２００３／１１／１４ Ｃ ２ ４ ７０ △６７ ７０ ６５ ７５ ７０

国道５７号線
竹田市大字会 １々２５７ ２００４／２／１６ ２００４／２／１７ Ｃ ３ ２ △７１ △６７ ７０ ６５ ７５ ７０

竹田市大字拝田原
２１２ ２００４／２／１６ ２００４／２／１７ Ｃ ３ ２ ６８ ６３ ７０ ６５ ７５ ７０

国道１９７号線 大分市城原４５７ ２００３／１０／２３ ２００３／１０／２４ Ｂ ２ ２ △７１ △６６ ７０ ６５ ７５ ７０

表 騒音１４ 道路に面する地域の騒音測定結果
（平成１５年度）
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道 路 名 測 定 地 点 測定開始
年 月 日

測定終了
年 月 日

環
境
基
準
類
型

騒
音
規
制
区
分

車

線

数

環 境 基 準 要請限度

測定結果
（等価騒音レベル・dB）

環境基準値
（dB）

等価騒音レベル
（dB）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

国道１９７号線

佐賀関町大字志生木
２５ ２００３／１２／９ ２００３／１２／１０ Ｂ ２ ２ ６６ ５６ ７０ ６５ ７５ ７０

佐賀関町大字関７５０
－６８ ２００３／１２／１０ ２００３／１２／１１ Ｃ ３ ２ ７０ ６２ ７０ ６５ ７５ ７０

佐賀関町大字関２２２５ ２００４／３／２４ ２００４／３／２５ Ｃ ３ ２ ６７ ６０ ７０ ６５ ７５ ７０

佐賀関町大字神崎
８４４ ２００４／２／２４ ２００４／２／２５ Ｂ ２ ２ ５４ ４２ ７０ ６５ ７５ ７０

国道２１０号線

大分市大道町４丁目５
－３０ ２００３／１０／７ ２００３／１０／８ Ｃ ３ ５ △７１ △６８ ７０ ６５ ７５ ７０

大分市大字羽屋１９９
－１ ２００３／１２／１６ ２００３／１２／１９ Ｃ ３ ６

７３ ▲７１ － － ７５ ７０

△７３ △７０ ７０ ６５ － －

大分市大字田原８８５ ２００３／１０／９ ２００３／１０／１０ Ｂ ２ ２ △７１ △６８ ７０ ６５ ７５ ７０

日田市石井３丁目５５６
－１ ２００４／３／１５ ２００４／３／１６ Ｂ ２ ２ ７０ △６８ ７０ ６５ ７５ ７０

挾間町大字挾間１０４
－１ ２００３／１１／１１ ２００３／１１／１２ Ｃ ３ ２ △７１ △６８ ７０ ６５ ７５ ７０

挾間町大字挾間７４２
－５ ２００３／１１／１１ ２００３／１１／１２ Ｃ ３ ２ △７４ △７０ ７０ ６５ ７５ ７０

玖珠町塚脇７１２－３ ２００４／２／１８ ２００４／２／１９ Ｃ ３ ２ ６９ △６６ ７０ ６５ ７５ ７０

玖珠町山田５１－１ ２００４／２／１８ ２００４／２／１９ Ｂ ２ ２ ６８ ６５ ７０ ６５ ７５ ７０

国道２１２号線 日田市玉川町６５４－７ ２００４／３／８ ２００４／３／９ Ｃ ３ ４ ６６ ６１ ７０ ６５ ７５ ７０

国道２１３号線

豊後高田市高田２０２６
－１ ２００４／１／１９ ２００４／１／２０ Ｃ ３ ２ ６７ ６１ ７０ ６５ ７５ ７０

豊後高田市高田１８４０
－３ ２００４／１／１９ ２００４／１／２０ Ｃ ３ ２ ７０ ６３ ７０ ６５ ７５ ７０

豊後高田大字高田
１８２４－３ ２００４／２／２６ ２００４／２／２７ Ｃ ３ ２ ６９ ６１ ７０ ６５ ７５ ７０

豊後高田市大字新栄
５－２ ２００４／２／１５ ２００４／２／１６ Ｃ ３ ２ ６６ ６０ ７０ ６５ ７５ ７０

杵築市大字猪尾７６－
７ ２００３／１１／２０ ２００３／１１／２０ Ｂ ２ ２ △７３ △６６ ７０ ６５ ７５ ７０

杵築市大字猪尾７７７ ２００３／１１／２０ ２００３／１１／２０ Ｃ ３ ２ ６３ ５９ ７０ ６５ ７５ ７０

杵築市大字大内４５３７ ２００３／１１／１９ ２００３／１１／１９ Ｂ ２ ２ ６８ ６３ ７０ ６５ ７５ ７０

杵築市大字杵築６６５
－４６５ ２００３／１１／１９ ２００３／１１／１９ Ｂ ２ ２ ５９ ５５ ７０ ６５ ７５ ７０

国東町大字小原１２１
－４ ２００３／１１／１３ ２００３／１１／１４ Ｃ ３ ２ ６７ ６４ ７０ ６５ ７５ ７０

国東町大字田深２８０
－２ ２００３／１１／１３ ２００３／１１／１４ Ｃ ３ ２ ６６ ５９ ７０ ６５ ７５ ７０

国東町大字鶴川１９０５
－１ ２００３／１１／１３ ２００３／１１／１４ Ｃ ３ ２ ６４ ６１ ７０ ６５ ７５ ７０

日出町大字川崎１６９１
番地 ２００４／３／１２ ２００４／３／１９ Ｃ ２ ４ △７１ △６６ ７０ ６５ ７５ ７０

日出町大字川崎３４－
２ ２００３／１１／１３ ２００３／１１／１４ Ｃ ２ ４ ７０ ６３ ７０ ６５ ７５ ７０
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道 路 名 測 定 地 点 測定開始
年 月 日

測定終了
年 月 日

環
境
基
準
類
型

騒
音
規
制
区
分

車

線

数

環 境 基 準 要請限度

測定結果
（等価騒音レベル・dB）

環境基準値
（dB）

等価騒音レベル
（dB）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

国道２１７号線

佐伯市大字戸穴３１１ ２００３／１０／６ ２００３／１０／７ Ｂ ２ ２ ５５ ４６ ７０ ６５ ７５ ７０

佐伯市鶴岡町１－１－
１８ ２００３／１０／２０ ２００３／１０／２１ Ｃ ３ ２ ６８ ６４ ７０ ６５ ７５ ７０

津久見市セメント町
１５ ２００３／１２／２ ２００３／１２／３ Ｃ ３ ２ ６８ ６０ ７０ ６５ ７５ ７０

津久見市中町４－３２ ２００３／１２／４ ２００３／１２／５ Ｃ ３ ２ ＊▲７６ △７０ ７０ ６５ ７５ ７０

佐賀関町大字一尺屋
２０３７ ２００３／１２／１８ ２００３／１２／１９ Ａ ２ ２ ６０ ４８ ７０ ６５ ７０ ６５

国道３８７号線 宇佐市大字樋田２０－
１ ２００４／３／１ ２００４／３／３ Ｃ ３ ２ ６４ ５４ ７０ ６５ ７５ ７０

国道３８８号線

佐伯市池船町１８－２０ ２００３／１０／１６ ２００３／１０／１７ Ｂ ２ ２ ６５ ６０ ７０ ６５ ７５ ７０

佐伯市駅前２－４－２６ ２００３／１０／９ ２００３／１０／１０ Ｃ ３ ５ ６２ ５６ ７０ ６５ ７５ ７０

佐伯市中村南町１－１ ２００３／１０／２３ ２００３／１０／２４ Ｃ ３ ２ ６７ ６０ ７０ ６５ ７５ ７０

国道４４２号線
大分市大字奥田４４２ ２００３／１０／７ ２００３／１０／８ Ｃ ３ ３ ７０ ６５ ７０ ６５ ７５ ７０

大分市大字木上４３１
－８ ２００３／１０／９ ２００３／１０／１０ Ｂ ２ ２ ６５ ５８ ７０ ６５ ７５ ７０

国道５００号線 別府市石垣東１０丁目
７－６ ２００３／９／３０ ２００３／１０／１ Ｃ ３ ４ ６４ ５８ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
大分臼杵線

大分市錦町２丁目１１
－２２ ２００３／１０／２１ ２００３／１０／２２ Ｃ ３ ５ ６５ ６０ ７０ ６５ ７５ ７０

大分市明野北１丁目２ ２００３／１０／２１ ２００３／１０／２２ Ａ ２ ３ ６５ ６１ ７０ ６５ ７０ ６５

県 道
大在大分港線

大分市中島東３丁目３
－１９ ２００３／１０／７ ２００３／１０／８ Ｃ ３ ６ △７２ △６７ ７０ ６５ ７５ ７０

大分市向原西２丁目１
－３１ ２００３／１０／２１ ２００３／１０／２２ Ｃ ３ ６ △７３ △６８ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
中津高田線

中津市豊田町１４－３８ ２００３／１１／７ ２００３／１１／８ Ｃ ３ ４ ６２ ５８ ７０ ６５ ７５ ７０

中津市中殿５１２ ２００３／１１／５ ２００３／１１／６ Ｃ ３ ２ ６９ ６４ ７０ ６５ ７５ ７０

中津市中殿５７１ ２００３／１１／６ ２００３／１１／７ Ｃ ３ ２ ６８ ６２ ７０ ６５ ７５ ７０

宇佐市大字長洲６７５ ２００４／２／２４ ２００４／２／２５ Ｃ ３ ２ ６４ ５６ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
豊後高田国東線 国東町大字田深７４１ ２００３／１１／１３ ２００３／１１／１４ Ｂ ２ ２ ６２ ５６ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
豊後高田安岐線

豊後高田大字高田
１３３７－５ ２００４／２／２１ ２００４／２／２２ Ｃ ３ ２ ６４ ５４ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
佐伯津久見線

津久見市大字津久見
８０８ ２００３／１２／８ ２００３／１２／９ Ｂ ２ ２ ６７ ６０ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
宇佐本耶馬渓線

宇佐市大字川部８４１
－１ ２００４／２／２０ ２００４／２／２２ Ｂ ２ ２ ６９ ６２ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
日田玖珠線

日田市上城内町１１１９
－４ ２００４／２／１２ ２００４／２／１３ Ｃ ３ ２ ６４ ５５ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
別府庄内線 別府市光町２２番２５号 ２００３／１０／９ ２００３／１０／１０ Ｃ ３ ２ ６４ ５７ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
中津吉冨線 中津市殿町１３８５ ２００３／１１／４ ２００３／１１／５ Ｃ ３ ２ ６６ ６０ ７０ ６５ ７５ ７０
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道 路 名 測 定 地 点 測定開始
年 月 日

測定終了
年 月 日

環
境
基
準
類
型

騒
音
規
制
区
分

車

線

数

環 境 基 準 要請限度

測定結果
（等価騒音レベル・dB）

環境基準値
（dB）

等価騒音レベル
（dB）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

県 道
中津吉冨線 中津市宮夫５８－１ ２００３／１１／１１ ２００３／１１／１２ Ａ ２ ２ ６６ ６０ ７０ ６５ ７０ ６５

県 道
東下中津線 中津市上宮永２９９ ２００３／１１／１７ ２００３／１１／１８ Ａ ２ ２ ６４ ５４ ７０ ６５ ７０ ６５

県 道
鶴崎大南線 大分市大字森５００ ２００３／１０／２３ ２００３／１０／２４ Ｃ ３ ２ ６７ ６１ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
別府山香線 別府市馬場１組１ ２００３／１０／３０ ２００３／１０／３１ Ｃ ２ ２ ５８ ５２ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
藤原杵築線

杵築市大字杵築７４０ ２００３／１１／１９ ２００３／１１／１９ Ｃ ３ ２ ６７ ５９ ７０ ６５ ７５ ７０

杵築市大字杵築８７８ ２００３／１１／２０ ２００３／１１／２０ Ｂ ２ ２ ６６ ５７ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
万田四日市線 中津市大悟法６３１－６ ２００３／１１／１４ ２００３／１１／１５ Ｃ ３ ２ ６７ ６０ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
田尻臨海線 中津市田尻１１０１ ２００３／１１／１３ ２００３／１１／１４ Ｂ ２ ２ ７０ ６４ ７０ ６５ ７５ ７０

県 道
松岡日岡線

大分市明野東３丁目
１９－５ ２００３／１０／２１ ２００３／１０／２２ Ａ １ ２ ６５ ５８ ７０ ６５ ７０ ６５

県 道
別府湯布院線

湯布院町川上３６３６－
１ ２００３／１２／３ ２００３／１２／４ Ｂ ２ ２ △７２ ６４ ７０ ６５ ７５ ７０

湯布院町川上３０６６－
１ ２００３／１２／３ ２００３／１２／４ Ｃ ３ ２ ６９ ６３ ７０ ６５ ７５ ７０

市 道
下郡宮崎大通り線 大分市大字片島３５１ ２００３／１０／９ ２００３／１０／１０ Ｃ ３ ４ △７４ △７０ ７０ ６５ ７５ ７０

市 道
富士見通鳥居線 別府市幸町２－６ ２００３／１０／２３ ２００３／１０／２４ Ｃ ３ ４ ６６ ５９ ７０ ６５ ７５ ７０

市 道
山田関の江線

別府市石垣東１丁目６
－２４ ２００３／９／２５ ２００３／９／２６ Ｃ ３ ４ ６６ ５８ ７０ ６５ ７５ ７０

市 道
大原日田線

日田市田島２丁目６－
１ ２００４／３／２４ ２００３／３／２６ Ｃ ３ ２ ５９ ５１ ６５ ６０ ７５ ７０

市 道
玉津海岸線

豊後高田市大字御玉
９４ ２００４／２／２２ ２００４／２／２３ Ｂ ２ ２ ５８ ４８ ６５ ６０ ７５ ７０

市 道
市駅錦江橋線 杵築市大字杵築１３３ ２００３／１１／１９ ２００３／１１／１９ Ｃ ２ ２ ４８ ４０ ６５ ６０ ７５ ７０

市 道
本町田平線

杵築市大字南杵築
２９９ ２００３／１１／２０ ２００３／１１／２０ Ｃ ２ ２ ４８ ４１ ６５ ６０ ７５ ７０

市道１１７号線
（四日市樋田線） 宇佐市大字閤３９５ ２００４／３／３ ２００４／３／５ Ｃ ３ ２ △６７ △６３ ６５ ６０ ７５ ７０

市道１２０号線
（八幡四日市線） 宇佐市大字四日市６５ ２００４／２／１６ ２００４／２／１７ Ｃ ３ ２ ６２ ５８ ６５ ６０ ７５ ７０

市道２４３号線
（神子山海岸線）

宇佐市大字紙子山新
田３９－１０ ２００４／２／１０ ２００４／２／１１ Ｂ ２ ２ ５９ ４９ ６５ ６０ ７５ ７０

町 道
日出中央線 日出町２５１９番地 ２００４／３／７ ２００４／３／１９ Ｃ ２ ２ △６７ △６１ ６５ ６０ ７５ ７０

町 道
金山・秋の江線 佐賀関町大字関２１７８ ２００４／３／２９ ２００４／３／２０ Ｃ ３ ２ ６２ ５５ ６５ ６０ ７５ ７０

備考 １ 調査は下記の機関による大分市環境対策課、別府市環境安全課、中津市生活環境課、日田市環
境課、佐伯市生活環境課、津久見市環境保全課、豊後高田市保健衛生課、杵築市保険衛生課、宇
佐市環境対策課、国東町保健環境課、日出町生活環境課、佐賀関町環境保全課

２ 網掛け部分は大分県環境保全課の常時監視測定結果である。
３ △は環境基準値を超過するもの。▲は要請限度を超過する騒音レベルを示す。

（要請限度は３日間の測定で評価を行わなければならないため、＊を付したものは参考までの
評価とする）

４ 日出町生活環境課による調査は３月１２日に昼間の測定を、３月１９日に夜間の測定を実施したも
の。
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調査地点 調 査 場 所 地域類型 調査結果（単位 ＷＥＣＰＮＬ）

Ｎｏ．１ 武蔵町大字古市３６７ Ⅱ ６３

Ｎｏ．２ 武蔵町大字糸原３１８５－２ Ⅱ ６７

Ｎｏ．３ 安岐町大字下原６２９－１ Ⅱ ６３

Ｎｏ．４ 武蔵町大字内田１６７７ Ⅰ ５２

Ｎｏ．５ 武蔵町大字糸原４９０ Ⅰ ５６

Ｎｏ．６ 安岐町大字下原２９７３－１ Ⅰ ５５

Ｎｏ．７ 安岐町大字塩屋１７５４ Ⅰ ５４

発生源区分

市町村

畜

産

農

業

製

造

工

場

資
料
・
肥
料

食
品
製
造
工
場

化

学

工

場

製

造

工

場

そ

の

他

の

そ

の

他

サ
ー
ビ
ス
業

移
動
発
生
源

建
設
作
業
現
場

下

水

用

水

ゴ
ミ
集
積
所

ア
パ
ー
ト
・
寮

個
人
住
宅
・

不

明

野

外

焼

却

合

計

大 分 市 ６ １ １ ４ １８ ４ ６ １４ １６ ８ ７８
別 府 市 ２ ３ ３ ８ １６
中 津 市 １ １ １ １ ３ １ １１ １９
日 田 市 ５ １ １ １ ３ １ １２
佐 伯 市 １ ２ １ ３ １ １ １４ ２３
臼 杵 市 ３ ３
津 久 見 市 １ １ １ ３
豊後高田市 ２ １ ２ １ ６
宇 佐 市 ２ １ ６ ９
庄 内 町 ２ １ ３
佐 賀 関 町 ７ ７
三 重 町 ５ ５
三 光 村 １ １
合 計 ２２ ０ ３ ２ ８ ２３ ０ ６ １９ ０ ２０ １８ ６４ １８５

臭気強度 内 容

０ 無臭

１ やっと感知できるにおい（検知閾値濃度）

２ 何のにおいであるかがわかる弱い臭い（認知閾値濃度）

３ らくに感知できるにおい

４ 強いにおい

５ 強烈なにおい

表 騒音１５ 航空機騒音実態調査結果
（平成１５年度）

表 悪臭１６ 悪臭に係る苦情件数
（平成１５年度）

表 悪臭１７ 六段階臭気強度表示法
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市 町 村 名 称

別 府 市 別府八湯の湯けむり

野 津 原 町 大分野津原香りの森

臼 杵 市
竹 田 市

臼杵・竹田の城下町のカボス

久 住 町
九 重 町

くじゅう四季の草原
野焼きのかおり

悪 臭 物 質 規制基準 悪 臭 物 質 規制基準

アンモニア １ イソバレルアルデヒド ０．００３

メチルメルカプタン ０．００２ イソブタノール ０．９

硫化水素 ０．０２ 酢酸エチル ３

硫化メチル ０．０１ メチルイソブチルケトン １

二硫化メチル ０．００９ トルエン １０

トリメチルアミン ０．００５ スチレン ０．４

アセトアルデヒド ０．０５ キシレン １

プロピオンアルデヒド ０．０５ プロピオン酸 ０．０３

ノルマルブチルアルデヒド ０．００９ ノルマル酪酸 ０．００１

イソブチルアルデヒド ０．０２ ノルマル吉草酸 ０．０００９

ノルマルバレルアルデヒド ０．００９ イソ吉草酸 ０．００１

特定悪臭物質（＊）の種類ごとに次の式により算出した流量

ｑ＝０．１０８×Ｈｅ２×Ｃｍ

ｑ 悪臭物質の流量（０℃、１気圧での�／時）
Ｈｅ 補正された気体排出口の高さ（ｍ）
Ｃｍ 敷地境界における規制基準（ｐｐｍ）

＊ アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、
イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、
酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン

表 悪臭１８ かおり風景１００選選定地点（県内）

表 悪臭１９ 悪臭防止法に基づく規制基準

１ 敷地境界線の地表における規制基準 （単位：ppm）

２ 排出口における規制基準
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図 悪臭２０ 畜産環境保全指導体制

大分県農林水産部畜産振興課衛生飼料室

大分県畜産環境保全推進指導協議会

地域畜産環境保全推進指導協議会

�振興局農業振興普及センター（事務局）
�家畜保健衛生所
�畜産試験場
�市町村
�畜産関係団体等

構成員
�市町村（事務局）
�畜産関係団体等
�振興局農業振興普及センター
�家畜保健衛生所

内 容
�市町村畜産経営環境対策の策定
�畜産環境汚染問題発生に対する
適切な措置、指導
�家畜ふん尿等の適切な処理及び
利用の推進等

推
進
指
導
協
議
会

市
町
村
畜
産
環
境
保
全

普及、指導

実態調査、巡回指導

畜産農家
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バイオマス利活用フロンティア整備事業（畜産非公共）
（県：地球にやさしい畜産確立対策事業）
家畜排せつ物処理施設整備事業

肉用牛経営活性化施設整備推進事業

図 悪臭２１ 畜産環境対策推進体制

大分県環境保全型
畜産確立基本方針

県畜産振興課
衛生飼料室

バイオマス利活用
フロンティア推進事業
（県推進事業）

地域畜産環境
保全推進指導
協議会
（１２ヶ所）

畜産環境対策

農 業 生 産
基 盤 整 備

畜産基盤再編総合整備事業（畜産公共）
（県：担い手育成畜産基盤総合整備事業）

農村生活環境
基盤整備事業

集落環境管理施設整備事業
（中山間地域総合整備事業）

リース事業 畜産環境整備リース事業

融 資 対 策
農林漁業金融公庫資金
（畜産経営環境調和推進資金）
農業改良資金
農業近代化資金
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区 分

種 類

発生量 有償
物量

排出量 自己中間処理量 自己未処理量 搬出量 自己最終処分量
自己中間処理後量 （処理先地域の内訳）

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳）
県内 県外再 生

利用量
自己最終
処 分 量

委託中間
処 理 量

委 託 直 接
最終処分量

その
他量

再 生
利用量

自己最終
処 分 量

委託中間
処 理 量

委 託 直 接
最終処分量

その
他量

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ）（Ｅ１）（Ｅ２）（Ｅ３）（Ｅ４）（Ｅ５）（Ｇ）（Ｇ１）（Ｇ２）（Ｇ３）（Ｇ４）（Ｇ５）（Ｈ） （Ｉ）（Ｉ１）（Ｉ２）
合 計 ７，６７９，５８９ ４，０５６，３８８ ３，６２３，２０１ ２，６６４，００８ １，１２１，１４４ １，００６，５１７ １２，５０８ ９０，２９２ １１，８２７ ０ ９５９，１９３ ７８６ ５１，３２７ ８２３，５１２ ８２，７６７ ８０１ １，０７３，０３４ ６３，８３５ ６３，８３５ ０

燃 え 殻 １３，７０３ ８１２ １２，８９１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １２，８９１ ０ ０ １２，８１４ ７７ ０ １２，８９１ ０ ０ ０

汚 泥 １，６４０，８８５ ３１９，８８３ １，３２１，００２ １，２５３，６０１ ８７，６７７ １，８８９ １２，２４８ ６６，１４４ ７，３９６ ０ ６７，４０１ ２９４ ２３，８６６ ４０，４７９ ２，７６２ ０ １５２，８９５ ３６，１１４ ３６，１１４ ０

有機性汚泥 ９９８，４９３ １，５１８ ９９６，９７５ ９８７，７８７ ５２，６３９ １，８２０ ０ ４５，３８６ ５，４３３ ０ ９，１８８ ０ １，１４１ ７，８４９ １９８ ０ ６０，００７ １，１４１ １，１４１ ０

無機性汚泥 ６４２，３９２ ３１８，３６５ ３２４，０２７ ２６５，８１４ ３５，０３８ ６９ １２，２４８ ２０，７５８ １，９６３ ０ ５８，２１３ ２９４ ２２，７２５ ３２，６３０ ２，５６４ ０ ９２，８８８ ３４，９７３ ３４，９７３ ０

廃 油 ２２，６１７ １５０ ２２，４６７ ８，３２７ ８７８ ３７９ ０ ４９９ ０ ０ １４，１４０ ０ ０ １４，０５１ ８９ ０ １４，６３９ ０ ０ ０

一 般 廃 油 １９，５１３ １５０ １９，３６３ ８，２４６ ８３８ ３７９ ０ ４５９ ０ ０ １１，１１７ ０ ０ １１，０２９ ８８ ０ １１，５７６ ０ ０ ０

廃 溶 剤 ２，２４５ ０ ２，２４５ １０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２，２３５ ０ ０ ２，２３５ ０ ０ ２，２３５ ０ ０ ０

固 形 油 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

油 で い ６６２ ０ ６６２ ７０ ４０ ０ ０ ４０ ０ ０ ５９２ ０ ０ ５９２ ０ ０ ６３２ ０ ０ ０

油付着物類 １９７ ０ １９７ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １９６ ０ ０ １９５ １ ０ １９６ ０ ０ ０

廃 酸 ８８，８９４ ５ ８８，８８９ ７４，０６６ １６，３１９ １，０８７ ０ １２，６３２ ２，６００ ０ １４，８２３ ０ ０ １４，７０６ １１７ ０ ３０，０５５ ０ ０ ０

廃 ア ル カ リ ５３，４４４ ０ ５３，４４４ ４７，５８２ １，７８１ １，７７８ ０ ３ ０ ０ ５，８６２ ４３０ ０ ５，４３２ ０ ０ ５，４３５ ０ ０ ０

廃プラスチック類 ４３，４４２ ６９１ ４２，７５１ １０，４０８ １，３１７ １０７ ０ ９７８ ２３２ ０ ３２，３４３ ０ ６ ２６，２７０ ５，２６６ ８０１ ３３，５５３ ６ ６ ０

廃プラスチック ３９，１１２ ６４３ ３８，４６９ １０，４０８ １，３１７ １０７ ０ ９７８ ２３２ ０ ２８，０６１ ０ ６ ２２，１７６ ５，０７８ ８０１ ２９，２７１ ６ ６ ０

廃 タ イ ヤ ４，３３０ ４８ ４，２８２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４，２８２ ０ ０ ４，０９４ １８８ ０ ４，２８２ ０ ０ ０

紙 く ず ２，８４０ ０ ２，８４０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２，８３７ ０ ０ ２，５６７ ２７０ ０ ２，８３７ ０ ０ ０

木 く ず ９６，５３７ １１，８８２ ８４，６５５ ６，０７９ ８１６ ３８４ ５ １４２ ２８５ ０ ７８，５７６ ０ ７ ７４，０１８ ４，５５１ ０ ７９，００８ １２ １２ ０

繊 維 く ず １，９３３ ０ １，９３３ ３６２ ２９ ０ １５ ０ １４ ０ １，５７１ ０ ０ １，５３４ ３７ ０ １，６００ １５ １５ ０

動植物性残さ ３２，９０８ ６，１７６ ２６，７３２ １２，１２１ ８，１３０ ８０６ ０ ７，０８９ ２３５ ０ １４，６１１ ４０ ７ １１，５１２ ３，０５２ ０ ２１，８９５ ７ ７ ０

ゴ ム く ず ３６７ ０ ３６７ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３６５ ０ ０ ５３ ３１２ ０ ３６５ ０ ０ ０

金 属 く ず ５３，７７６ ２３，２５９ ３０，５１７ ７２ ７２ ０ ０ ７２ ０ ０ ３０，４４５ ０ ６ ２７，３０９ ３，１３０ ０ ３０，５１７ ６ ６ ０

ガラス陶磁器くず ４６，５０４ ９ ４６，４９５ ３，３９６ ３，３９６ ６２４ ２４０ １，６９８ ８３４ ０ ４３，０９９ ７ ７８９ ２５，３６４ １６，９３９ ０ ４５，８６４ １，０２９ １，０２９ ０

鉱 さ い ３，３１５，５９９ ３，２９３，０００ ２２，５９９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２２，５９９ ０ １９，２０２ ３，３５８ ３９ ０ ２２，５９９ １９，２０２ １９，２０２ ０

が れ き 類 ６２０，３４７ １，８０１ ６１８，５４６ １１，９１６ １１，９１６ １０，６５８ ０ １，０３３ ２２５ ０ ６０６，６３０ １５ ０ ５６０，４８９ ４６，１２６ ０ ６０７，８７３ ０ ０ ０

コンクリート片 ３４３，１１１ ４７６ ３４２，６３５ ７，４８７ ７，４８７ ７，０９４ ０ １６８ ２２５ ０ ３３５，１４８ １５ ０ ３１０，２９０ ２４，８４３ ０ ３３５，５２６ ０ ０ ０

廃アスファルト ２２９，７６４ １，３２５ ２２８，４３９ ４，４２９ ４，４２９ ３，５６４ ０ ８６５ ０ ０ ２２４，０１０ ０ ０ ２１７，１５８ ６，８５２ ０ ２２４，８７５ ０ ０ ０

そ の 他 ４７，４７２ ０ ４７，４７２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４７，４７２ ０ ０ ３３，０４１ １４，４３１ ０ ４７，４７２ ０ ０ ０

ば い じ ん ４０８，２６６ ３９８，７２０ ９，５４６ ３６ １ ０ ０ １ ０ ０ ９，５１０ ０ ７，４４４ ２，０６６ ０ ０ ９，５１１ ７，４４４ ７，４４４ ０

動物のふん尿 １，２３６，００７ ０ １，２３６，００７ １，２３６，００７ ９８８，８０５ ９８８，８０５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

動 物 の 死 体 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

感染性廃棄物 １，５２０ ０ １，５２０ ３０ ７ ０ ０ １ ６ ０ １，４９０ ０ ０ １，４９０ ０ ０ １，４９７ ０ ０ ０

６
廃
棄
物
関
係
資
料

表
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＊平成１３年度大分県産業廃棄物実態調査報告書による
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区 分

種 類

委 託
処理量

委託処理量の内訳 再 生
利用量

最終処分量 その他
量

資源
化量委託直接最終処分量 委託中間処理量 （処理主体の内訳）

委託中間処理後量 事業者 自治体 処理
業者（処理主体の内訳）（処理先地域の内訳） （処理主体の内訳）（処理先地域の内訳） （委託処理後の処理内訳）

処理業者 自治体 県内 県外 処理業者 自治体 県内 県外 再生利用量 最終処分量
（Ｋ） （Ｏ）（Ｏ１）（Ｏ２）（Ｏ１）（Ｏ２）（Ｌ）（Ｌ１）（Ｌ２）（Ｌ１）（Ｌ２）（Ｍ）（Ｍ１）（Ｍ２）（Ｒ） （Ｑ）（Ｑ１）（Ｑ２）（Ｑ３）（Ｊ） （Ｓ）

合 計 １，００８，３９８ ９４，５９４ ８１，４９０ １３，１０４ ８１，６３１ １２，９６３ ９１３，８０４ ９０９，４２３ ４，３８１ ８２７，７１１ ８６，０９３ ８０５，８４１ ７１２，９９３ ９２，８４８ １，７２０，２９６ ２５１，２７７ ６３，８３５ １３，５６９ １７３，８７３ ８０１ ５，７７６，６８４

燃 え 殻 １２，８９１ ７７ ３４ ４３ ７４ ３ １２，８１４ １２，８１４ ０ １２，７２８ ８６ １２，８１４ １２，６３０ １８４ １２，６３０ ２６１ ０ ４３ ２１８ ０ １３，４４２

汚 泥 １１６，７８１ １０，１５８ １０，１０９ ４９ ２，６７６ ７，４８２ １０６，６２３ １０６，５４１ ８２ ８４，９４１ ２１，６８２ ７３，５４２ ６９，７７４ ３，７６８ ７１，９５７ ５０，０４０ ３６，１１４ １３１ １３，７９５ ０ ３９１，８４０

有機性汚泥 ５８，８６６ ５，６３１ ５，６３１ ０ ３３７ ５，２９４ ５３，２３５ ５３，１５３ ８２ ５０，０３３ ３，２０２ ３９，１６１ ３８，５７７ ５８４ ４０，３９７ ７，３５６ １，１４１ ８２ ６，１３３ ０ ４１，９１５

無機性汚泥 ５７，９１５ ４，５２７ ４，４７８ ４９ ２，３３９ ２，１８８ ５３，３８８ ５３，３８８ ０ ３４，９０８ １８，４８０ ３４，３８１ ３１，１９７ ３，１８４ ３１，５６０ ４２，６８４ ３４，９７３ ４９ ７，６６２ ０ ３４９，９２５

廃 油 １４，６３９ ８９ １８ ７１ ７１ １８ １４，５５０ １４，５３８ １２ ８，６１１ ５，９３９ ５，３４７ ５，０９８ ２４９ ５，４７７ ３３８ ０ ７１ ２６７ ０ ５，６２７

一 般 廃 油 １１，５７６ ８８ １８ ７０ ７０ １８ １１，４８８ １１，４７６ １２ ６，５９９ ４，８８９ ３，８２４ ３，６４５ １７９ ４，０２４ ２６７ ０ ７０ １９７ ０ ４，１７４

廃 溶 剤 ２，２３５ ０ ０ ０ ０ ０ ２，２３５ ２，２３５ ０ １，８５１ ３８４ ８９２ ８３９ ５３ ８３９ ５３ ０ ０ ５３ ０ ８３９

固 形 油 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

油 で い ６３２ ０ ０ ０ ０ ０ ６３２ ６３２ ０ ９９ ５３３ ６０４ ６０３ １ ６０３ １ ０ ０ １ ０ ６０３

油付着物類 １９６ １ ０ １ １ ０ １９５ １９５ ０ ６２ １３３ ２７ １１ １６ １１ １７ ０ １ １６ ０ １１

廃 酸 ３０，０５５ ２，７１７ ２，７１７ ０ ０ ２，７１７ ２７，３３８ ２７，３３８ ０ ７，８２４ １９，５１４ １２，９３８ １２，４３５ ５０３ １３，５２２ ３，２２０ ０ ０ ３，２２０ ０ １３，５２７

廃 ア ル カ リ ５，４３５ ０ ０ ０ ０ ０ ５，４３５ ５，４３２ ３ １，８４０ ３，５９５ １，８９６ １，８７２ ２４ ４，０８０ ２４ ０ ３ ２１ ０ ４，０８０

廃プラスチック類 ３２，７４６ ５，４９８ ５，２７２ ２２６ ５，０１９ ４７９ ２７，２４８ ２７，０２９ ２１９ １８，８０２ ８，４４６ １６，８３３ １１，２４０ ５，５９３ １１，３４７ １１，０９７ ６ ２４７ １０，８４４ ８０１ １２，０３８

廃プラスチック ２８，４６４ ５，３１０ ５，０８４ ２２６ ４，８３２ ４７８ ２３，１５４ ２２，９３５ ２１９ １５，２６０ ７，８９４ １３，３３２ ８，０９０ ５，２４２ ８，１９７ １０，５５８ ６ ２４７ １０，３０５ ８０１ ８，８４０

廃 タ イ ヤ ４，２８２ １８８ １８８ ０ １８７ １ ４，０９４ ４，０９４ ０ ３，５４２ ５５２ ３，５０１ ３，１５０ ３５１ ３，１５０ ５３９ ０ ０ ５３９ ０ ３，１９８

紙 く ず ２，８３７ ２７０ ２３４ ３６ ２５８ １２ ２，５６７ ２，３８５ １８２ ２，４６９ ９８ ７２７ ５６４ １６３ ５６４ ４３３ ０ ５４ ３７９ ０ ５６４

木 く ず ７８，９９６ ４，８３６ ２，５４４ ２，２９２ ４，８３６ ０ ７４，１６０ ７２，７５０ １，４１０ ６７，９２５ ６，２３５ ４３，４５２ ４０，１８６ ３，２６６ ４０，５７０ ８，１１４ １２ ２，４３３ ５，６６９ ０ ５２，４５２

繊 維 く ず １，５８５ ５１ ３６ １５ ５１ ０ １，５３４ ９８５ ５４９ １，３９１ １４３ ５０２ ３３７ １６５ ３３７ ２３１ １５ ６８ １４８ ０ ３３７

動植物性残さ ２１，８８８ ３，２８７ ３，２８４ ３ ２，１５３ １，１３４ １８，６０１ １７，１２２ １，４７９ １５，８８５ ２，７１６ １６，１０１ １５，８７１ ２３０ １６，７１７ ３，５２４ ７ １５０ ３，３６７ ０ ２２，８９３

ゴ ム く ず ３６５ ３１２ ３１０ ２ ３０７ ５ ５３ ５３ ０ ５３ ０ ３４ １ ３３ １ ３４５ ０ ２ ３４３ ０ １

金 属 く ず ３０，５１１ ３，１３０ ２，４２２ ７０８ ２，８０３ ３２７ ２７，３８１ ２７，０４７ ３３４ ２０，２９６ ７，０８５ ２７，３８１ ２３，１０５ ４，２７６ ２３，１０５ ７，４１２ ６ ７０８ ６，６９８ ０ ４６，３６４

ガラス陶磁器くず ４４，８３５ １７，７７３ １６，１３２ １，６４１ １７，３７６ ３９７ ２７，０６２ ２６，９９３ ６９ ２４，３９８ ２，６６４ ２７，０６２ ２２，０６９ ４，９９３ ２２，７００ ２３，７９５ １，０２９ １，６４１ ２１，１２５ ０ ２２，７０９

鉱 さ い ３，３９７ ３９ ３９ ０ ３９ ０ ３，３５８ ３，３５８ ０ ２，０１８ １，３４０ ３，３５８ １，９７６ １，３８２ １，９７６ ２０，６２３ １９，２０２ ０ １，４２１ ０ ３，２９４，９７６

が れ き 類 ６０７，８７３ ４６，３５１ ３８，３３３ ８，０１８ ４５，９６２ ３８９ ５６１，５２２ ５６１，４８１ ４１ ５５６，０９７ ５，４２５ ５６１，５２２ ４９３，６４９ ６７，８７３ ５０４，３２２ １１４，２２４ ０ ８，０１８ １０６，２０６ ０ ５０６，１２３

コンクリート片 ３３５，５２６ ２５，０６８ １９，３０９ ５，７５９ ２４，６７９ ３８９ ３１０，４５８ ３１０，４１７ ４１ ３０８，２３６ ２，２２２ ３１０，４５８ ２８０，２５２ ３０，２０６ ２８７，３６１ ５５，２７４ ０ ５，７５９ ４９，５１５ ０ ２８７，８３７

廃アスファルト ２２４，８７５ ６，８５２ ６，８４４ ８ ６，８５２ ０ ２１８，０２３ ２１８，０２３ ０ ２１４，８２０ ３，２０３ ２１８，０２３ ２１１，７１７ ６，３０６ ２１５，２８１ １３，１５８ ０ ８ １３，１５０ ０ ２１６，６０６

そ の 他 ４７，４７２ １４，４３１ １２，１８０ ２，２５１ １４，４３１ ０ ３３，０４１ ３３，０４１ ０ ３３，０４１ ０ ３３，０４１ １，６８０ ３１，３６１ １，６８０ ４５，７９２ ０ ２，２５１ ４３，５４１ ０ １，６８０

ば い じ ん ２，０６７ ０ ０ ０ ０ ０ ２，０６７ ２，０６７ ０ １，５３７ ５３０ ２，０６７ ２，０６３ ４ ２，０６３ ７，４４８ ７，４４４ ０ ４ ０ ４００，７８３

動物のふん尿 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ９８８，８０５ ０ ０ ０ ０ ０ ９８８，８０５

動 物 の 死 体 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

感染性廃棄物 １，４９７ ６ ６ ０ ６ ０ １，４９１ １，４９０ １ ８９６ ５９５ ２６５ １２３ １４２ １２３ １４８ ０ ０ １４８ ０ １２３

（単位：ｔ／年）
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区 分

種 類

発生量 有償
物量

排出量 自己中間処理量 自己未処理量 搬出量 自己最終処分量
自己中間処理後量 （処理先地域の内訳）

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳）
県内 県外再 生

利用量
自己最終
処 分 量

委託中間
処 理 量

委 託 直 接
最終処分量

その
他量

再 生
利用量

自己最終
処 分 量

委託中間
処 理 量

委 託 直 接
最終処分量

その
他量

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ）（Ｅ１）（Ｅ２）（Ｅ３）（Ｅ４）（Ｅ５）（Ｇ）（Ｇ１）（Ｇ２）（Ｇ３）（Ｇ４）（Ｇ５）（Ｈ） （Ｉ）（Ｉ１）（Ｉ２）
合 計 ７，６７９，５８９ ４，０５６，３８８ ３，６２３，２０１ ２，６６４，００８ １，１２１，１４４ １，００６，５１７ １２，５０８ ９０，２９２ １１，８２７ ０ ９５９，１９３ ７８６ ５１，３２７ ８２３，５１２ ８２，７６７ ８０１ １，０７３，０３４ ６３，８３５ ６３，８３５ ０

県 北 地 域 ４７９，２９４ ３，１４５ ４７６，１４９ ３７９，２３７ ２３０，１５０ ２０４，５１５ １，２４７ ２１，０７７ ３，３１１ ０ ９６，９１２ ４０ ２０ ９１，１４６ ５，５８５ １２１ １２２，５０７ １，２６７ １，２６７ ０

別杵国東地域 ４２０，３６５ ７，０１６ ４１３，３４９ ２９７，９８４ １５０，８７５ １３５，７７９ ２ １４，５６５ ５２９ ０ １１５，３６５ ０ １０ １０２，８８８ １２，２６４ ２０３ １３０，４６１ １２ １２ ０

大分臼津地域 ５，７３９，３８０ ４，０２６，５５０ １，７１２，８３０ １，２０４，４８６ １５３，８１６ ８７，７２１ １１，２４４ ４７，８４６ ７，００５ ０ ５０８，３４４ ７３９ ３０，９６５ ４３２，８９５ ４３，４６２ ２８３ ５７３，７００ ４２，２０９ ４２，２０９ ０

県 南 地 域 １３２，１９０ ７，９０９ １２４，２８１ ７１，５８２ ４１，５９１ ３９，５８８ １５ １，９７８ １０ ０ ５２，６９９ ０ ０ ４６，９０２ ５，６３３ １６４ ５４，７０２ １５ １５ ０

大野直入地域 ４６７，６６３ ２，０３０ ４６５，６３３ ３９５，３９７ ３１６，９２３ ３１３，９２７ ０ ２，２３１ ７６５ ０ ７０，２３６ ７ １，１０３ ６０，７２６ ８，３７９ ２１ ７３，２２５ １，１０３ １，１０３ ０

日田玖珠地域 ４４０，６９７ ９，７３８ ４３０，９５９ ３１５，３２２ ２２７，７８９ ２２４，９８７ ０ ２，５９５ ２０７ ０ １１５，６３７ ０ １９，２２９ ８８，９５５ ７，４４４ ９ １１８，４３９ １９，２２９ １９，２２９ ０

区 分

種 類

委 託
処理量

委託処理量の内訳 再 生
利用量

最終処分量 その他
量

資源
化量委託直接最終処分量 委託中間処理量 （処理主体の内訳）

委託中間処理後量 事業者 自治体 処理
業者（処理主体の内訳）（処理先地域の内訳） （処理主体の内訳）（処理先地域の内訳） （委託処理後の処理内訳）

処理業者 自治体 県内 県外 処理業者 自治体 県内 県外 再生利用量 最終処分量
（Ｋ） （Ｏ）（Ｏ１）（Ｏ２）（Ｏ１）（Ｏ２）（Ｌ）（Ｌ１）（Ｌ２）（Ｌ１）（Ｌ２）（Ｍ）（Ｍ１）（Ｍ２）（Ｒ） （Ｑ）（Ｑ１）（Ｑ２）（Ｑ３）（Ｊ） （Ｓ）

合 計 １，００８，３９８ ９４，５９４ ８１，４９０ １３，１０４ ８１，６３１ １２，９６３ ９１３，８０４ ９０９，４２３ ４，３８１ ８２７，７１１ ８６，０９３ ８０５，８４１ ７１２，９９３ ９２，８４８ １，７２０，２９６ ２５１，２７７ ６３，８３５ １３，５６９ １７３，８７３ ８０１ ５，７７６，６８４

県 北 地 域 １２１，１１９ ８，８９６ ８，８７３ ２３ ４，７４９ ４，１４７ １１２，２２３ １１１，８７１ ３５２ ６８，３８７ ４３，８３６ ９２，２２６ ８５，５７４ ６，６５２ ２９０，１２９ １６，８１５ １，２６７ １３１ １５，４１７ １２１ ２９３，２７４

別杵国東地域 １３０，２４６ １２，７９３ １２，６６６ １２７ １２，５７９ ２１４ １１７，４５３ １１６，９３５ ５１８ １１０，３３３ ７，１２０ ９７，６７６ ９１，４１３ ６，２６３ ２２７，１９２ １９，０６８ １２ １７０ １８，８８６ ２０３ ２３４，２０８

大分臼津地域 ５３１，２０８ ５０，４６７ ３７，７２９ １２，７３８ ４３，４２６ ７，０４１ ４８０，７４１ ４７７，５４６ ３，１９５ ４５８，４１８ ２２，３２３ ４３１，９７９ ３６６，７００ ６５，２７９ ４５５，１６０ １５７，９５５ ４２，２０９ １３，０２４ １０２，７２２ ２８３ ４，４８１，７１０

県 南 地 域 ５４，５２３ ５，６４３ ５，６４２ １ ５，３９８ ２４５ ４８，８８０ ４８，８７５ ５ ４７，６９３ １，１８７ ４３，９５７ ３９，１２８ ４，８２９ ７８，７１６ １０，４８７ １５ １ １０，４７１ １６４ ８６，６２５

大野直入地域 ７２，１０１ ９，１４４ ９，０９２ ５２ ９，１３４ １０ ６２，９５７ ６２，８６７ ９０ ６２，６１５ ３４２ ５５，３６９ ４７，８４５ ７，５２４ ３６１，７７９ １７，７７１ １，１０３ ６０ １６，６０８ ２１ ３６３，８０９

日田玖珠地域 ９９，２０１ ７，６５１ ７，４８８ １６３ ６，３４５ １，３０６ ９１，５５０ ９１，３２９ ２２１ ８０，２６５ １１，２８５ ８４，６３４ ８２，３３３ ２，３０１ ３０７，３２０ ２９，１８１ １９，２２９ １８３ ９，７６９ ９ ３１７，０５８

表
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区分

種類

合 計 農 業 漁 業 鉱 業 建 設 業 製 造 業 電気・水道業 運 輸 業 卸・小売業 サービス業

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ） （Ｊ）
合 計 ３，６２３，２０１ １，２３７，８５３ １，７２５ ３５，４５７ ７１１，０７４ １，１３１，７３２ ４８２，２５８ １，８９２ １２，６８８ ８，５２２
燃 え 殻 １２，８９１ １２，７９９ ９１ １
汚 泥 １，３２１，００２ １６，２５２ １０，１８６ ８０９，９１６ ４８１，６９５ ３９７ １，４８９ １，０６７
有機性汚泥 ９９６，９７５ ５６７，１９５ ４２９，４７８ ５６ ２４６
無機性汚泥 ３２４，０２７ １６，２５２ １０，１８６ ２４２，７２１ ５２，２１７ ３９７ １，４３３ ８２１

廃 油 ２２，４６７ ４１０ ４ １０ １４，９３５ ４４ ３５７ ５，６４９ １，０５８
一 般 廃 油 １９，３６３ ４１０ ４ １０ １１，８７５ ２８ ３５７ ５，６４９ １，０３０
廃 溶 剤 ２，２４５ ２，２０９ １５ ２１
固 形 油
油 で い ６６２ ６６１ １
油付着物類 １９７ １９０ ７

廃 酸 ８８，８８９ ８８，４７２ ３ ４１４
廃 ア ル カ リ ５３，４４４ ５３，０４２ ４０２
廃プラスチック類 ４２，７５１ １，８４６ ７１５ １ ６，８０２ ２７，０２５ ２０７ ９３１ ３，４２２ １，８０２

廃プラスチック ３８，４６９ １，８４６ ７１５ ６，８０２ ２６，９８６ ２０７ ３６ ７４１ １，１３６
廃 タ イ ヤ ４，２８２ １ ３９ ８９５ ２，６８１ ６６６

紙 く ず ２，８４０ ２，０２４ ８１６
木 く ず ８４，６５５ ５９，７８７ ２４，８６８
繊 維 く ず １，９３３ ５２３ １，４１０
動植物性残さ ２６，７３２ ２６，７３２
ゴ ム く ず ３６７ ９ ３０８ １ ４９
金 属 く ず ３０，５１７ ６００ ７，３０９ １８，６２５ １ １９０ ２，０４２ １，７５０
ガラス陶磁器くず ４６，４９５ ７，５９７ ３８，２９４ ８３ １６ ８６ ４１９
鉱 さ い ２２，５９９ １９，２００ ３，３８７ １２
が れ き 類 ６１８，５４６ ６１６，８２７ １，５７１ １０７ ４１
コンクリート片 ３４２，６３５ ３４２，０２３ ５８５ ２７
廃アスファルト ２２８，４３９ ２２７，５９０ ８４９
そ の 他 ４７，４７２ ４７，２１４ １３７ １０７ １４

ば い じ ん ９，５４６ ９，５３１ １５
動物のふん尿 １，２３６，００７ １，２３６，００７
動 物 の 死 体
感染性廃棄物 １，５２０ １ １，５１９

表
６
－
３

業
種
（
大
分
類
）
別
・
種
類
別
－
排
出
量

（単位：ｔ／年）
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阿 蘇 く じ ゅ う 国 立 公 園 瀬 戸 内 海 国 立 公 園
特別保護
地 区

第 １ 種
特別地域

第 ２ 種
特別地域

第 ３ 種
特別地域 普通地域 計 特別保護

地 区
第 １ 種
特別地域

第 ２ 種
特別地域

第 ３ 種
特別地域 普通地域 計

大 分 市 ０．０ １４６．０ １８３．０ ３２９．０
別 府 市 ９５．０ ２，０２０．０ ２，１１５．０ ０．０
中 津 市 ０．０ ０．０
日 田 市 ０．０ ０．０
佐 伯 市 ０．０ ０．０
臼 杵 市 ０．０ ０．０
津 久 見 市 ０．０ ０．０
竹 田 市 ０．０ ０．０
豊後高田市 ０．０ １３２．０ １３２．０
杵 築 市 ０．０ ０．０
宇 佐 市 ０．０ ０．０
大 田 村 ０．０ ０．０
真 玉 町 ０．０ ２３０．０ ２３０．０
香 々 地 町 ０．０ ３７４．０ ７０．０ ４４４．０
国 見 町 ０．０ ３６１．０ ２７８．０ ６３９．０
姫 島 村 ０．０ ７６．０ ４３０．０ ５０６．０
国 東 町 ０．０ ４５０．０ ４５０．０
武 蔵 町 ０．０ ０．０
安 岐 町 ０．０ ９５．０ ９５．０
日 出 町 ０．０ ０．０
山 香 町 ０．０ ０．０
野 津 原 町 ０．０ ０．０
挾 間 町 ０．０ ０．０
庄 内 町 １５７．０ ２７６．０ １０６．０ ８９３．０ １，４３２．０ ０．０
湯 布 院 町 ８７．０ １，４０５．０ １３９．０ １，６３１．０ ０．０
佐 賀 関 町 ０．０ ２４．０ ８４．０ １０８．０
上 浦 町 ０．０ ０．０
弥 生 町 ０．０ ０．０
本 匠 村 ０．０ ０．０
宇 目 町 ０．０ ０．０
直 川 村 ０．０ ０．０
鶴 見 町 ０．０ ０．０
米 水 津 村 ０．０ ０．０
蒲 江 町 ０．０ ０．０
野 津 町 ０．０ ０．０
三 重 町 ０．０ ０．０
清 川 村 ０．０ ０．０
緒 方 町 ０．０ ０．０
朝 地 町 ０．０ ０．０
大 野 町 ０．０ ０．０
千 歳 村 ０．０ ０．０
犬 飼 町 ０．０ ０．０
荻 町 ０．０ ０．０
久 住 町 １，０９７．０ １，０９２．０ ８３２．０ １，７５２．０ １，８８０．０ ６，６５３．０ ０．０
直 入 町 １７２．０ １７２．０ ０．０
九 重 町 ９１．０ ７７１．０ ２，９７７．０ １，５４９．０ ９１７．０ ６，３０５．０ ０．０
玖 珠 町 ２．０ ２．０ ０．０
前 津 江 村 ０．０ ０．０
中 津 江 村 ０．０ ０．０
上 津 江 村 ０．０ ０．０
大 山 町 ０．０ ０．０
天 瀬 町 ０．０ ０．０
三 光 村 ０．０ ０．０
本耶馬渓町 ０．０ ０．０
耶 馬 渓 町 ０．０ ０．０
山 国 町 ０．０ ０．０
院 内 町 ０．０ ０．０
安 心 院 町 ０．０ ０．０
計 １，１８８．０ ２，２０２．０ ７，５１２．０ ３，５４６．０ ３，８６２．０１８，３１０．０ １４６．０ ２４．０ １，９８５．０ ０．０ ７７８．０ ２，９３３．０

７ 自然環境関係資料
表７－１ 市町村別自然公園面積調（平成１６年３月３１日現在）

単位：ha 海面普通地域を除く
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耶 馬 日 田 英 彦 山 国 定 公 園 祖 母 傾 国 定 公 園
特別保護
地 区

第 １ 種
特別地域

第 ２ 種
特別地域

第 ３ 種
特別地域 普通地域 計 特別保護

地 区
第 １ 種
特別地域

第 ２ 種
特別地域

第 ３ 種
特別地域 計

大 分 市 ０．０ ０．０
別 府 市 ０．０ ０．０
中 津 市 ０．０ ０．０
日 田 市 ９０１．２ １，０９０．４ ４，２９７．５ ６，２８９．１ ０．０
佐 伯 市 ０．０ ０．０
臼 杵 市 ０．０ ０．０
津 久 見 市 ０．０ ０．０
竹 田 市 ０．０ １１６．０ １，３３４．０ １，４５０．０
豊後高田市 ０．０ ０．０
杵 築 市 ０．０ ０．０
宇 佐 市 １００．８ ７２５．５ ８２６．３ ０．０
大 田 村 ０．０ ０．０
真 玉 町 ０．０ ０．０
香 々 地 町 ０．０ ０．０
国 見 町 ０．０ ０．０
姫 島 村 ０．０ ０．０
国 東 町 ０．０ ０．０
武 蔵 町 ０．０ ０．０
安 岐 町 ０．０ ０．０
日 出 町 ０．０ ０．０
山 香 町 ０．０ ０．０
野 津 原 町 ０．０ ０．０
挾 間 町 ０．０ ０．０
庄 内 町 ０．０ ０．０
湯 布 院 町 ０．０ ０．０
佐 賀 関 町 ０．０ ０．０
上 浦 町 ０．０ ０．０
弥 生 町 ０．０ ０．０
本 匠 村 ０．０ ２３．０ １１２．０ １３５．０
宇 目 町 ０．０ ４５２．０ ３，５８１．０ ４，０３３．０
直 川 村 ０．０ ０．０
鶴 見 町 ０．０ ０．０
米 水 津 村 ０．０ ０．０
蒲 江 町 ０．０ ０．０
野 津 町 ０．０ ０．０
三 重 町 ０．０ ４３．０ １，４０６．０ １，４４９．０
清 川 村 ０．０ ５５．０ ５５．０
緒 方 町 ０．０ ５９３．０ ３２３．０ ６０．０ ２，１４２．０ ３，１１８．０
朝 地 町 ０．０ ０．０
大 野 町 ０．０ ０．０
千 歳 村 ０．０ ０．０
犬 飼 町 ０．０ ０．０
荻 町 ０．０ ０．０
久 住 町 ０．０ ０．０
直 入 町 ０．０ ０．０
九 重 町 ２６０．６ ２，３９０．４ ３，８４２．０ ６，４９３．０ ０．０
玖 珠 町 ９７．９ １８６．４ ３，２６７．９ １，２９７．４ １４，００５．０ １８，８５４．６ ０．０
前 津 江 村 ０．０ ０．０
中 津 江 村 ０．０ ０．０
上 津 江 村 ０．０ ０．０
大 山 町 ９１２．０ ９１２．０ ０．０
天 瀬 町 ５２５．６ １，４４２．４ １，９６８．０ ０．０
三 光 村 １７８．８ ５４６．６ ７２５．４ ０．０
本耶馬渓町 １，５８４．９ ３．６ ４，８２７．５ ６，４１６．０ ０．０
耶 馬 渓 町 ４９．６ ２，５７２．４ ２，６９０．０ １２，９４７．０ １８，２５９．０ ０．０
山 国 町 １，１１４．１ ４，３０３．４ ６，５４２．５ １１，９６０．０ ０．０
院 内 町 ６５１．６ １，４１７．５ ２，０６９．１ ０．０
安 心 院 町 ０．０ ０．０
計 １４７．５ ４４７．０ １３，１０８．９ ９，５６３．６ ５１，５０５．５ ７４，７７２．５ ５９３．０ ９３４．０ ８３．０ ８，６３０．０ １０，２４０．０
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日 豊 海 岸 国 定 公 園 国東半島県立自然公園 県 立 自 然 公 園
特別保護
地 区

第 １ 種
特別地域

第 ２ 種
特別地域

第 ３ 種
特別地域 海中公園 計 第 ２ 種

特別地域
第 ３ 種
特別地域 普通地域 計

豊後水道 神角寺芹川 津江山系 祖 母 傾
普通地域 普通地域 普通地域 普通地域

大 分 市 ０．０ ０．００
別 府 市 ０．０ ０．００
中 津 市 ０．０ ０．００
日 田 市 ０．０ ０．００ １，２０１．０
佐 伯 市 ２．９ ６２．３ ９４．９ １６０．１ ０．００ ８４３．７
臼 杵 市 １８６．６ ４０．５ ２２７．１ ０．００ ９１８．１
津 久 見 市 ５．６ １５３．２ １９９．１ ３５７．９ ０．００ ３，０８６．５
竹 田 市 ０．０ ０．００ ８６１．５６
豊後高田市 ０．０ ７５９．００ ２，１６８．００ ２，７５１．９１ ５，６７８．９１
杵 築 市 ０．０ ５９．００ ４２．００ ３８４．９０ ４８５．９０
宇 佐 市 ０．０ ４９８．００ ４９８．００
大 田 村 ０．０ １８５．００ ４３９．００ ４２．９３ ６６６．９３
真 玉 町 ０．０ ２６５．００ ８０９．００ ６３７．１５ １，７１１．１５
香 々 地 町 ０．０ １３５．００ ２５９．００ １４５．８９ ５３９．８９
国 見 町 ０．０ ３１３．００ １，０４９．００ ５３０．１０ １，８９２．１０
姫 島 村 ０．０ ０．００
国 東 町 ０．０ ３５８．００ １，５６３．００ ８４８．４４ ２，７６９．４４
武 蔵 町 ０．０ ２０．００ ２５．００ ２２８．４７ ２７３．４７
安 岐 町 ０．０ ８．００ ２４０．００ ２１２．９２ ４６０．９２
日 出 町 ０．０ ０．００
山 香 町 ０．０ ２６２．００ １１５．４７ ２３７．００ ６１４．４７
野 津 原 町 ０．０ ０．００ ２，３４８．０
挾 間 町 ０．０ ０．００
庄 内 町 ０．０ ０．００ １，３７１．０
湯 布 院 町 ０．０ ０．００
佐 賀 関 町 ２６６．７ ２６６．７ ０．００
上 浦 町 ２０８．７ ３９．８ ２４８．５ ０．００ １，３３０．５
弥 生 町 ７２．５ ７２．５ ０．００
本 匠 村 ０．０ ０．００
宇 目 町 ０．０ ０．００ １，４９７．１４
直 川 村 ０．０ ０．００
鶴 見 町 ４．５ ５４．５ ８２．５ ５０．０ １９１．５ ０．００ １，０６７．０
米 水 津 村 ６．１ ４７．８ ５８５．７ ６３９．６ ０．００ ９１．０
蒲 江 町 １８．９ １５５．０ １，９０９．３ ４６．７ （３３．５） ２，１２９．９ ０．００ ９３４．７
野 津 町 ０．０ ０．００
三 重 町 ０．０ ０．００ ５，６６３．７０
清 川 村 ０．０ ０．００ ２，０９０．３５
緒 方 町 ０．０ ０．００ ４，０１１．２０
朝 地 町 ０．０ ０．００ １，８９７．０
大 野 町 ０．０ ０．００ １，８７２．５
千 歳 村 ０．０ ０．００
犬 飼 町 ０．０ ０．００
荻 町 ０．０ ０．００
久 住 町 ０．０ ０．００
直 入 町 ０．０ ０．００ ２，５７７．０
九 重 町 ０．０ ０．００
玖 珠 町 ０．０ ０．００
前 津 江 村 ０．０ ０．００ ５，５１８．０
中 津 江 村 ０．０ ０．００ ７，０５６．０
上 津 江 村 ０．０ ０．００ ２，３９６．０
大 山 町 ０．０ ０．００ ７５．０
天 瀬 町 ０．０ ０．００
三 光 村 ０．０ ０．００
本耶馬渓町 ０．０ ０．００
耶 馬 渓 町 ０．０ ０．００
山 国 町 ０．０ ０．００
院 内 町 ０．０ ０．００
安 心 院 町 ０．０ ０．００
計 ２９．５ ２６５．８ ３，５２７．５ ４７１．０ （３３．５） ４，２９３．８ ２，３６４．００ ６，７０９．４７ ６，５１７．７１１５，５９１．１８ ８，２７１．５ １０，０６５．５ １６，２４６．０１４，１２３．９５
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国 立 公 園 計 国 定 公 園 計 県立自然公園計
合計特別保護

地 区
第 １ 種
特別地域

第 ２ 種
特別地域

第 ３ 種
特別地域 普通地域 計 特別保護

地 区
第 １ 種
特別地域

第 ２ 種
特別地域

第 ３ 種
特別地域 普通地域 計 第 ２ 種

特別地域
第 ３ 種
特別地域 普通地域 計

大 分 市 １４６．０ ０．０ １８３．０ ０．０ ０．０ ３２９．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ３２９．００
別 府 市 ０．０ ９５．０ ２，０２０．０ ０．０ ０．０ ２，１１５．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ２，１１５．００
中 津 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
日 田 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ９０１．２ １，０９０．４ ４，２９７．５ ６，２８９．１ ０．０ ０．００ １，２０１．００ １，２０１．００ ７，４９０．１０
佐 伯 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２．９ ６２．３ ９４．９ ０．０ １６０．１ ０．０ ０．００ ８４３．７０ ８４３．７０ １，００３．８０
臼 杵 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １８６．６ ４０．５ ０．０ ２２７．１ ０．０ ０．００ ９１８．１０ ９１８．１０ １，１４５．２０
津 久 見 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５．６ １５３．２ １９９．１ ０．０ ３５７．９ ０．０ ０．００ ３，０８６．５０ ３，０８６．５０ ３，４４４．４０
竹 田 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １１６．０ ０．０ １，３３４．０ ０．０ １，４５０．０ ０．０ ０．００ ８６１．５６ ８６１．５６ ２，３１１．５６
豊後高田市 ０．０ ０．０ １３２．０ ０．０ ０．０ １３２．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ７５９．０ ２，１６８．００ ２，７５１．９１ ５，６７８．９１ ５，８１０．９１
杵 築 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５９．０ ４２．００ ３８４．９０ ４８５．９０ ４８５．９０
宇 佐 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １００．８ ０．０ ７２５．５ ８２６．３ ０．０ ０．００ ４９８．００ ４９８．００ １，３２４．３０
大 田 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １８５．０ ４３９．００ ４２．９３ ６６６．９３ ６６６．９３
真 玉 町 ０．０ ０．０ ２３０．０ ０．０ ０．０ ２３０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２６５．０ ８０９．００ ６３７．１５ １，７１１．１５ １，９４１．１５
香 々 地 町 ０．０ ０．０ ３７４．０ ０．０ ７０．０ ４４４．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １３５．０ ２５９．００ １４５．８９ ５３９．８９ ９８３．８９
国 見 町 ０．０ ０．０ ３６１．０ ０．０ ２７８．０ ６３９．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ３１３．０ １，０４９．００ ５３０．１０ １，８９２．１０ ２，５３１．１０
姫 島 村 ０．０ ０．０ ７６．０ ０．０ ４３０．０ ５０６．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ５０６．００
国 東 町 ０．０ ０．０ ４５０．０ ０．０ ０．０ ４５０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ３５８．０ １，５６３．００ ８４８．４４ ２，７６９．４４ ３，２１９．４４
武 蔵 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２０．０ ２５．００ ２２８．４７ ２７３．４７ ２７３．４７
安 岐 町 ０．０ ０．０ ９５．０ ０．０ ０．０ ９５．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ８．０ ２４０．００ ２１２．９２ ４６０．９２ ５５５．９２
日 出 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
山 香 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２６２．０ １１５．４７ ２３７．００ ６１４．４７ ６１４．４７
野 津 原 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ２，３４８．００ ２，３４８．００ ２，３４８．００
挾 間 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
庄 内 町 ０．０ １５７．０ ２７６．０ １０６．０ ８９３．０ １，４３２．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ １，３７１．００ １，３７１．００ ２，８０３．００
湯 布 院 町 ０．０ ８７．０ １，４０５．０ １３９．０ ０．０ １，６３１．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ １，６３１．００
佐 賀 関 町 ０．０ ２４．０ ８４．０ ０．０ ０．０ １０８．０ ０．０ ０．０ ２６６．７ ０．０ ０．０ ２６６．７ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ３７４．７０
上 浦 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２０８．７ ３９．８ ０．０ ２４８．５ ０．０ ０．００ １，３３０．５０ １，３３０．５０ １，５７９．００
弥 生 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ７２．５ ０．０ ０．０ ７２．５ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ７２．５０
本 匠 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２３．０ １１２．０ ０．０ １３５．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ １３５．００
宇 目 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ４５２．０ ０．０ ３，５８１．０ ０．０ ４，０３３．０ ０．０ ０．００ １，４９７．１４ １，４９７．１４ ５，５３０．１４
直 川 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
鶴 見 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ４．５ ５４．５ ８２．５ ５０．０ ０．０ １９１．５ ０．０ ０．００ １，０６７．００ １，０６７．００ １，２５８．５０
米 水 津 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ６．１ ４７．８ ５８５．７ ０．０ 海中公園 ６３９．６ ０．０ ０．００ ９１．００ ９１．００ ７３０．６０
蒲 江 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １８．９ １５５．０ １，９０９．３ ４６．７ （３３．５） ２，１２９．９ ０．０ ０．００ ９３４．７０ ９３４．７０ ３，０６４．６０
野 津 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
三 重 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ４３．０ ０．０ １，４０６．０ ０．０ １，４４９．０ ０．０ ０．００ ５，６６３．７０ ５，６６３．７０ ７，１１２．７０
清 川 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５５．０ ０．０ ５５．０ ０．０ ０．００ ２，０９０．３５ ２，０９０．３５ ２，１４５．３５
緒 方 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５９３．０ ３２３．０ ６０．０ ２，１４２．０ ０．０ ３，１１８．０ ０．０ ０．００ ４，０１１．２０ ４，０１１．２０ ７，１２９．２０
朝 地 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ １，８９７．００ １，８９７．００ １，８９７．００
大 野 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ １，８７２．５０ １，８７２．５０ １，８７２．５０
千 歳 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
犬 飼 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
荻 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
久 住 町 １，０９７．０ １，０９２．０ ８３２．０ １，７５２．０ １，８８０．０ ６，６５３．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ６，６５３．００
直 入 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １７２．０ １７２．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ２，５７７．００ ２，５７７．００ ２，７４９．００
九 重 町 ９１．０ ７７１．０ ２，９７７．０ １，５４９．０ ９１７．０ ６，３０５．０ ０．０ ２６０．６ ２，３９０．４ ０．０ ３，８４２．０ ６，４９３．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ １２，７９８．００
玖 珠 町 ０．０ ０．０ ２．０ ０．０ ０．０ ２．０ ９７．９ １８６．４ ３，２６７．９ １，２９７．４ １４，００５．０ １８，８５４．６ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ １８，８５６．６０
前 津 江 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ５，５１８．００ ５，５１８．００ ５，５１８．００
中 津 江 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ７，０５６．００ ７，０５６．００ ７，０５６．００
上 津 江 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ２，３９６．００ ２，３９６．００ ２，３９６．００
大 山 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ９１２．０ ９１２．０ ０．０ ０．００ ７５．００ ７５．００ ９８７．００
天 瀬 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５２５．６ ０．０ １，４４２．４ １，９６８．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ １，９６８．００
三 光 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １７８．８ ５４６．６ ７２５．４ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ７２５．４０
本耶馬渓町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，５８４．９ ３．６ ４，８２７．５ ６，４１６．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ６，４１６．００
耶 馬 渓 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ４９．６ ０．０ ２，５７２．４ ２，６９０．０ １２，９４７．０ １８，２５９．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ １８，２５９．００
山 国 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，１１４．１ ４，３０３．４ ６，５４２．５ １１，９６０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ １１，９６０．００
院 内 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ６５１．６ ０．０ １，４１７．５ ２，０６９．１ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ２，０６９．１０
安 心 院 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
計 １，３３４．０ ２，２２６．０ ９，４９７．０ ３，５４６．０ ４，６４０．０ ２１，２４３．０ ７７０．０ １，６４６．８ １６，７１９．４ １８，６６４．６ ５１，５０５．５ ８９，３０６．３ ２，３６４．０ ６，７０９．４７ ５５，２２４．６６ ６４，２９８．１３１７４，８４７．７３
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国 立 国 定 県 立
計 市町村

面 積

公園の
占める
割 合

阿 蘇
くじゅう 瀬戸内海 耶馬日田

英 彦 山 祖 母 傾 日豊海岸 国東半島 豊後水道 神 角 寺
芹 川 津江山系 祖 母 傾

大 分 市 ０．０ ３２９．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ３２９．０ ３６，０９２．０ ０．９％
別 府 市 ２，１１５．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２，１１５．０ １２，５１３．０ １６．９％
中 津 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５，５５８．０ ０．０％
日 田 市 ０．０ ０．０ ６，２８９．１ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，２０１．０ ０．０ ７，４９０．１ ２６，９２１．０ ２７．８％
佐 伯 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １６０．１ ０．０ ８４３．７ ０．０ ０．０ ０．０ １，００３．８ １９，７３８．０ ５．１％
臼 杵 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２２７．１ ０．０ ９１８．１ ０．０ ０．０ ０．０ １，１４５．２ １５，１８４．０ ７．５％
津 久 見 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ３５７．９ ０．０ ３，０８６．５ ０．０ ０．０ ０．０ ３，４４４．４ ７，９４１．０ ４３．４％
竹 田 市 ０．０ ０．０ ０．０ １，４５０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ８６１．６ ２，３１１．６ ２０，０８３．０ １１．５％
豊後高田市 ０．０ １３２．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５，６７８．９ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５，８１０．９ １２，４５７．０ ４６．６％
杵 築 市 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ４８５．９ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ４８５．９ ９，０２３．０ ５．４％
宇 佐 市 ０．０ ０．０ ８２６．３ ０．０ ０．０ ４９８．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，３２４．３ １７，８３０．０ ７．４％
大 田 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ６６６．９ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ６６６．９ ４，６０７．０ １４．５％
真 玉 町 ０．０ ２３０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，７１１．２ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，９４１．２ ４，４３８．０ ４３．７％
香 々 地 町 ０．０ ４４４．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５３９．９ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ９８３．９ ３，７６６．０ ２６．１％
国 見 町 ０．０ ６３９．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，８９２．１ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２，５３１．１ ７，２９１．０ ３４．７％
姫 島 村 ０．０ ５０６．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５０６．０ ６８５．０ ７３．９％
国 東 町 ０．０ ４５０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２，７６９．４ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ３，２１９．４ １１，２２８．０ ２８．７％
武 蔵 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２７３．５ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２７３．５ ４，１８４．０ ６．５％
安 岐 町 ０．０ ９５．０ ０．０ ０．０ ０．０ ４６０．９ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５５５．９ ９，０７５．０ ６．１％
日 出 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ７，３２３．０ ０．０％
山 香 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ６１４．５ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ６１４．５ １４，３７１．０ ４．３％
野 津 原 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２，３４８．０ ０．０ ０．０ ２，３４８．０ ９，０７４．０ ２５．９％
挾 間 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５，１１０．０ ０．０％
庄 内 町 １，４３２．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，３７１．０ ０．０ ０．０ ２，８０３．０ １４，０２９．０ ２０．０％
湯 布 院 町 １，６３１．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，６３１．０ １２，７７７．０ １２．８％
佐 賀 関 町 ０．０ １０８．０ ０．０ ０．０ ２６６．７ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ３７４．７ ４，９３９．０ ７．６％
上 浦 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２４８．５ ０．０ １，３３０．５ ０．０ ０．０ ０．０ １，５７９．０ １，５６７．０ １００．８％
弥 生 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ７２．５ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ７２．５ ８，２８９．０ ０．９％
本 匠 村 ０．０ ０．０ ０．０ １３５．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １３５．０ １２，３１５．０ １．１％
宇 目 町 ０．０ ０．０ ０．０ ４，０３３．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，４９７．１ ５，５３０．１ ２６，５９９．０ ２０．８％
直 川 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ８，０８２．０ ０．０％
鶴 見 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １９１．５ ０．０ １，０６７．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，２５８．５ ２，０２１．０ ６２．３％
米 水 津 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ６３９．６ ０．０ ９１．０ ０．０ ０．０ ０．０ ７３０．６ ２，５２４．０ ２８．９％
蒲 江 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２，１２９．９ ０．０ ９３４．７ ０．０ ０．０ ０．０ ３，０６４．６ ９，１８１．０ ３３．４％
野 津 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １３，９１９．０ ０．０％
三 重 町 ０．０ ０．０ ０．０ １，４４９．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５，６６３．７ ７，１１２．７ １６，２１７．０ ４３．９％
清 川 村 ０．０ ０．０ ０．０ ５５．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２，０９０．４ ２，１４５．４ ４，７１８．０ ４５．５％
緒 方 町 ０．０ ０．０ ０．０ ３，１１８．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ４，０１１．２ ７，１２９．２ １４，７９６．０ ４８．２％
朝 地 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，８９７．０ ０．０ ０．０ １，８９７．０ ６，８３９．０ ２７．７％
大 野 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，８７２．５ ０．０ ０．０ １，８７２．５ １０，９４９．０ １７．１％
千 歳 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２，１４３．０ ０．０％
犬 飼 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ４，６７４．０ ０．０％
荻 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５，０３２．０ ０．０％
久 住 町 ６，６５３．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ６，６５３．０ １４，２６９．０ ４６．６％
直 入 町 １７２．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２，５７７．０ ０．０ ０．０ ２，７４９．０ ８，３８３．０ ３２．８％
九 重 町 ６，３０５．０ ０．０ ６，４９３．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １２，７９８．０ ２７，１４１．０ ４７．２％
玖 珠 町 ２．０ ０．０ １８，８５４．６ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １８，８５６．６ ２８，６４４．０ ６５．８％
前 津 江 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５，５１８．０ ０．０ ５，５１８．０ ７，８９９．０ ６９．９％
中 津 江 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ７，０５６．０ ０．０ ７，０５６．０ ８，１９１．０ ８６．１％
上 津 江 村 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２，３９６．０ ０．０ ２，３９６．０ ８，８５３．０ ２７．１％
大 山 町 ０．０ ０．０ ９１２．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ７５．０ ０．０ ９８７．０ ４，５７２．０ ２１．６％
天 瀬 町 ０．０ ０．０ １，９６８．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １，９６８．０ １０，１８３．０ １９．３％
三 光 村 ０．０ ０．０ ７２５．４ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ７２５．４ ４，６０２．０ １５．８％
本耶馬溪町 ０．０ ０．０ ６，４１６．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ６，４１６．０ ８，５４６．０ ７５．１％
耶 馬 溪 町 ０．０ ０．０ １８，２５９．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １８，２５９．０ １８，３７０．０ ９９．４％
山 国 町 ０．０ ０．０ １１，９６０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １１，９６０．０ １１，９８５．０ ９９．８％
院 内 町 ０．０ ０．０ ２，０６９．１ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２，０６９．１ １１，３６２．０ １８．２％
安 心 院 町 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １４，７１７．０ ０．０％
計 １８，３１０．０ ２，９３３．０ ７４，７７２．５ １０，２４０．０ ４，２９３．８ １５，５９１．２ ８，２７１．５ １０，０６５．５ １６，２４６．０ １４，１２４．０１７４，８４７．４６３３，８１９．０ ２７．６％

単位：ha 海面普通地域を除く
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ゴイサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヨシガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・ホシハ
ジロ・キンクロハジロ・スズガモ・クロガモ・エゾライチョウ・ヒヨドリ・ムクドリ・ウズラ・コジ
ュケイ・ヤマドリ※１・キジ※１・バン・ヤマシギ・タシギ・キジバト・ニュウナイスズメ・スズメ・
ミヤマガラス・ハシボソガラス・ハシブトガラス 鳥類 ２８種

ヒグマ・ツキノワグマ・ユキウサギ・ノウサギ・イノシシ・ノイヌ・ノネコ・タイワンリス・シマリ
ス・タヌキ・キツネ・テン・イタチ※１・チョウセンイタチ※１・アナグマ・オスジカ・メスジカ※２・
ミンク・ハクビシン・アライグマ・ヌートリア 獣類 ２１種

鳥獣名 大分県 全 国

シ カ ４，６９５ ９２，０５１

イノシシ １１，９６３ １２５，２１３

ノウサギ １，０６６ ６１，４４０

タ ヌ キ １，３３６ １８，０２９

キ ジ １，５３８ １２９，０７３

ヤマドリ ４５８ ５５，３１１

カ モ 類 ６，４６４ ４４０，０７５

鳥獣名 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年

シ カ ７６，５４４ １０７，１３４ ９６，７５３ ７１，９６６ ７２，９４４ ９４，１８４ １２８，６８２

イノシシ １９８，２２６ ２５５，０１３ ２４０，３８３ ２９４，８９５ ２５９，１０１ ２６２，８４０ ２６３，０８６

サ ル １８，５７８ ４０，９０９ １３，３５６ １５，２２０ １４，６３９ ２８，７６０ ３６，０６２

カ ラ ス ４６，２９２ ６８，８６４ ７４，５３４ ９４，００１ ７２，１２９ ６７，４７３ ４７，０３４

全 体 ３７５，１０９ ５０２，４７５ ４５０，３１８ ５４６，３３１ ４５５，９６９ ４９０，９４８ ５０１，２３２

表７－２ 狩猟鳥獣

※１ メスについては捕獲禁止
※２ 一部地域では捕獲禁止

表７－３ 狩猟者による平成１５年度の主な鳥獣の捕獲数
（頭・羽）

注）全国数値は平成１３年数値（環境省 鳥獣関係統計）

表７－４ 主な鳥獣による農林作物の被害状況の推移
（千円）
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自然保護部会

１ 自然保護と自然とのふれあいの推進につ
いて
現代社会では、経済性や効率性を優先し

自然環境への配慮を怠り自然の復元力や浄
化力を超えて生活の利便性や快適性を求め
てきた。その結果、身近な自然が減少し、
多くの野生動植物は生息・生育の場を失い
つつある。
このような状況を改善し、自然からの恩

恵を将来にわたり持続的に享受するために
は、「感動は自然から」を合い言葉に、子
どもたちをはじめ全ての人々の自然を愛す
る豊かな心を育むとともに、野生動植物と
の共生を推進する必要がある。
ついては、自然を守る意識の高揚を図る

ためには、その指導者やボランティア（Ｎ
ＰＯ法人等）活動の充実を目指すと共に、
魅力的な自然（系）環境教育（自然観察会
等）の実践を広め、それぞれの会の特性を
生かしながら協力体制をつくる組織づくり
を推進することが必要であり、次のことを
提案する。
� 自然環境教育推進活動の現状を把握し、
多くの参加者が自然に親しみ、自然から
学ぶ活動の充実を図る。

� それぞれの会の特性を生かしながら、
一層拡充できるよう情報交換し、協力体
制の組織づくりを推進する。

� 指導員者数・参加者数の増員施策及び
技術向上講習会を実施する。さらに、生
物多様性の重要性から、草地、湿地、た
め池、植林地・保安林などを対象として
吟味、検討し、衰退的な生態系を復活さ
せて活性化していく体制を整備すること
が必要であり、次のことを提案する。

� 過去に行われてきた草原の「野焼き」
の復活と、維持していく体制づくりを推
進する。

２ 自然景観等の維持対策について
大分県は、気候は温暖で、海を望み、山

が重なり、変化に富んだ自然に恵まれて、
多様で豊かな自然景観を醸し出している。
しかしながら、地形的に人の生活圏が狭

く、あるいは自然災害の多い県土では、早

くから海岸線や河川は人工化し、自然の風
景地の荒廃が見られるようになってきた。
優れた自然景観は適切な人的管理のもと
で保護されるべきであり、里山、河川域、
海岸域、さらには自然公園など、それぞれ
の自然景観や生態系の特性を生かし、その
開発、改善は慎重に進めなければならない。
ついては、大分県の健全で豊かな自然景
観を守り、より良いものとして将来の世代
に引き継いでいくため、次のことを提案す
る。
� 里山の自然林や植林地、耕作地（水系）
や集落などを含めた生態系の見直しをし、
その優れた自然環境の保持について積極
的に取り組んでいく。
� 里山のゴミの放置などの現状を把握し、
その美化の方策を検討する。さらに、沿
道の景観を阻害する要因となっている看
板類については、景観を保全するため、
次のことを提案する。
� 違法看板の監視・規制の強化や落書き
の消去などの検討を進める。
� 統一感を醸成するため、モデル案内板
の検討を進める。

観光部会

１ ごみゼロおおいたキャンペーンのさらな
る推進について
平成１５年度に当部会が提案した意見を受
けて、本年度「１２１万人県民一斉ごみゼロ
大行動」や「キャンドルナイトキャンペー
ン」が県下各地で実施されている。
今後ともこのようなごみゼロおおいた作
戦の取り組みを一層進めていくとともに、
「美しく快適な大分県」を県内外に向けて
発信し、県民と観光客の意識の向上が一層
の美化推進に結びつくような施策を構築す
る必要がある。
そのためには、学校等教育現場における
幼少期からの教育や、自治会、各事業所等
での美化活動の一層の推進、観光地等での
継続的な啓発活動を通じて、県民や観光客
のモラルの向上や自発的な美化活動が促さ
れるような環境づくりを行っていく必要が
ある。

８ ごみゼロおおいた作戦県民会議平成１６年度
「環境施策への意見」

資料編

222 大分県環境白書



例えば、定期的なイベントは県民に広く
知らしめる上で有効であると考えられるの
で、恒常的な広報活動と併せて「観光地ク
リーンアップキャンペーン」、「トイレ美
化活動」、「花いっぱい運動」などを官民
一体となって実施していただきたい。
また、各自治体が地域ぐるみで取り組み

を行う際に指標となるようなモデル地区を
設定し、同地区でのノウハウを波及させて
いく等の取り組みも効果があると考えられ
る。

２ 美しい大分の景観の保全と創造について
美しく快適な大分県づくりを今後一層進

めていくためには、地域に暮らす人々によ
って守られてきた豊かな自然や、歴史ある
城下町の街並みなどの景観美を保全すると
ともに、美しい地域づくりに向けた新たな
活動を展開することが必要である。
このような景観の保全や創造は、地域の

人々の地道な取り組みによることはもとよ
り、他の地域から訪れる人々との交流を通
じて一層促進される。
農漁村におけるグリーンツーリズムやブ

ルーツーリズムの推進は、農村の景観や豊
かな自然を介した交流を通じて、地域の
人々と都市住民との相互理解を深めるきっ
かけとなり、地域の魅力の再発見や景観の
保全・創造に向けた活動にも繋がっていく。
また、市街地においても、テーマ性のあ

る統一的な景観を持った商店街づくり、空
き店舗の有効活用等によるいきいきとした
空間づくりなどを通じて地域の活性化が図
られる。
県下では、湯布院町をはじめとして、豊

後高田市の「昭和の町」、臼杵市の「タウ
ンツーリズム」、安心院町の「グリーンツ
ーリズム」など、地域の活動が活性化しつ
つある。
ドイツでは、地域の発展という観点から、

「美しいムラづくりコンクール」、「地域
いきいきコンクール」などの啓発活動や景
観保全のための補助金制度が設けられてい
るほか、イギリスにおいても同様の施策が
行われており、本県においてもそのような
地域の取り組みに対する支援を展開するこ
とが必要である。

ごみ減量・リサイクル部会

１ ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク
ル）の推進について
今日われわれが直面する環境問題、すな
わち大量の廃棄物の問題は、自らの日常生
活や事業活動の中で、資源の豊かさ、環境
の美しさ、快適さが当然かつ無尽蔵との前
提にたって、「消費」を美徳と考え、「使
い捨て」の便利さに安住してきた結果に他
ならない。
これまで親しんだ大量生産、大量消費、
大量廃棄型のライフスタイルから転換し、
リデュース（廃棄物の発生抑制）、リユー
ス（再使用）、リサイクル（再生利用）の
いわゆる３Ｒの活動を推進して、環境に負
荷の少ない持続可能な「循環型社会」を構
築していくことが喫緊の課題となっている。
国においても、「循環型社会形成推進基
本法」が平成１２年に制定されてから、家電、
容器包装等の各リサイクル法令の整備が進
み、１５年３月には、環境志向のものづくり
等の提供や廃棄物の適正な循環的活用・処
分システムの確立を目指す「循環的社会形
成推進基本計画」が策定され、取り組みが
進展している。
本県でも、内外の先進施策に注目しなが
ら、県内の現場に学んで、効果的な施策を
着実に展開していく必要があるが、このた
めには、従来の市町村等に対する情報提供
や啓発事業等の働きかけに加え、ＮＰＯ，
市民団体等の民間活力の活用を図りながら、
地域社会が一体となって廃棄物の種類ごと
に３Ｒの原則に沿った減量化・再資源化を
推進する必要がある。
県民各自の消費者としての立場も重要で
あり、ひとりひとりの県民がレジ袋一つを
断ることの環境負荷低減の効果は小さいも
のの、これを積み重ねて環境意識に目覚め
ることに大きな意義があることから、啓発
事業としての「マイバッグ・キャンペー
ン」の一層の充実を提案する。

２ 一般廃棄物（家庭系・事業系）の適正処
理について
一般廃棄物（家庭系、事業系）は、市町
村に処理責任があることから、一般廃棄物
の減量、リサイクルを効果的に促進するた
めには、県民、事業者、処理業者、市町村、
県の一体となった取組が必要であるが、市
町村合併の進展を控え、広域処理体制の整
備が求められている。
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減量化については、分別収集を徹底する
ことがリサイクル推進に有効であるので、
県民運動の中核となることが期待されてい
る「ごみゼロおおいた推進隊（今年度募集）」
の提言をも踏まえて、デポジットシステム
の活用、ごみ（特に生ごみ）の分別収集促
進及びごみの種別に応じたリサイクルの仕
組みづくりなどが必要である。
一般廃棄物（事業系）については、市町

村等のごみ処理施設に搬入される割合が一
般廃棄物全体の約４割と大きな比重を占め
ており、その減量化は重要な課題である。
収集・運搬の形態、分別収集の状況、適

正処理困難物の受入状況などを調査のうえ、
市町村等が適正処理を行えるような方向性、
方策を示して、市町村等が行う事業系一般
廃棄物の減量化等を支援することを提案す
る。
また、循環型社会形成のための施策とし

て、平成１６年度に豊後高田市で実証したエ
コマネーを県下各地で展開し、ビッグアイ
でのリユースカップの使用等、３Ｒを取り
入れた汎用性のあるシステムづくりを行う
ことも考えられる。
さらに、今回の台風災害に見られるよう

な災害時に大量発生する廃棄物の処理を、
迅速かつ適正に処理するためのシステムづ
くりを提案する。

３ 産業廃棄物の適正処理について
不法投棄や県外産廃の搬入の問題など、

廃棄物処理に対する社会全体の関心は高ま
っているが、産業廃棄物の排出は依然高水
準で推移していることから、総合的な観点
からの適正処理対策が必要である。
県内では依然として産業廃棄物の不法投

棄など、不適正処理の事例が相次いで、地
域住民の不安や不信感を増幅させ、新たな
処理施設の設置を困難にする要因にもなっ
ているので、排出事業者、処理業者に対す
る指導監督を強化し、不法投棄や不適正処
理の防止を徹底する必要がある。
また、排出抑制やリサイクル促進のため

の新しい経済的手法として平成１７年度から
導入される産業廃棄物税が循環型社会形成
のための目的税として最大限に機能を発揮
するよう、その税収を活用して、再資源化
など、リサイクル等の取り組みへの支援、
不法投棄監視などの適正処理の推進、基盤
整備の促進、啓発広報・環境教育の推進な
どの施策が効果的に推進されるよう提案す
る。

大気・水環境部会

１ 環境保全分野における行政の役割等の検
討について
県内の環境保全行政は、大分地域の新産
業都市指定後、重工業を主体とした企業群
の進出に伴い、大気・水環境の汚染悪化の
懸念が高まったことから、公害を規制する
観点から関係法令の上乗せ条例の適用や進
出企業との公害防止協定の履行によって、
大気・水環境の悪化の防止と改善を図って
きている。
最近では、公害防止技術の向上や事業者
の努力もあり、公害問題は従来の産業型か
ら、人口の集中や自動車等の急速な普及が
もたらす都市・生活型の環境問題へと変化
している。
一方、平成９年４月からの大分市の中核
市移行や平成１７年からの市町村合併に伴い、
従来、県が主体となってきた環境保全行政
を県と新市との連携した取り組みとするこ
とによって、地域に密着した環境施策の展
開が可能となり、環境保全行政も一段と強
化されるものと考えられる。
ついては、現在の環境保全行政において、
法規制以外に、上乗せ条例や公害防止協定
によって行われている分野については、こ
れら環境保全行政を取り巻く状況の変化に
伴って、県と市町村の役割分担や必要性の
低下した条例の見直しなど種々の問題点に
ついて、速やかに検討することを提案する。

２ 県民と連携した環境保全施策の推進につ
いて
今日の社会経済の発展及び人々の生活様
式の変化は、さまざまな形で環境へ影響を
与えており、特に、私たちの日常生活から
生ずる大気や水環境に対する環境負荷は、
年々増大の一途をたどっている。こうした
中、県民一人ひとりの環境問題に対する意
識が高まり、ごみの分別回収、台所での水
切り袋の使用、エコドライブなど環境にや
さしい生活をめざした取組が始まっている。
こうした県民の取組を広げていくととも
に、恵み豊かな自然環境とふれあう機会の
少なくなった県民に、星空のきらめく丘や
清らかなせせらぎなど身近にある快適空間
を再発見できる契機を提供することは大切
である。
このため、県は、県民に環境を守り、改
善していくきっかけを与え、県民の間にそ
の輪を広げていくことを目的に以下の施策
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を実施することを提案する。
� すぐれた環境の残されている場所を広
く県民から募集したり、子どもたちによ
る水生生物調査に全県的に取り組むなど
県民が身近な快適環境を再発見できる新
たな環境保全施策を実施すること。

� �の施策などの実施に当たっては、環
境ボランティアやＮＰＯ法人などに業務
の一部を委託するなど、県民と協働して
行うこと。

３ 生活排水処理施設整備の推進について
本県の生活排水処理率は、平成１５年度末
現在で５５．８％と全国平均の７７．７％に比べて
大きく遅れている。
県では、平成１６年３月に、これまでの「大

分県・全県域汚水適正処理構想」を各市町
村の実情を踏まえて見直し、新たに「大分
県生活排水処理施設整備構想」を策定した。
これによると、平成２４年度末までに生活排
水処理率を九州各県の推定平均値８０．６％ま
で上げることを目標としている。
一方、既に下水道が整備された地域にお

いては、経済的負担や後継者不在などの理
由から２０％程度の家庭が下水道に加入して
いない。
このことから、今後は、生活排水処理の

必要性の啓発や施設建設費の縮減などに努
め、市町村自らが地域の実情に応じて検討
した生活排水処理施設の整備を一層推進す
るとともに、既に整備された地域における
未加入者の啓発に積極的に取り組むことを
提案する。

環境教育部会

１ 環境教育新法に基づく取組について
地球温暖化や廃棄物問題、身近な自然の

減少など現在の山積する環境問題を解決し、
持続可能な社会を創っていくためには、県
民の一人一人が積極的に環境保全活動に取
り組むことが必要である。
国においては、このような環境保全活動

の重要性を踏まえ、持続可能な社会づくり
の基盤となるよう平成１５年７月に制定され
た、いわゆる「環境教育新法」の中で、環
境の保全のための意欲を増進し、環境教育
を推進するための対策を示すとともに、国、
地方公共団体、事業者、国民、民間団体等
の責務を定めている。このうち地方公共団
体は、その区域の自然的社会的条件に応じ

た施策を推進するとともに、学校教育及び
社会教育における環境教育の推進に必要な
施策を講じるものとしている。
ついては、今後、国が定める基本方針を
勘案して、県内の各主体が環境の保全のた
めの意欲を増進し、環境教育を推進するた
めの指針となる大分県の方針を策定するな
ど、引き続き新法に基づく具体的な取組を
提案する。

２ 各地域における環境教育について
環境教育の目的は、環境と人間のかかわ
りについて理解を深め、環境を大切にする
心をはぐくむとともに、環境保全に努め、
よりよい地域環境を創造していこうとする
実践的な態度を育成することである。
そのため、県民一人一人が、家庭、学校、
地域社会、職場などあらゆる生活の場にお
いて環境について考え、自然保護や生活環
境の改善に主体的に参加し、活動を実践し
ていくことが必要である。
そこで、学校においては、児童生徒の発
達段階に応じて、河川、空気、生物やごみ
問題など、身近な環境問題を取り上げ、体
験的な学習を行うことが大切である。その
際、環境学習の導入・基礎・発展的施設と
しての青少年教育施設等を多く活用するよ
う配慮する必要がある。
一方、地域社会においては、地域の素材
・人材の活用や公民館活動を促進するとと
もに、地域環境力を高めるネットワークづ
くりを推進することが大切である。
このように、学校、地域社会をはじめと
したあらゆる場における県民各層が、お互
いに協力・連携し、環境への負荷の少ない
ライフスタイルを実現するため、環境教育
の推進に取り組むことを提案する。

地球環境部会

１ 地球温暖化対策について
私たちはこれまで、大量生産、大量消費、
大量廃棄型のライフスタイルにより、便利
で快適な生活を送ってきた。しかしながら、
こうした生活は、一方で環境に対して大き
な負荷をかけるものであり、地球温暖化と
いう地球規模の環境問題は、私たちの生活
から排出されている二酸化炭素などの温室
効果ガスがその主な原因であると言われて
いる。
１９９７年に京都で開催された「地球温暖化
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防止京都会議」において採択された「京都
議定書」で、我が国は２００８年から２０１２年の
間に、温室効果ガスの排出量を １９９０年の
水準から６％削減することを国際的に約束
しているが（２００４年９月１日現在未発効）、
２００２年度の温室効果ガスの国内総排出量は、
１９９０年に比べ７．６％増加しており、現状で
は京都議定書の目標達成は非常に困難であ
り、一層の排出削減努力が必要となってい
る。
今年度本県で実施された「１２１万人夏の

夜の大作戦～キャンドルナイトキャンペー
ン～」は、県内４７５施設が参加し、全国の
活動の中でも最も大きな取組となった。私
たちは、この様な取組を季節毎に実施する
などして、温暖化防止に対する認識を県民
に浸透させ、県民総参加で地球温暖化防止
活動に取り組んでいかなければならない。
また、地球温暖化防止活動推進員として

１０２名の方々を任命して普及啓発を行って
いただいているが、こうした推進員を各市
町村にくまなく配置するなど一層の体制強
化を図り、より効果的な普及啓発活動を推
進していくことも必要である。
将来の世代に美しい大分、ひいては美し

い地球を引き継いでいくため、多くの県民
が楽しみながら参加できる新たな取組や、
私たちの生活の中でエネルギーの使用を減
らすための工夫、例えばノーマイカーデー
の実施やアイドリングストップ、夏季にお
けるエコスタイル（軽装）運動の推進など
を図っていかなければならない。
さらに、行政は社会貢献の意欲にあふれ

る企業や環境ＮＰＯ法人などと連携して、
将来の大分県を担う若い人たちに対する温
暖化防止の啓発活動を行うことも必要であ
る。また、自主的な活動を認知してやるこ
と、有効な活動に対して表彰で報いること
も必要である。
また一方で、二酸化炭素の吸収源でもあ

る森林については、健全な森林の整備を引
き続き図っていくとともに、森林のもつ公
益性を県民一人ひとりが認識し、県民総参
加の森林づくりを一層推進していくことも
必要である。

エネルギー部会

１ エコエネルギーの普及促進について
「新エネルギー利用等の促進に関する特
別措置法」の中で官民、使用者、供給者の
役割が示され、国及び地方公共団体に対し、
次のような方針が定められている。
�初期需要創設・拡大のため積極的に関係
施設への利用を進める。
特に地方公共団体に対しては、次のよう
な方針が定められている。
�体制整備を行いつつ、新エネルギー利用
等の促進に努める。
さらに、昨年１０月に策定された「エネル
ギー基本計画」においても、改めて地方公
共団体、事業者、非営利組織の役割分担、
国民の努力等について項目が示され、地方
公共団体には、その区域の実情に応じた施
策を策定・実施することとなっている。
大分県においては、昨年４月から施行さ
れている「大分県エコエネルギー導入促進
条例」に基づき地域に応じたエコエネルギ
ーの導入を推進している。
本年、玖珠町に民間業者の開発による大
規模な風力発電施設の建設や、大分市に県
内初となる天然ガス自動車へのガス供給施
設として天然ガスステーションの設置等エ
コエネルギーの導入が図られている。引き
続き地域の自然や産業の特色を生かし、大
規模のみならず中小規模も含めたエコエネ
ルギー、とりわけ太陽光発電、風力発電、
バイオマスエネルギー、クリーンエネルギ
ー自動車、コージェネレーションの導入、
普及、利活用に取り組むことを提案する。

２ 省エネルギー対策について
我が国で最初に省エネルギーの必要性が
指摘された石油危機当時、それは、エネル
ギーコストの抑制、省資源の視点からのも
のであった。
しかし、１９８０年代後半以降、大気汚染・
地球温暖化・酸性雨など地球環境問題の深
刻化に伴い、新たな次元の問題として省エ
ネルギーが強調されるようになった。特に、
最近は原油価格が高騰しており、持続的成
長を続けながら環境保全を達成し、且つエ
ネルギー需給バランスを崩さず、安定供給
を確保するため、いわゆる「３Ｅ（経済、
環境、エネルギー）」を踏まえて、省エネル
ギー対策を講じていくことが重要である。
国においては、省エネ法を改正するとと
もに、内閣府及び財団法人省エネルギーセ
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ンターが、省エネルギー期間を中心にその
取組を事業所や家庭に呼びかけている。
大分県においては、一人ひとりの県民が

日常生活を地球環境と調和した省資源・省
エネルギー型に変えていくことが必要であ
り、県民総参加による省エネルギー対策に
取り組むことが求められている。
そのため、「エコおおいた推進事業所」

の募集やエコドライブの普及等、事業所や
家庭での活動への取り組み強化や、地域で
の省エネルギーの意識啓発などに取り組ま
れたい。
また、省エネルギーや地球温暖化防止対

策の取組として、当エネルギー部会が提案
した夏至の日（６月２１日）の２０時から２２時
の間に一斉に消灯する「１２１万人夏の夜の
大作戦～地球への贈り物～」キャンペーン
が今年実施され、４７５事業所と多くの県民
の参加により省エネルギー等への意識啓発
が図られた。
そこで、来年度以降もこのキャンペーン

を実施することにより、引き続き県民一人
ひとりに省エネルギー等に対する意識を浸
透させるため、夏至の日を「大分県省エネ
ルギーの日」（仮称）とすることを提案する。

環境技術部会

１ 環境技術への挑戦について
当部会では、昨年度、環境技術に関する

産学官共同プロジェクトの創出を提案した。
これを受けて、県では、平成１６年度に「新
産業創出重点研究開発事業」を創設し、産
学官共同研究を推進するための助成制度を
整備したところである。
環境技術分野では、現在、農林水産業、

家庭、土木建築業からの廃棄物の処理及び
有効活用技術の開発が課題となっている。
なかでも、杉の間伐材や樹皮、野菜や果

実・魚の加工残渣など、大分県の基幹産業
である農林水産業から発生する廃棄物の処
理及び有効活用は特に必要性が高く、まず
は、農林水産業から発生する未利用資源の
リサイクル技術の開発に積極的に取り組む
べきである。
なお、技術開発にあたっては、農工連携

により第一次産業生産者、企業、大学など
が一体となって取り組むことが不可欠であ
るため、県においても、農林水産分野の試
験研究機関と産業科学技術センターとの連
携を十分に図るともに、産学官連携の一層

の推進を図られたい。

２ 新たなエコタウンプランについて
エコタウンについて国は先行するエコタ
ウン事業がハード事業重視に偏重していた
ことを見直し、ソフト事業も重視している
ことや一旦承認されたプランも情勢の変化
に対応し柔軟に見直すことが可能となって
いること等が明らかになってきたところで
ある。
そこで、新たなエコタウンプランの策定
にあたり、ごみゼロ運動で実践している各
種ソフト事業をステップアップし、同プラ
ンのソフト事業案に組み入れることを提案
したい。
さらに、その成果が将来のごみ資源化、
減量化に向けた新技術導入を可能とするハ
ード事業として結実することも希望する。
また、同プランが承認を受けた後も、絶
えず県民会議の参加者をはじめ多くの県民
に意見を求め、成長させていくことを期待
する。
また、県外からの廃棄物の移入に対し県
民の強い反発がある一方で、他県に廃棄物
を移出している現実がある。これに対処す
るために、まず県内の産業廃棄物を資源化、
減量化するための努力を強化し、県外に出
さない運動を実践し、これを全国に発信す
べきであると考える。
これを農産物の「地産地消」になぞらえ
「ごみの地産地消」と名付け、エコタウン
プランの基本思想とすることを提案したい。
なお、同プランについてはエコロジーに
ついて生活者、産業界を中心にする県民や
学会、行政が共同作業（コラボレーション）
を行うことからエコラボレーションと呼ぶ
こともあわせ提案する。

３ 企業の環境活動の支援について
�エコ推進員の配置について
県内には、積極的な環境対策に取り組ん
でいる企業もあるものの、多数を占める中
小企業の多くは、環境等に対する専門知識
を持った人材や、技術、ノウハウ等の不足
により、環境対策が進んでいない。県には、
こうした中小企業の環境への取組を支援す
るため、省エネ・省資源などの環境対策に
ついて相談、診断、指導等のできる相談員
を配置されたい。
�エコ商品の展示会について
最近、環境に配慮した製品、技術、サー
ビス等が次々と開発されており、また、県
では、廃棄物の有効利用を推進するため、
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県内企業が製造した優れたリサイクル製品
に対して認定制度を創設している。このよ
うな環境に配慮した製品や技術等を広く県
内に普及させ、ごみの減量化や環境に対す
る意識啓発を進めるため、県には、エコ商
品の展示会を開催されたい。

４ 地域と一体となった企業活動の展開につ
いて
県内には、社内あげての省エネ、リサイ

クル活動や新たな技術開発等により、ごみ
の減量化や再資源化に積極的に取り組んで
いる企業がある。このような企業の優れた
活動を、地域の児童、生徒に広く知っても
らい、環境に対する早期の意識付けをする
とともに、企業活動への住民の理解を深め、
地域が一致協力して環境活動に取り組むこ
とが必要である。このため、県には、児童、
生徒の社会見学等の機会を活用して、優れ
た環境活動を実施している企業の現場を視
察できるよう配慮されたい。
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試 験 研 究 概 要 部 名

ダイオキシン類調査

平成１２年１月にダイオキシン類対策特別措置法が施行され、ダイオキシン
類のモニタリング等が義務付けられたことに伴い、１２年度から調査を開始し
た。
平成１５年度は、環境大気、公共用水域水質及び底質、地下水、土壌、事業

所排出ガス、排出水の行政依頼検査、排出ガス及び焼却灰の依頼検査並びに
河川水質、河川底質の調査研究等１５６検体の調査を行った。

企画・特
定化学物
質部

浮 遊 粉 じ ん 等 の
大気汚染物質調査

浮遊粉じんの大気中濃度と重金属成分等の調査を３市で年２～１２回、窒素
酸化物の簡易測定法による調査を５市５町で毎月行った。 大 気 部

悪 臭 物 質 調 査 悪臭防止対策の資料とするため、１町の旧産業廃棄物最終処分場のアンモ
ニア、硫黄化合物等の調査を行った。 大 気 部

ア ス ベ ス ト 調 査 アスベストの大気中濃度を継続的に監視していくため、昭和６３年度から始
めた。平成１５年度は、４市で調査を行った。 大 気 部

有害大気汚染物質
調 査

大気汚染防止法の改正（平成８年）により、有害大気汚染物質についてモ
ニタリングを行うことが必要になったため、平成９年度から揮発性有機化合
物（ＶＯＣ）等１５項目について調査を開始し、平成１５年度は、４市１町で最
大１９項目の調査を行った。

大 気 部

環 境 放 射 能 調 査

放射能のバックグランドを測定し、環境放射能の水準を把握するため、文
部科学省の委託を受け、昭和６２年度から調査を行っている。平成１５年度も引
き続き、降水中のβ線や、モニタリングポスト及びサーベイメーターにより
空間線量率の測定を行うとともに、大気浮遊じん、降下物、土壌、野菜、牛
乳等のγ線を測定し、環境中に存在する放射性核種の調査を行った。

大 気 部

一般環境の大気測定
調 査

常時監視測定局の設置されていない地域の大気汚染物質濃度の実態を把握
するため、大気汚染移動測定車により平成元年度から始めた。平成１５年度は、
豊後高田市で調査を行った。

大 気 部

酸 性 雨 調 査

県内における酸性雨の実態を把握し、発生メカニズムを解明することを目
的として、昭和６０年度から始めた。平成１５年度は、環境省の委託を受けて実
施している久住町のほか、大分市、日田市で雨水のｐＨ測定と成分分析を行
った。

大 気 部

公共用水域の調査

昭和４６年度から測定計画に基づいて実施しており、平成１５年度は、３９河川
５１地点、２湖沼５地点、８海域５６地点において、生活環境項目、健康項目等
について年４～１２回の調査を行った。また、地下水についても、１０１地点で
年２回の調査を行った。

水 質 部

瀬戸内海広域総合
水 質 調 査

瀬戸内海関係府県が環境省の委託を受け、昭和４７年度から実施している。
平成１５年度は地先海域の１４地点（２層）年４回の調査を行った。 水 質 部

工場・事業場の排水
監視に伴う水質調査

水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく規制対象事業場
の排水監視のため、一般項目及び健康項目について延べ４３０検体の水質調査
を行った。

水 質 部

発生負荷量管理等
調 査 及 び 有 明 海
排 出 負 荷 量 調 査

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく栄養塩類削減指導の実施に伴い、そ
の効果を把握するため、Ｔ－Ｐ及びＴ－Ｎについて１７２検体の水質調査を行
った。また、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律に基
づき、ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ及びＴ－Ｐについて２５検体の水質調査を行った。

水 質 部

産 業 廃 棄 物 調 査 産業廃棄物の処理施設から排出される排出水及び浸出水等について、有害
物質を中心に６８検体の調査を行った。 水 質 部

環境ホルモン調査

近年環境中に多く存在する化学物質の中で極微量で作用するホルモン様物
質が大きな問題となっている。その実態を把握することを目的として平成１１
年度から調査を始めた。平成１５年度は、県内の漁港等の海水、底質中の有機
スズの濃度を測定した。その結果は全て定量下限値以下であった。

水 質 部

９ 衛生環境研究センター関係資料
表 衛生１ 環境保全に関する試験研究
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区 分
行政検査 委託業務検査 調査研究 計

検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数
総 計 ５７５ １，５７５ ２４７ １，０２７ １４９ １，４９０ ９７１ ４，０９２

簡易測定法による窒素酸化物調査 ２２６ ２２６ ２２６ ２２６
浮 遊 粉 じ ん 中 重 金 属 調 査 ２４ １４４ ４５ ４５０ ６９ ５９４
一 般 環 境 ・ 交 通 環 境 調 査 ７ ６１ ２８ ２８ ３５ ８９
悪 臭 物 質 等 調 査 ２ ４４ ２ ４４
有 害 大 気 汚 染 物 質 調 査 ２５０ ８４６ ２５０ ８４６
ア ス ベ ス ト 調 査 ８ ８ ８ ８
その他（セ ン タ ー 周 辺 調 査 等 ） ５８ ２４６ ５８ ２４６
環 境 放 射 能 調 査 １３９ １９９ １３９ １９９
酸 性 雨 調 査 ３５ ３５０ １４９ １，４９０ １８４ １，８４０

区 分
行政検査 依頼検査 調査研究 計

検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数
総 計 １３３ ５，１８７ ８ ３１２ １５ ５８５ １５６ ６，０８４

環 境 大 気 ３６ １，４０４ ３６ １，４０４
河 川 水 ８ ３１２ １０ ３９０ １８ ７０２
湖 沼 水 １ ３９ １ ３９
海 水 ６ ２３４ ６ ２３４
地 下 水 １４ ５４６ １４ ５４６
底 質 １２ ４６８ ５ １９５ １７ ６６３
土 壌 １９ ７４１ １９ ７４１
排 出 ガ ス ７ ２７３ ４ １５６ １１ ４２９
排 出 水 ２ ７８ ２ ７８
焼 却 灰 ４ １５６ ４ １５６
そ の 他 （ 二 重 測 定 等 ） ２８ １，０９２ ２８ １，０９２

区 分
行政検査 依頼検査 調査研究 計

検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数
総 計 ２，５０５ ２０，０３０ ２０３ ６５７ １３４ １，０３６ ２，８４２ ２１，７２３

公 共 用 水 域 等 の 調 査 １，５５８ １３，９８３ １，５５８ １３，９８３
瀬 戸 内 海 広 域 総 合 水 質 調 査
（ 環 境 省 委 託 ） １１２ １，４００ １１２ １，４００

海 水 浴 場 調 査 ５４ １７４ ５４ １７４
工場・事業場排水監視水質調査 ４３０ ２，３００ ４３０ ２，３００
発 生 負 荷 量 管 理 等 調 査 １７２ ３４４ １７２ ３４４
産 業 廃 棄 物 調 査 ６８ １，４２１ ６８ １，４２１
未 規 制 化 学 物 質 調 査 ２４ ４８ ２４ ４８
有 明 海 排 出 負 荷 量 調 査
（ 環 境 省 委 託 ） ２５ ７５ ２５ ７５

瀬 戸 内 海 環 境 情 報 基 本 調 査
（瀬戸内海 環 境 保 全 協 会 委 託 ） １１ １３２ １１ １３２

環 境 ホ ル モ ン 調 査 １４ ６４ １４ ６４
企 業 局 工 業 用 水 調 査 １３ ９１ １３ ９１
芹 川 ダ ム 水 質 調 査 １５４ ４５８ １５４ ４５８
芹川ダムの水質改善に関する研究 １０９ ８４０ １０９ ８４０
佐 賀 関 町 地 先 調 査 ３６ １０８ ３６ １０８
そ の 他 ６２ ２８５ ６２ ２８５

表 衛生２ 大気汚染等に関する調査分析件数
（平成１５年度）

表 衛生３ 水質汚濁に関する調査分析件数
（平成１５年度）

表 衛生４ ダイオキシン類に関する調査分析件数
（平成１５年度）
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